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●政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律7条の2第1項にいう法人

である政党等と破産手続開始の決定を受けるべき適格

（令和6年（許）第17号・令和7年10月20日 第一小法廷決定 棄却）

●1 自動車保険契約の人身傷害条項が、保険金請求権者について、同条項の適用対象となる事故

によって損害を被った「被保険者。ただし、被保険者が死亡した場合はその法定相続人とす

る｡」と定めている場合において、上記「被保険者」が上記事故により死亡したときに生ずる

人身傷害保険金の請求権の帰属

2 自動車保険契約の人身傷害条項が、保険金請求権者について、同条項の適用対象となる事故

によって損害を被った「被保険者」及び「被保険者の父母、配偶者又は子」と定めている場

合において、上記事故による上記「被保険者」の死亡によって精神的損害を受けた上記「被

保険者の父母、配偶者又は子」が存在することが、上記「被保険者」が被った損害を填補す

るための人身傷害保険金の額に及ぼす影響

（令和6年（受）第120号・令和7年10月30日 第一小法廷判決 棄却）

（刑事）

●全体が包括一罪を構成する業務上横領の事案について月ごとの横領金額を明示した訴因に対し一

部の月の横領金額につき訴因を上回る金額を認定するに当たり訴因変更手続を経なかったことに

違法はないとされた事例

（令和6年（あ）第1506号・令和7年10月20日 第三小法廷決定 棄却）

●コンテナ倉庫が刑法（令和4年法律第67号による改正前のもの）130条にいう「建造物」に当た

るとされた事例

（令和6年（あ）第585号・令和7年10月21日 第三小法廷決定 棄却）
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1－を庭で行っていた。その際、会社の人に手と足をつ

かまれ､ふざけて土の上に設置されたビニールプールに

投げ込まれ、背中と腰から転落。更に上から一人乗りか

かり受傷｡」という記載(刑訴法326条の同意がなく、

同法323条2号により採用された部分を含む。以下

「本件記載」という｡）があることなどに照らし、被害

者が、少なくとも自らが負傷した直後には、医療関係者

らに対し、自らの負傷時の状況として、公訴事実にある

ような被告人による暴行の被害を受けた状況とは異な

り、勤務先の同僚の手でプールに投げ込まれるなどした

状況を申告していたとの事実（以下「本件申告事実」と

いう。）の存否につき、そのような可能性があると認定

した。そして、これを前提に、公訴事実と同旨の被害状

況を述べる被害者の公判供述の信用性を否定し､被告人

に対し無罪を言い渡した。

3 これに対し、検察官が控訴し、訴訟手続の法令違

反、事実誤認を主張したところ、原判決は、第1審判決

について､再伝聞証拠である本件記載自体から被害者自

身が救急隊員に対して本件記載にあるような発言をし

た可能性があると認定したものと解さざるを得ず､この

ような認定は伝聞法則に反し違法なものであるから､第

1審の訴訟手続には法令違反があるとして､第1審半ll決

を破棄し、本件を水戸地方裁判所に差し戻した。

4 そこで検討すると、本件記載自体からは、記載者

である看護師がいかなる情報に基づいて本件記載をし

たのかは明らかでなく、その情報の発信者も特定されて

いないのであり、このような出所不明確な情報にすぎな

い本件記載の存在は､受傷直後に被害者がどのような被

害申告をしていたのかを認定する上で､有意な証明力を

有するとは解されない。そして、本件記載をした看護師

の第1審公判供述によっても、本件記載は、被害者の発

言を直接聴取して記載したものではなく、被害者の搬送

に携わった救急救命士から短時間のうちに聞き取った

内容を記載したにすぎないというのであり、上記救急救

命士が誰からどのような情報を聴取したのかなど､それ

以前の過程は証拠上明らかでない｡第1審判決が本件記

載から本件申告事実を推認した判断過程は判文上判然

としないが､上記のような出所不明確な本件記載につい

縫溌裁判例－1

刑事

◎病院の診療録中､刑訴法323条2号によ
り採用された出所不明確な記載を受傷直

後の被害者による申告事実の認定に用い

た第1審判決の認定判断が違法とされた

事例

件名 傷害被告事件

最高裁判所令和5年（あ）第237号

令和7年12月10日 第三小法廷決定 棄却

被告人 甲

原 審 東京高等裁判所

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人工藤啓介の上告趣意のうち､判例違反をいう点

は、事案を異にする判例を引用するものであって、本件

に適切でなく、その余は、憲法違反をいう点を含め、実

質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴法

405条の上告理由に当たらない。

所論に鑑み、職権で判断する。

1 本件公訴事実の要旨は、被告人が、平成27年8

月15日午後9時頃､茨城県鹿嶋市内の民家敷地内に設

置されていたウッドデッキ上において､椅子に座ってい

た被害者の右腕及び右足を引っ張るなどの暴行を加え

て､同ウッドデッキの階段下付近に置かれていた簡易プ

ール内に同人を転落させ､同人に147日間の入院加療

を要し、上肢不全麻痒の後遺症を伴う頸髄損傷、頸椎脱

臼骨折の傷害を負わせたというものである。

2 第1審判決は、本件当日、被害者は、勤務先の上

司方である上記民家で開かれたバーベキューパーティ

ーに参加し､上記勤務先の関係者ではない被告人も同パ

ーティーに参加していたこと、被害者は、同パーティー

中にウッドデッキの階段下付近に置かれていた簡易プ

ールに落ちて起き上がれなくなり、間もなく病院に救急

搬送されたこと、被害者は、翌16日には別の病院に紹

介搬送されたことなどの事実経過のほか､上記救急搬送

の際に救急救命士が作成した救急搬送記録や各病院の

診療録等の記載内容を認定した。

その上で、第1審判決は、上記紹介搬送先の病院の診

療録（｢看護データベース」と題する書面）中の看護師

が作成した「入院までの経過」欄に「2015年8月1

5日21時30分､上司の家でパーティがありバーベキ

これを受傷直後の被害者 による本件申 告事実の認定

一

L

に用いた第1審判決の認定判断は､要証事実との関連性

を見誤り、あるいは、伝聞証拠に関する刑訴法の規定を

潜脱する違法なものといわざるを得ない。

以上によれば､第1審判決に判決に影響を及ぼすべき

訴訟手続の法令違反があるとした原判決の半ll断は是認

できる。

5 なお、原判決は、差戻し後の審理について、暴行

の具体的態様や傷害結果との因果関係について更に審

理判断を尽くす必要がある旨説示するところ､被害者を

始めとする関係者の証人尋問が相応に尽くされている

1
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ことなど、第1審における審理経過を踏まえると、差戻

し後の審理では､本件記載からは本件申告事実を推認す

ることができないことを前提に、まずは、現在の証拠関

係から､被告人が本件公訴事実記載の暴行を加えたと認

定できるかを検討することが求められる。

よって、刑訴法414条、386条1項3号により、

裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 林 道晴 裁判官 渡辺惠理子

裁判官 石兼公博 裁判官 平木正洋 裁判官

沖野眞已）
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字
啓割 一二首三ぞ 1 厘子酉マ

自動車保険契約の人身傷害条項が､保険金請求権者

について､同条項の適用対象となる事故によって損

害を被った「被保険者。ただし、被保険者が死亡し

た場合はその法定相続人とする｡」と定めている場

合において、この定めによって保険金請求権者が定

まる人身傷害保険金のうち、上記「被保険者」が上

記事故により死亡したときに生ずる保険金の請求

権は、同人の相続財産に属する。

自動車保険契約の人身傷害条項が､(1)保険金請求権

者について、同条項の適用対象となる事故によって

損害を被った「被保険者」及び「被保険者の父母、

配偶者又は子」と定め、(2)人身傷害保険金を支払う

べき損害のうち、上記｢被保険者｣の死亡により「本

人のほか、父母、配偶者、子等の遺族が受けた」精

神的損害の額として、上記「被保険者」の属性に応

じた区分ごとに単一の金額を定めているが､(3)上記

「被保険者｣の保険金の額と上記｢被保険者の父母、

配偶者又は子｣の保険金の額とを調整する旨の定め

等を置いていない場合において､上記事故により死

亡した上記「被保険者」が被った損害を填補するた

めの人身傷害保険金の額は､人身傷害保険金を支払

うべき同人の精神的損害の額が上記単一の金額の

全額であることを前提として算定されるべきであ

って､同人の死亡により精神的損害を受けた同人の

父母、配偶者又は子が存在することは、上記人身傷

害保険金の額に影響を及ぼすものではない。

1

”最高裁判所判例要旨ロ

民事

○ 政党交付金の交付を受ける政党等に対す

る法人格の付与に関する法律7条の2第
1項にいう法人である政党等と破産手続

開始の決定を受けるべき適格
2
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令和6年 （許） 第17号

令7･10･20－小決 棄却

民集79巻7号本誌1 874号

政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の

付与に関する法律7条の2第1項にいう法人である政

党等は､同法10条1項又は2項の規定により解散した

ものでない場合であっても､破産手続開始の決定を受け

るべき適格を有する。

自動車保険契約の人身傷害条項が､保

険金請求権者について、同条項の適用

対象となる事故によって損害を被っ

た「被保険者。ただし、被保険者が死

亡した場合はその法定相続人とす

る｡」と定めている場合において、上

記「被保険者」が上記事故により死亡

したときに生ずる人身傷害保険金の

請求権の帰属

自動車保険契約の人身傷害条項が､保

険金請求権者について、同条項の適用

対象となる事故によって損害を被っ

た｢被保険者｣及び｢被保険者の父母、

配偶者又は子」と定めている場合にお

いて､上記事故による上記｢被保険者」

の死亡によって精神的損害を受けた

上記｢被保険者の父母､配偶者又は子」

が存在することが、上記「被保険者」

が被った損害を填補するための人身

傷害保険金の額に及ぼす影響

○1

刑事
一・口＝･＝ 品一一■.毛ー

○全体が包括一罪を構成する業務上横領の

事案について月ごとの横領金額を明示し

た訴因に対し一部の月の横領金額につき

訴因を上回る金額を認定するに当たり訴

因変更手続を経なかったことに違法はな

いとされた事例

2

’

令和6年（あ）第1506号

令7･10．20三小決 棄却

刑集79巻7号本誌1874号

全体が包括一罪を構成する長期間継続的に行われた

業務上横領の事案について､月ごとの横領金額を明示し

た訴因に対し、第1審裁判所が、訴因を下回る合計横領

金額を認定しつつ､横領の成立時期をより遅く認定した

部分があることに伴い､一部の月の横領金額につき訴因

に明示された金額を上回る金額を認定したという事情

の下では､第1審裁判所が訴因変更手続を経なかったこ

とが違法であるとはいえない。

｜ 令和6年（受）第120号

令7．10．30－小判 棄却

民集79巻7号本誌1874号

3
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○コンテナ倉庫が刑法(令和4年法律第67号

による改正前のもの）130条にいう「建造

物」に当たるとされた事例

令和

令7

刑集

(あ）第585号

.21三小決 棄却

7号本誌1874号

6年

10

79巻

土地上に設置されて以降移動されることなく、電気を

電柱から電線で引き込んで倉庫として継続的に使用さ

れていた奥行き約1 240cm、幅約240cm、高さ約2

8 8cmの大きさの鉄製のコンテナ倉庫は、刑法（令和4

年法律第67号による改正前のもの）130条にいう「建

造物」に当たる。萱物」に当たる。
6F二 ＝芸

＝＝ ’ 1
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(案）施設主要案件

4庁

富 山 地 家 裁

烏 取 地 家 裁

佐 賀 地 家 裁

（静 岡）沼 津

2庁一“

（福 島）郡 山

（さいたま）飯 能

◎令和8年度予算
資料

庁舎新営・増築

（新営・継続分）

本 庁

1

◎令和8年度予算（案）の概要

（単位：百万円）

垂

地家裁支部

(増築・継続分）

地家裁支部

簡 裁

＝

第1 裁判事務処理態勢の充実 （単位:百万円）サ！

1 裁判手続等のデジタル化関連経費 17，948

（1）民事訴訟手続のデジタル化 8，973

（2）刑事手続のデジタル化 3，806

（3）民事非訟・家事事件手続のデジタル化 4, 521

（4）司法行政のデジタル化 647

2 家庭裁判所の充実強化関連経費 5，968

第2 裁判所施設の整備 12, 011

第3 定員関係

1 増員 12人
淀

家庭裁判所調査官 10人

事務官 2人

※ 速記官から家庭裁判所調査官への振替10人を含む。

2 定員合理化 56人

事務官 38人

行口職員 18人

※ このほか、医療職72人の減がある。

2 庁舎改修

本 庁 東 京 高 地 裁

T苧J
無亘堯一江畳

(注）四捨五入等の理由により、端数において係数が合致L

ない場合がある。

－1 錘＝写 戸

＝

皇室一 ，

’ 一一割

帝却

I

5

前年度

予算額

335．192

令和8年度

予算額

349,474

対前年度

増減額

14，281

対前年度比

1－3％
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当車看てはない方の口顔弁塗の期日の傍聴は､これまて．と．おり侭判断の法廷においてのみ可隆て･す.

◎広報テーマ(2月分）

民事訴訟手続の

デジタル化

これまて.､折え提起の手駮料は収入印城$こより鏑付し､紙状や判決 R8.5.ﾉ］
等を押送する貸用は郵便切手により予納することとなっていました｡ ATM

織職罐鰯職識繍■'’9IF’
て支払いをすることがて．きます。

轟凰昌目
なお、被告の数が一人の埋合の郵便貸用に相当する額は、民亭祈舩

事件1件あたり、宙面により訴え提起をする塔合には2500円てす

か､オンラインて.訴え提起をする堀合には1400円です．

訴状や証拠等の 今
オンライン提出等’ロ
訴状、準備署面､証拠等をオン

ラインて提出てきるようになりま

す。また、これもの書請や裁判所

から送られる判決濁等を、オンラ

イン-て受け取ることがてきるよう

になります二

令和8年5月21日か

これまて､ 氏＊訴舩手続

て．は、雷額を提出するため

栽判所に持参した↓ﾉ、郵送

したりする,必蕃がありまし

た。

また、訴訟記録を閲覧す

る喝合には、哉判所に出向

く必袰がありました。

これからは、これらの手

続をｵﾝﾗｲﾝて'行うこと

ができるようになります。

灘
黄ｵ'鐸･一エフ･作イト【多こち1つ

htTp寵〃w蕗w[◎ロt曾名。』p/秘ﾖb･岡/minjl

d｡、凸Iuk邸n.餌-h$、I

らはしまります。

Iはオンライン申立ての対象とならないのですか．ンライ

民事執行や倒産寺の手鏡や家阜手暁については、今回の民車鱗舩手鵠のデジタル化によるオンライン申立ての対

頓外て‘す｡これらの手峻は､今和1 0年6月誰てにｵﾝﾗｲﾝ申立ての対軟となる予定て'す｡

,f･と吾刀§二鴎:晶 寿:昼÷筈詞,af、L琶二I↑の4の｡『す．

ウェブ会議てﾞ‐

期日に参加

民事訴訟の期日

て．は､裁判所の判断

によりウェフ・会議て

参加することが可能

となっています、

と勇
．§;寺睡-('介可、’

’’1．丁.§セ'写』

訴訟記録の電子化◆
オンライン閲覧 一
提出された書面等は電子

データて保管され、判決爵や

調書等も電子テータて'管理さ

れます．これにより、当事省等

てあ奴は､オンラインて裁判記

録を閲覧することがてきるよう

になります。

◎人事異動

依願退官

金沢地方・家庭裁判所判事 中嶋万紀子

（12月12日）

定年退官

横浜簡易裁判所判事 山田 真

（12月13日）

横浜簡易裁判所判事

松戸簡易裁判所判事 新岡 岡ll

松戸簡易裁判所判事

東京簡易裁判所判事 園部 厚

（以上12月14日）

定年退官

横浜地方裁判所長 大竹昭彦

（12月15日）

横浜地方裁判所長

東京高等裁判所判事 佐々木宗啓

東京高等裁判所判事

名古屋高等裁判所判事 中村さとみ

名古屋高等裁判所判事

山形地方・家庭裁判所長 原 克也

山形地方・家庭裁判所長

さいたま地方・家庭裁判所判事 田中秀幸

さいたま地方・家庭裁判所判事

東京高等裁半|｣所判事 桃崎 岡11

（以上12月16日）

東京高等裁判所判事

事務総局家庭局第一課長兼広報課付 宇田川公輔

事務総局家庭局第一課長兼広報課付

最高裁判所調査官 北嶋典子

最高裁判所調査官

東京地方裁判所半|｣事 棚井 啓

事務総局デジタル審議官付参事官

東京地方裁判所半l1事 石渡 圭

（以上12月22日）

民事訴訟手続のデジタル化Q＆A

②頚…噺蔚……ラィ…ず…,≦…よ,……て"、
■

専用ｼｽﾃﾑへの利用者登録をする縫嬰があります｡ j唾鰹．
利用者登録には、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄに接続てさる梱魂や琿壇が‘必 ●● ヰr1f，

饗てあり、氏名、住所、電誌各号、メールアドレス、生年月日等

J屋』｡『
を登録すること↓こなります｡ 咽「，‘》
利用巻宜鋒をすることで付与されるI Dは､その後に当事者と 全“

なる全ての民申紙鉛手銃て利用可能て.す。

ch ｡,-|・蝋縛…｡……で"､『疑ﾎ昼
鋼ﾋ蕊鰕“雪蕊鰯熊溌懸Ⅲ""…“

OK｜

、一一

嘩辮鞭‐……、"‘…≦の",職｡儲…‘,＃…ゞ〃

’令珈8
目＝．

’
I蝿.4，.』1

型@国･'言刑
,；・二三弓I誰8句.： 二・:雪三二 ！：兎 一"白-，1分農こrす

オンライン提出の対象となるのは､'令和8年5月21日

以降に訴えか握起された事件て．す。それより前に訴えが提

起された事件についてIユ､これ設て'と．おり紙の吾面を撹出
することになります。

民事訴訟手続のテ‘ジタル化Q＆A

碑蘇駕\鞭事蓋…"雫‘≦露‘………『……，．｡’
l ノ

専用システムへの利用者登録を行うことで､事件係属中は､ｵﾝﾗｲﾝ 司賢中脳

て，いつでも閲覚することがてさます｡

fSp ｡""
専用ｼｽﾃﾑへの利用者登降を行わない増合は､事件が係属する鐘判所

に対して間覚申翰を行う,飴要があります｡申諭後､記録を間覧するために

は叙判所への来庁が,必婆てすが、亭件が係I風する侭判所のほか､最寄りの

溌侭判所ても閲覧が可能てす．

なお、手散料はこれまてと同撮に不婁てす.

勺篭溌麗:需浮･･鋳…呼呼挫鯉鯵…｝
今和8年5月21日より前に折えの提起がされた民事訴訟の＄件については､紙により訴訟紀録が作成ざれらた

め、オンラインて．の閲覧はて.きません。

②, ﾌ含漁て…繊等隠参…に,塾どのような準備…てし‘う鋤、

8年5月21日以降、オンラインで関
＝ 工 F

L
E ､

で

過
き

ｳｪﾌ会識て‘ﾛ頭弁諭等Lこ参加するには､と.のような準備が‘必要でしょうか.

インターネ･ン卜に接暁て,きる機器や魂#､の準備に加え、カメラ、マイク、ｽﾋｰ

ｶｰの準傭も‘必萎て'す毎ｶﾒﾗ等は､パソコン等のインターネ･ソトに接続できる機
器lこ内趣されているものか､外付けのものが必響て~す｡

ｳｪﾌ会胆には、Temsを利用します。＆判所から亭的に送憶される招待ﾒｰﾙ

か、お知らせする会規IDとハスｺｰﾄにより､ﾛ頭弁鏑等の期日の当日にウエブ会
鱗に零加することになりfす。

･9：二二.可§幸鵡.ユ ;斉一毎で宙もし嗜宮ifの（』、で4

｜ ’

6

今狗8年5月21日以降､新たに鯖えを提起する塔合､手数料や郵便切手はどのように納付や
予納をするのでしょうか。



令和8年1月15日 第1878号裁 判 所 時 報

Aが、Bに対し、同年11月1日、遅延損害金（履行遅

滞に基づく損害賠償)を請求することができるかどうか

について論ぜよ（各小間は、独立したものとする。）。

(1) Cは、Bに対し、令和7年8月1日、「本件貸金債

権を譲り受けたから、cに対し返済されたい。」とい

う通知を送り、AC間の債権譲渡契約書を示した。し

かし、AがCに本件貸金債権を譲渡した事実はなく、

当該債権譲渡契約書も偽造されたものであった。Bは

AC間の債権譲渡が存在するかどうかについて半信

半疑であったが、Aに何ら確認しないまま、同年9月

30日、Cに200万円を支払い、Aに対する支払を

行わなかった。

(2) Dは、本件貸金債権を担保するため、D所有の不動

産に抵当権を設定していた｡Dは､Bの意思に反して、

令和7年9月30日、Aに200万円を持参し、支払

おうとしたが、Aは「債務者以外の者であるDによる

支払は認められない。」として受領を拒否した。

◎令和8年度裁判所書記官任用試験第1次試
験問題

憲 法

第1間

国会と内閣の見解の不一致により衆議院で内閣不信

任の決議案が可決され、10日以内に衆議院が解散され

た場合に、その後、憲法上どのような手続を経て国会と

内閣の見解の不一致が解消されるのかについて､衆議院

の解散の意義及び機能を論じつつ説明せよ。

第2間 一

A市は､A市の所有する土地上に体育館を新たに建築

するに当たり、工事の無事を祈る儀式とされる地鎮祭を

行うこととした。その地鎮祭は、建築現場において、A

市の職員が進行役を務めて、関係者臨席の下、所定の服

装をした宗教家である神社の神職によって､神社神道固

有の祭式に則り、一定の祭場を設け、一定の祭具を使用

して挙行され、その費用も市の公金から支出された。な

お、A市がある地方では、建築着工に当たり地鎮祭を行

うことは､特に工事の無事安全等を願う工事関係者にと

っては一般的な慣行とされていた。

A市の行為について、憲法上の問題を論ぜよ･

刑 法

第1間

未遂罪の成否を判断する基準について未遂罪が処罰

される実質的根拠を踏まえて説明した上で､次の〔事例〕

における(1)又は(2)の各場合において、甲に殺人未遂罪が

成立するかどうかを論ぜよ（各場合は、独立したものと

する。）。

〔事例〕

甲は、夫であるAを毒殺しようと考え、致死量の毒を

混ぜたウイスキーを自宅の戸棚に置いていたところ、A

は、次の(1)又は(2)のとおりこのウイスキーを飲み、毒の

作用で倒れたが、死亡するには至らなかった。

(1)甲は、何かの機会にAに飲ませるつもりで、毒入り

のウイスキーをAに見付からないように戸棚に隠し

ていたが、普段は飲酒しないAが、たまたまそのウイ

スキーを見付け、甲の知らないうちにこれを飲んだ場

合

(2)甲は､Aが帰宅するといつも戸棚にあるウイスキー

を飲んでいることを知っており、このウイスキーに毒

を混ぜて戸棚に置いておいたところ、Aがいつものよ

うに帰宅後にそのウイスキーを飲んだ場合

第2問

甲の以下の各行為について、横領の罪（刑法第二編第

三十八章）に規定されている犯罪の成否を論ぜよ（(1)と

(2)は独立のものとする。）。

(1)甲は､友人であるAのバイクを私的に借りて使って

いたが、自己の借金の返済の原資を得ようと考え、A

に無断で当該バイクを売却した。

(2)甲は､家具の販売会社であるX社で経理担当者とし

て勤務しており、職務上、X社名義の預金口座のキャ

ッシュカードを保管し、当該預金口座の管理を任され

て入出金操作を行っていたところ、x社の売上金等と

して入金された100万円を、自己の借金の返済の原

資に充てるため､ATMで当該預金口座から引き出し

た。甲は、引出し時には、後で誰かから借りるなどし

民 法

第1間

生活費に困っていたAは、令和7年4月20日、Bに

対し、金銭を借り入れる代理権を授与した。Bは、同年

5月1日、Aの代理人として、Cとの間で、CがAに対

して弁済期を同年11月30日として50万円を貸し

付ける旨の消費貸借契約（以下「本件消費貸借契約」と

いう。）を締結し、同年5月1日、Cから50万円の交

付を受けた。その際、①Bは、内心では50万円を自ら

のために費消する意図を有していたが、cは、過失なく

そのことを知らなかった。

また、Aの友人であるDは、同日、Cとの間で、本件

消費貸借契約に基づく貸金債務を保証する契約を書面

により締結した（以下この保証契約を「本件保証契約」

という。なお、連帯保証ではなかった。）。

Cは、同月10日、Eに対し、Aに対する本件消費貸

借契約に基づく50万円の貸金債権を譲渡し､その旨を

Aに通知した（なお、②Dには通知しなかった。）。

その後、BはCから交付を受けた50万円を自らのた

めに費消してしまい､資力の全くないAは行方不明とな

った。③保証人にすぎないDは、同年11月30日にな

ってEから本件保証契約に基づく50万円の保証債務

の履行を求められたが､下線部①から③までの観点を理

由として、これを拒むことができるか。

第2問

Aは、Bに対し、令和5年10月1日、弁済期を令和

7年9月30日と定めて、200万円を貸し付けた（以

下この消費貸借契約に基づくAのBに対する貸金債権

を「本件貸金債権」という。 ）。次の各小間について、

7
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て返せばよいと考えていたが、翌日、借金の支払に向

かう途中で思い直し、100万円を当該預金口座に入

れ戻した。

ような判決をすることになるか､その理由と共に論ぜ

よ･

(3) Xは､本件訴訟において請求を全部認容する判決が

適法にされた後、同判決が確定するまでの間に、控訴

を提起した（なお、Yは控訴も附帯控訴もしなかっ

た。）。

この控訴は適法か、その理由と共に論ぜよ･

民事訴訟法及び民事訴訟規則

第1間

Aは、Bに200万円で自動車を売ったと主張して、

Bに対し、売買代金の支払を求める訴えを提起した。

本件は弁論準備手続に付され、Bは、弁論準備手続期

日において､①AがBに200万円で自動車を売ったこ

刑事訴訟法及び刑事訴訟規則

第1間

甲は、「令和7年8月1日午後3時頃、○県○市○町

○番地A方において､A所有の現金5万円を窃取した｡」

という窃盗の被疑事実で適法に逮捕された。この場合に

おいて、次の各小間に答えよ（各小間は、独立したもの

とする。）。

(1)甲は､上記窃盗の被疑事実での逮捕に引き続いて勾

留された。甲について、更に「令和7年8月1日午後

3時頃、窃盗の目的で、○県○市○町○番地A方に裏

口ドアの施錠を外して侵入した。」という上記窃盗の

手段として行われた住居侵入の被疑事実で逮捕する

ことができるか、その理由と共に論ぜよ･

(2)甲は、上記窃盗の被疑事実で逮捕された後、留置の

必要がないとして釈放された。その後、捜査機関は、

甲に度々呼出しの連絡をしたが､甲からの応答はなく、

音信不通となった。甲について、上記窃盗と同じ被疑

事実で再逮捕することができるか､その理由と共に論

ぜよ･

第2問

起訴状一本主義の意義及び趣旨を説明した上で､次の

'1)又は(2)のとおりの公訴事実が記載された起訴状によ

り公訴の提起がされた場合について､各公訴事実の記載

に含まれる問題点を論ぜよ（各場合は、独立したものと

する。）。

(1)被告人は､傷害罪による前科三犯を有する者である

が、令和7年7月1日午後2時頃、○市○町5番地所

在のコンビニエンスストア店内において､同店店員の

Aに対し､その胸ぐらを両手でつかんで揺さぶる暴行

を加えたものである。

(2)被告人は、Bから金員を恐喝しようと考え、令和7

年8月1日午後8時頃､○市○町1番地先の路上にお

いて、Bに対し、「俺は暴力団の組長だ。」「舎弟が

何人もいる。」「金を出さないとどうなるかわかって

いるか。」などと言って金員の交付を要求し、その要

求に応じなければいかなる危害を加えられるかもし

れない気勢を示してBを畏怖させ、その頃、同所にお

いて、Bから現金3万円の交付を受け、もって人を恐

喝して財物を交付させたものである。

売買代金は支払済みであると主張した。

備手続を経た後、裁判所は、当事者との

とは認めるが、

数回の弁論準備手続を経た後、裁判所は、当事者との

間で、次回の口頭弁論期日において、当事者尋問を実施

し、口頭弁論を終結する見込みであること等を確認し、

弁論準備手続を終結した。

その後に行われた口頭弁論期日において、Bは、新た

こ､②Aから売買代金債務を免除されたことを主張したIL、

上で､その免除の状況を見ていたとするCに対する証人

尋問の申出を検討しているとして、口頭弁論を終結する

ことなく次回期日を指定してもらいたいと述べた｡また、

Bは､弁論準備手続の終結前に免除に係る攻撃防御方法

を提出することができなかった理由について､提出しよ

うと思えばできたが、あえて提出しなかったものであり、

特に理由はないと説明した。

(1)下線部①のBの陳述について､訴訟法上の意義及び

効果を答えよ。

(2)下線部②のBの攻撃防御方法の提出について､Aが

訴訟の遅延を避けるためにどのような主張をすると

予測されるか､具体的な事実関係に当てはめながら答

えよ。

第2間

Xは、Yに150万円を貸し付けたと主張して、Yに

対し、同額の金銭の返還を求める訴え（以下この訴えに

係る訴訟を「本件訴訟」という。）を提起した。

この場合において、各小間に答えよ（各小間は、独立

したものとする。）。

(1) Xは、本件訴訟の口頭弁論期日において、請求を放

棄した。

その後、Xは、Yに対し、本件訴訟において主張し

た消費貸借契約と同一の消費貸借契約に基づく貸金

150万円の返還を求める訴え(以下この訴えに係る

訴訟を「本件後訴1」という。）を提起した。

このときに、裁判所は、本件後訴1において、どの

ような半ll決をすることになるか､その理由と共に論ぜ

よ・

(2) Xは､本件訴訟において請求棄却判決が適法にされ

た後､同半l1決が確定するまでの間に､訴えを取り下げ、

Yは、これに同意した。

その後、Xは、Yに対し、本件訴訟において主張し

た消費貸借契約と同一の消費貸借契約に基づく貸金

150万円の返還を求める訴え(以下この訴えに係る

訴訟を「本件後訴2」という。）を提起した。

このときに、裁判所は、本件後訴2において、どの

8
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共
有
に
関
す
る
非
訟
事
件
及
び
土
地
等
の
管
理
に
関
す
る
非
訟
事
件
に
関
す
る
手
続
規
則
及

び
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
権
利
の
変
換
又
は
分
配
金
の
取

得
等
と
強
制
執
行
等
と
の
調
整
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
七
年
最
高
裁

判
所
規
則
第
十
五
号
）
が
、
令
和
七
年
十
二
月
十
五
日
に
公
布
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

◎
共
有
に
関
す
る
非
訟
事
件
及
び
土
地
等
の
管
理
に
関
す
る
非
訟
事
件
に
関
す
る
手
続
規
則
及
び

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
権
利
の
変
換
又
は
分
配
金
の
取
得

等
と
強
制
執
行
等
と
の
調
整
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
令
和
七
年
一
二
月
一
五
日
公
布

最
高
裁
判
所
規
則
第
一
五
号
）

◎
会
社
非
訟
事
件
等
手
続
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

◎
会
社
非
訟
事
件
等
手
続
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
令
和
七
年
一
二
月
一
五
日
公
布

最
高
裁
判
所
規
則
第
一
六
号
）

会
社
非
訟
事
件
等
手
続
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
七
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十

六
号
）
が
、
令
和
七
年
十
二
月
十
五
日
に
公
布
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
規
則
は
、
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
号
）
の
施
行
の
日
（
令

和
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

《
共
有
に
関
す
る
非
訟
事
件
及
び
土
地
等
の
管
理
に
関
す
る
非
訟
事
件
に
関
す
る
手
続
規
則
及
び

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
権
利
の
変
換
又
は
分
配
金
の
取
得

等
と
強
制
執
行
等
と
の
調
整
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
に
つ
い
て
》

《
会
社
非
訟
事
件
等
手
続
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
に
つ
い
て
》

最
高

裁
判

所
規

新
旧
対
照
条
文
Ⅱ
別
添
２
の
と
お
り

規
則
Ⅱ
別
添
１
の
と
お
り

（
規
則
本
文
は
省
略
。
条
文
に
代
え
て
、
新
旧
対
照
条
文
を
掲
載
。
）

Ｉ

則

標
記
の
規
則
（
令
和
七
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
七
号
）
が
、
令
和
七
年
十
二
月
二
十
六

日
に
公
布
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
規
則
は
、
情
報
通
信
技
術
の
進
展
等
に
対
応
す
る
た
め
の
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
三
十
九
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
一
部
の

施
行
に
伴
い
、
電
磁
的
記
録
を
提
供
さ
せ
る
強
制
処
分
、
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
る
証

人
尋
問
の
実
施
等
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
関
係
規
定

の
整
備
を
行
う
も
の
で
す
。

な
お
、
こ
の
規
則
は
、
改
正
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施

行
さ
れ
ま
す
。

押
収
物
等
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
令
和
七
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
三
号
）

が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
規
程
は
、
情
報
通
信
技
術
の
進
展
等
に
対
応
す
る
た
め
の
刑
事

訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
三
十
九
号
）
に
よ
り
、
電
磁
的
記

録
提
供
命
令
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
っ
た
も
の
で
す
。

こ
の
規
程
は
、
情
報
通
信
技
術
の
進
展
等
に
対
応
す
る
た
め
の
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
三
十
九
号
）
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施

行
の
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

最
高

裁
判

所
規

程

《
押
収
物
等
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
の
制
定
に
つ
い
て
》

◎
刑
事
訴
訟
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
令
和
七
年
一
二
月
二
六
日
公
布

最
高
裁
判
所
規
則
第
一
七
号
）

◎
押
収
物
等
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

（
令
和
七
年
一
二
月
三
日

最
高
裁
判
所
規
程
第
三
号
）

《
刑
事
訴
訟
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
に
つ
い
て
》

規
則
Ⅱ
別
添
３
の
と
お
り

（
本
則
省
略
．
本
則
に
代
え
て
、
新
旧
対
照
条
文
を
掲
載
．
）

附
則

蓉
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こ
の
規
程
は
、
情
報
通
信
技
術
の
進
展
等
に
対
応
す
る
た
め
の
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
三
十
九
号
）
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の

日
か
ら
施
行
す
る
。

◎
押
収
物
等
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
新
旧
対
照
条
文

法
律

等

《
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
つ
い
て
》

（
令
和
七
年
一
二
月
一
○
日
公
布

法
律
第
八
三
号
）

標
記
の
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
八
十
三
号
）
が
、
令
和
七
年
十
二
月
十
日
に
公
布
さ
れ
ま

し
た
。
こ
の
法
律
は
、
附
則
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
各
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
き
、

同
月
三
十
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
は
同
月
十
日
か
ら
、

同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
は
令
和
八
年
三
月
十
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

こ
の
法
律
は
、
最
近
に
お
け
る
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
実
情
に
鑑
み
、
紛
失
時
に
お
け
る
発

見
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
識
別
情
報
を
送
信
す
る
機
能
を
有
す
る
装
置
の
位
置
情
報
を
、
当
該

装
置
を
所
持
す
る
者
の
承
諾
を
得
な
い
で
取
得
す
る
行
為
等
を
規
制
の
対
象
に
加
え
る
と
と
も

に
、
警
告
等
に
係
る
違
反
行
為
の
相
手
方
に
係
る
一
定
の
情
報
の
保
有
等
を
す
る
者
が
当
該
警

告
等
を
受
け
た
者
に
対
し
て
当
該
情
報
を
提
供
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
の
措
置
に
関
す
る
規

定
を
整
備
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
公
布
さ
れ
た
も
の
で
す
。

内
閣
は
、
民
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
四
十
八
号
）
附
則

第
一
条
本
文
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

民
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
一
日
と
す

◎
民
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

（
令
和
七
年
一
二
月
一
七
日
公
布

政
令
第
四
一
四
号
）

（
法
文
及
び
新
旧
対
照
条
文
は
、
令
和
七
年

通
知
し
た
と
お
り
で
す
。
）

る
政

新
旧
対
照
条
文
Ⅱ
別
添
４
の
と
お
り

二
月
一
九
日
付
け
最
高
裁
刑
三
第
六
五
九
号
で

’令

鞭

1
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(令和8年1月5日現在）

最 高 裁 判 所

長 官 今 崎 幸 彦

晴
子
博
洋
已

理
道
惠
公
正
眞

辺
兼
木
野

第 三 小 法 廷

裁 判 官

裁 判 官

裁 判 官

裁 判 官

裁 判 官

第 二 小 法 廷第 一 小 法 廷

裁 判 官

裁 判 官

裁 判 官 一

裁 判 官

裁 判 官

首席調査官

上席調査官

上席調査官

上席調査官

福 井 章 代

岡 崎 克 彦

中 丸 隆

向 井 香津子

林
渡
石
平
沖

今 崎 幸 彦

三 浦 守

岡 村 和 美

尾 島 明

高 須 順 一

安 浪 亮 介

岡 正 晶

堺 徹

宮 川 美津子

中 村 愼

裁 判 官

裁 判 官

裁 判 官

裁 判 官

裁 判 官

司 法 研 修 所 最高裁判所幽吾館

館 長(兼）

副 館 長

事 務 総 局

事務総長

審 議 官

デジタル審議官

家庭審議官

事務総局参事官

秘書課長

広報課長(兼）

平 城 文 啓

菊 地 雅 彦

嶋
井
池

原
子
屋

あさみ

芳 明

美智子

健 志

政 惠

友紀子

清 藤 健 一

板 津 正 道

染 谷 武 宣

福 田 千恵子

平 城 文 啓

福 田 千恵子

馬 渡 直 史

所 長

事務局長

事務局次長

裁判所職員総合研修所

所 長

事務局長

事務局次長

手
石
小

江
増
古

総務局長

人事局長

経理局長

民事局長

刑事局長

行政局長(兼）

家庭局長

氏 本 厚 司

坂 口 亨

榎 本 光 宏

上馬場 靖

馬 場 俊 宏

福 島 直 之

福 島 直 之

長官所長｜蝋晨長官所長｜蕊息
事務局長

事務局次長
事務局長

事務局次長
庁 名庁 名長官・所長 庁 名 長官・所長庁 名

磯上 睦子

内山 崇

田母神秀一

門脇 浩樹

森 真紀枝

平塚 慈隆

加藤 孝宗

(旅)松澤美香

(兼)平塚慈隆

松澤 美香

（兼)加藤孝宗

齋藤 如世

泉 龍也

(兼)大ﾉ||尚子

(兼)齋藤如世

大川 尚子

(兼)泉 龍也

菅沢 潤一

小野 一徳

(兼)鈴木正之

(兼)菅沢潤一

鈴木 正之

(兼)小野一徳

山崎 雄治

熊谷 茂紀

（兼)萩生知明

（兼)山崎雄治

萩生 知明
（兼)熊谷茂紀

福島 宏

田中 康茂

岡田 健三

廣澤 嘉孝

大脇 健司

(兼)贋澤嘉孝

藤原 尚子

古川 広三

山名 聡

島津 美弘

豊田 政昭

田渕 修一

森 茂

（兼)吉田正博

（兼)田渕修一

(兼)森 茂

（兼)吉田正博

笠岡 英樹

和田 祐介

（兼)東 英和

（兼)笠岡英樹

（兼)東 英和

（兼)和田祐介

松本 茂太

(兼)大西章雄

白井 寛朗

今村 清二

下村 義之

森谷 尚樹

井上 英樹

石田 一樹

半野 勇樹

福岡 邦之

（兼)堀江源一

浅野ゆかり

堀川 博司

（兼)堀江源－

佐藤 広希

岩口 伸一

(兼)井上明日香

（兼)佐藤広希

井上明日香

(兼)岩口伸一

坂田 幸二

大向 敏正

(兼)伊藤俊史

（兼)坂田幸二

伊藤 俊史

（兼)大向敏正

寺峰 功

高倉 伸弥

(兼)森澤哲也

（兼)寺峰 功

森澤 哲也

(兼)高倉伸弥

故
稔
健

』
県 富澤賢一郎

黒瀬 宣輝

渡邉 堅司

松本 茂一

北島 康弘

星野 俊也

松村 啓秀

(兼)橋本和美

塚田 智大

大澤 寛久

佐藤 弘行

(兼)北島康弘

宮澤 康弘

三吉真理子

山崎 毅

(兼)加茂容子

岸 英範

土屋 智美

(兼)加茂容子

河上 基也

橋本成一郎

(兼)森 秀樹

椿 礼和

柏木 直

（兼)森.秀樹

山田 雅彦

雨宮 大吾

（兼>小川利香

寺澤 英記

落合 真人

(兼)小川利香

大沼 mIl

坂野 喜隆

浅沼 浩幸

片桐真由美

黒澤 剛

曽田 隆史

(兼)黒澤 岡'」

塚田 浩崇

関 俊二

田村光希雄

安原 香里

平川 晶

今田 義紀

青木 孝之

(兼)高橋聡子

橋爪 智子

三角 宏

（兼)高橋聡子

伊藤竜太郎

土田林太郎

（兼)大野真生

兼)伊藤竜太郎

（兼)大野真生

(兼)土田林太郎

岩崎 光宏

栗林 昭

(兼)北山拓郎

（兼)保坂隆典

（兼)岩崎光宏

北山 拓郎

（兼)栗林 昭

（兼)保坂隆典

森岡 泰彦

岡元 勇人

植木 佳恵

森田 啓裕

東 京 高 等

知的財産高等

東 京 地 方

堀田

増田

後藤

福 島 地 方

〃 家 庭

山 形 地 方

ﾉ’ 家 庭

盛 岡 地 方

ﾉ’ 家 庭

秋 田 地 方

〃 家 庭

青 森 地 方

大
美

幸
宣

治
秀

浩
子麻

口
多

濱
阿

野口

田口

田中

広 島 家

山 口 地

〃 家

岡 山 地

〃 家

鳥 取 地

庭
方

庭
方

庭
方

庭

野田 恵司京 都 地 方

黒田 豊

徳岡由美子

〃 家 庭

神 戸 地 方 森島 聡

久保田浩史

池上 尚子

家 庭｜武笠 圭志

岡田 健彦中垣内健治〃 家 庭

奈 良 地 方

〃 家 庭

大 津 地 方

〃 家 庭

和 歌 山 地 方

〃 家 庭

横 浜 地 方｜佐々木宗啓

家高松 宏之 〃

ﾉノ 家 庭 阪本 勝

さいたま地方 竹内 努

〃 家 庭 高山 光明

千 葉 地 方 安東 章

" 家 庭 松村 徹

水 戸 地 方 河本 雅也

〃 家 庭 前田 巌

宇都宮地 方 佐藤 達文

〃 家 庭 〃

前 橋 地 方 小野寺真也

〃 家 庭 市川 太志

静 岡 地 方 徳岡 治

〃 家 庭 佐藤 正信

甲 府 地 方 ノ||田 宏一

〃 家 庭 〃

長 野 地 方 林 俊之

伊藤 繁松 江 地 方 西岡 繁靖

〃 家 庭 〃福田 修久 〃

市川多美子松永 智史

花守 英二

永野 秀治

小田 将士

重田 展孝

松木 祐二

坂口 智美

吉田 大輔

（兼)小田将士

惠本 学

田中 大光

（兼)浦添誠司

（兼)惠本 学

浦添 誠司

（兼)田中大光

矢神 清朗

寺島 秀樹

坂口 宜隆

福富 誠

高崎 宏

古舘 勝敏

(兼)平良 睦

（兼)高崎 宏

平良 睦

（兼)古舘勝敏

横山 勝行

有徳 克彦

杉光 治

新田 朋子

田邉 善晴

中武与志郎

(兼)安藤 貴

（兼)緒方宏至

(兼)田邉善晴

緒方 宏至

（兼)安藤 貴

兼)中武与志郎

岩切 一恭

穴井 啓典

:兼)中ノ神繁樹

（兼)岩切一恭

中ノ神繁樹

（兼)穴井啓典

田畑 公昭

我喜屋昌司

大跡 史法

若松 毅樹

福 岡 高 等 小林 宏司

〃 地 方 片山 昭人

家 庭佐々木一夫

〃 家 庭 立川 毅

佐 賀 地 方 波多江真史

〃 家 庭 〃

長 崎 地 方 金地 香枝

〃 家 庭 〃

大 分 地 方 岡部 純子

札 幌 高 等 伊藤 雅人

〃 地 方 小田 正二

林 欣寛

丸山 又生

樽本 光弘

納田 直和

原 佳子

荒川 和良

赤妻 伸子

古川 洋一

菊地 将広

（兼)後藤俊宏

（兼)古川洋一

（腋)後藤俊宏

神 政和

中川 賢也

（兼)久保昌央

（兼)･伸 政和

（兼)久保昌央

（兼)中川賢也

田上 弘樹

松村 美紀

(兼)長谷ﾉ||砂奈絵

（兼)田上弘樹

長谷川砂奈絵

（兼)秘村美紀

名 古 屋 高 等

〃 地 方

渡部 勇次 市原 志都

和田 薫

筒井 健夫 瀬田 正明

沖本 聡子

中澤 強

（兼)佐久間勝徳

吉田 彩 三谷 明史

中島 啓祐

（兼)佐久間勝徳

市原 義孝 永井 年典

丹羽 賢一

（兼)山田裕平

〃 （兼)永井年典

山田 裕平

（兼)丹羽賢一

加島 滋人 中井 啓至

坂下 詩織

（兼)田中元信

〃 （兼)中井啓至

田中 元信

（兼)坂下詩織

丸田 顕 高橋 光彦

松原 貴弘

（兼)前!||文弘

〃 （兼>高橋光彦

（兼)前川文弘

（兼)松原貴弘

任介 辰哉 山田 一伸

田中 裕

（兼)柳瀬由紀子

〃 （兼)山田一伸

柳瀬由紀子

（兼)田中 裕

中山 大行 佐野 司

田島 祥子

（兼)永濱昇治

〃 （兼)佐野 司

（兼)田島祥子

（兼)永濱昇治

〃 家 庭 長瀬 敬昭

函 館 地 方 角井 俊文

〃 家 庭 〃

旭 川 地 方 河本 晶子

ﾉﾘ 家 庭 〃

釧 路 地 方 武藤真紀子

〃 家 庭 ノノ

ﾉノ 家 庭

津 地 方

〃 家 庭

岐 阜 地 方

家 庭

熊 本 地 方

〃 家 庭

鹿 児 島 地 方

大西 勝滋

'｣､野寺優子

中園浩一郎

家 庭

高 松 高 等

〃 地 方

ﾉノ 家 庭

徳 島 地 方

〃 家 庭

高 知 地 方

〃 家 庭

松 山 地 方

〃 家 庭

遠藤

下津

野原

龍見

邦彦

健司

俊郎

昇

横山 浩典

白神 純一

佐伯 直哉

橘 潤一郎

藤野 明弘

柏井 泰人

神野 彰

塩見 武和

（兼)多田 靖

（兼)神野 彰

（兼)塩見武和

（兼)多田 靖

宮本 昌典

藤田 美博

(兼)中jll誠二

（兼)宮本昌典

（兼)中ﾉ||誠二

(兼)藤田美博

水野 太平

村岡 惠子

中原 真哉

佐藤 潤

福 井 地 方

〃 家 庭 〃 家 庭

金 沢 地 方家 庭

宮 崎 地 方 久保井恵子

〃 家 庭 ノノ

那 覇 地 方 柴田 義明

〃 家 庭 柴田 寿宏

/’ 家 庭

富 山 地 方

〃 家 庭

新 潟 地 方 三輪 方大

〃 家 庭 内田 博久 真鍋 秀永

大 阪 高 等 菅野 雅之

〃 地 方 黒野 功久

－真

英雄

利一

章雄

佳織

慎治

玲子

祐司

岩井

永井

関本

大西

福岡

松木

望月

木村

仙 台 高

〃 地

〃 家

等
方

庭

永渕

守下

松本

一

実
敏

健
明

根崎 修一

高橋 慎也

平泉 信次

谷地田牧子

熊谷 浩三

財賀

倉迫

宇野

木村

理行

孝次

勝浩

康伸

広 島 高 等

〃 地 方

金子 修

内藤 裕之

山地 修

〃〃 家 庭｜本多久美子

※事務局次長の記載順は五十音順
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裁判所時報第1878号 別添1

◎
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
五
号

共
有
に
関
す
る
非
訟
事
件
及
び
土
地
等
の
管
理
に
関
す
る
非
訟
事
件
に
関
す
る
手
続
規
則
及
び
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の

円
滑
化
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
権
利
の
変
換
又
は
分
配
金
の
取
得
等
と
強
制
執
行
等
と
の
調
整
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
・

令
和
七
年
十
二
月
十
五
日

最
高

裁
判

所

共
有
に
関
す
る
非
詮
事
件
及
び
土
地
等
の
管
理
に
関
す
る
非
訟
事
件
に
関
す
る
手
続
規
則
及
び
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え

等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
権
利
の
変
換
又
は
分
配
金
の
取
得
等
と
強
制
執
行
等
と
の
調
整
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
共
有
に
関
す
る
非
訟
事
件
及
び
土
地
等
の
管
理
に
関
す
る
非
訟
事
件
に
関
す
る
手
続
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

共
有
に
関
す
る
非
訟
事
件
及
び
土
地
等
の
管
理
に
関
す
る
非
訟
事
件
に
関
す
る
手
続
規
則
（
令
和
四
年
最
高
裁
判
所

規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

共
有
、
管
理
等
に
関
す
る
非
訟
事
件
に
関
す
る
手
続
規
則

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）

は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

目
次

［
第
一
章

再
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
・

一
第
三
章

第
四
章

．
第
一
一
章

略
］

土
地
等
の
管
理
に
関
す
る
非
訟
事
件
（
第
九

条
’
第
十
六
条
）

区
分
所
有
建
物
の
管
理
等
に
関
す
る
非
訟
事

件

改
正
後

目
次

［
第
一
章

『
８
０
１
０
１
Ⅱ
Ｉ
Ⅱ
８
１
口

一
第
三
竜

・
第
二
章

同
上
］

土
地
等
の
管
理
に
関
す
る
非
訟
事
件
（
第
九

条
’
第
十
六
条

）

改
正
前

二

一

第
一
節

所
在
等
不
明
区
分
所
有
者
等
の
除
外
に
関

す
る
非
訟
事
件
（
第
十
七
条
’
第
十
九
条
一

）

王

第
二
節

専
有
部
分
等
の
管
理
に
関
す
る
非
訟
事
性

（
第
二
十
条
’
第
二
十
六
条
）

１
８
１
Ⅱ
０
１
０
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
Ⅱ
’
’
８
０
０
１
１
０
１
０
８
８
日
Ⅱ
日
Ⅱ
１
０
Ⅱ
Ⅱ
！
Ⅱ
８
０
４
８
０
０
９
Ⅱ
Ｉ
Ⅱ
日
Ⅱ
Ⅱ
０
Ⅱ
Ｉ
Ⅱ
１
１
１
．
０
０
１
Ⅱ
・

附
則（
申
立
て
等
の
方
式
）

第
一
条

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第

二
編
第
三
章
第
三
節
（
同
法
第
二
百
六
十
二
条
の
規
定

を
除
く
。
）
か
ら
第
五
節
ま
で
の
規
定
、
表
題
部
所
有

者
不
明
土
地
の
登
記
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法

律
（
令
和
元
年
法
律
第
十
五
号
）
の
規
定
遡
制
副
Ｈ
副
到
阿

；

の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律

節
の
規
定
に
よ
る
非
訟
事
件
の
手
続
に
関
す
る
申
立
て

、
届
出
及
び
裁
判
所
に
対
す
る
報
告
は
、
特
別
の
定
め

が
あ
る
場
合
を
除
き
、
書
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

用
す
る
場
合
を
含

む
・
‐
）
、
第
一
章
第
六
節
及
び
第
七

十
六
条
、
第
七
十
三
条
及
び
第
七
十
九
条
に
お
い
て
準

第
六
十
九
号
）
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
六

に
関
す
る
非
訟
事
件

（
申
立
書
の
記
載
事
項
）

直ヨ

建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十

謝
恩

区
分
所
有
建
物
の
管
理
等
に
関
す
る
非

所
在
等
不
明
区
分
所
有
者
等
の
除
外

附
則（
申
立
て
等
の
方
式
）

第
一
条

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第

二
編
第
三
章
第
三
節
（
同
法
第
二
百
六
十
二
条
の
規
定

を
除
く
。
）
か
ら
第
五
節
ま
で
の
規
定
副
割
叫
表
題
部
所

有
者
不
明
土
地
の
登
記
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る

法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
る
非

訟
事
件
の
手
続
に
関
す
る
申
立
て
、
届
出
及
び
裁
判
所

に
対
す
る
報
告
は
、
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き

、
書
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
新
設
］

三四
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痢
司
司
呵
斜
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
第
一
章

剰
制
刈
剰

第
六
節
の
規
定
に
よ
る
非
訟
事
件
の
手
続
に
関
す
る
申

立
書
に
は
、
申
立
て
の
趣
旨
及
び
原
因
並
び
に
申
立
て

事
項
を
記
載
し
、
申
立
人
又
は
代
理
人
が
記
名
（
当
該

申
立
書
が
そ
の
提
出
に
よ
り
非
訟
事
件
の
手
続
の
開
始

、
続
行
、
停
止
又
は
完
結
を
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
記
名
押
印
）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

⑨一

当
事
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
定

代
理
人
の
氏
名
及
耐
飼
当
閃

割
引
所
有
者
不
明
専
有
部
分
管
理
命
令
の
対
象
と
な
る

。 。 －’

掴
‐
刷
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
掲
げ
な
け

を
理
由
づ
け
る
事
実
を
記
載
す
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る

れ
ば
な
ら
な
い
。

六
条
第
一
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
に
は
、
同
項
各
号
に

（
申
立
書
の
記
載
事
項
）

記
事
項
証
明
書

（
公
告
す
べ
き
事
項
）

第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
氏
名
又
は
名
謝
引
蜘
胡

国
師 題
釧
引
例
因
‐
鋼
所
有
等
に
関
す
る
法
律
第
八
十
六
条

申
立
て
に
係
る
建
物
等
の
表
示

申
立
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

第
二
節

建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
第
八
十

薊

専
有
部
分
等
の
管
理
に
関
す
る
非
訟

｜
（
） ブ

21

３

測

叫
劇
削
釧
封
計

ヨ 。 一’八’七’六｜到九’

か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
範
す
る
も
の
と
す
る

し
、
申
立
人
又
は
代
理
人
か
ら
前
項
第
八
号
に
掴
国
Ⅵ
ろ

事
項
を
記
載
し
た
申
立
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
と
き
は

、
以
後
裁
判
所
に
提
出
す
る
当
該
手
続
を
基
本
と
す
る

手
続
の
申
立
書
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
記
載
す
る
こ
と

を
要
し
な
い
。

（
申
立
書
の
添
付
書
類
）

）
の
氏
名
及
び
住
所

前
項
の
申
立
書
に
は
、
同
項
に
規
定
す
る
事
項
の

若
し
く
は
共
有
持
分
の
表
示

者
又
は
共
有
持
分
を
有
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
謝
風

明
専
有
部
分
管
理
命
令
の
対
象
と
さ
飢
た
専
有
部
分

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の
手
鯏
刺
制
剛

び
住
所
並
び
に
法
定
代
理
人
の
氏
名
及
び
住
所

へ
き
専
有
部
分
若
し
く
は
共
有
持
分
又
は
所
有
者
不

〔
『 代
理
人
（
前
項
第
一
号
の
法
定
代
理
人
を
除
ざ

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
専
有
部
分
‐
の
区
分
所
有

附
属
書
類
の
表
示

璃
引
副
則

調
判
判
珈
呵
表
示

申
立
て
を
理
由
づ
け
る
具
体
的
な
事
実
ご
と
の
証

申
立
人
又
は
代
理
人
の
郵
便
番
号
及
び
電
話
番
号

そ
の
他
裁
判
所
が
定
め
る
事
項

琴
ア
ク
シ
ミ
リ
の
番
号
を
含
む
‐
｝

ほ

二



劃
刊
到

明
専
有
部
分
管
理
命
令
の
対
象
と
な
る
べ
き
専
有
部
分

（
共
有
持
分
を
対
象
と
し
て
所
有
者
不
明
専
有
部
分
管

理
命
令
が
申
し
立
て
ら
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
共
有

物
で
あ
る
専
有
部
分
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

又
は

所
有
者
不
明
専
有
部
分
管
理
命
令
の
対
象
と
さ
れ
た
専

制
剣
明
知
（
共
有
持
分
を
対
象
と
し
て
所
有
者
不
明
専
有

部
分
管
理
命
令
が
発
せ
ら
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
共

有
物
で
あ
る
専
有
部
分
）
の
登
記
事
項
証
明
番
を
漏
刮
側

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
条
第
一
項
の
手
続

に
関
し
、
前
項
に
規
定
す
る
書
面
が
提
出
さ
れ
て
い
る

と
き
は
、
以
後
裁
判
所
に
提
出
す
る
当
該
手
続
を
基
本

第
二
十
二
条

と
す
る
手
続
の
申
立
壱
に
は
、
こ
れ
を
添
付
す
る
こ
と

を
要
し
な
い
。

人
は
、
裁
判
所
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
提
出
す

る
も
の
と
す
る
・

一

所
有
者
不
明
専
有
部
分
管
理
命
令
の
対
象
と
な
る

． づ
司
鯛
刺
進
行
に
資
す
る
書
類
の
提
出
）

國
剖
調
岡
割
副
剥
刺
し
た
文
害
を
保
有
す
る
と
き
は
、
そ

刎
剴
劃
罰

路
及
び
方
法
を
記
載
し
た
図
面

象
と
な
る
べ
き
専
有
部
分
の
現
況
の
調
査
の
結
果
又

へ
き
専
有
部
分
の
所
在
地
に
至
る
ま
で
の
通
常
の
経

申
立
人
が
所
有
者
不
明
専
有
部
分
管
理
命
令
の
対

前
条
第
一
項
の
申
立
書
に
は
、
所
有
者
不

所
有
者
不
明
専
有
部
分
管
理
命
令
の
申
立

二
三二四

第
二
十
五
条 』

分
管
理
人
に
対
し
、
そ
の
選
任
を
証
す
る
書
面
を
交
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
鋼
釧
胡
幽
司
記
官
は
、
所
有
者
不
明
専
有
部
分
管
理
人

が
あ
ら
か
じ
め
そ
の
職
務
の
た
め
に
使
用
す
る
印
鑑
を

裁
判
所
に
提
出
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
所
有
者
不

を|胃
案’す

ｌ
剰
識
判
に
よ
る
認
ヨ
碩
伺
到
凋
詔
剖
’

詔
は
、
嘱
託
書
に
裁
判
書
の
謄
本
を
添
付
し
て
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
資
格
証
明
書
の
交
付
等
）

明
専
有
部
分
管
理
人
が
所
有
者
不
明
専
有
部
分
管
理
命

ヨ コ ー’

令
の
対
象
と
さ
れ
た
専
有
部
分
又
は
共
有
持
分
に
つ
い

十
七
条
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
登
記
刎
對
料

け
れ
ば
な
ら
な
い

十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
に
は
、
同
項
各
号

に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
｜
次
に
掲
げ
る
事
項
を
掲
げ

に
提
出
す
る
印
鑑
の
証
明
を
請
求
し
た
と
き
は
、
当
該

共
有
持
分
を
有
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

へ
き
専
有
部
分
又
は
共
有
持
分
の
表
示

前
号
に
規
定
す
る
専
有
部
分
の
区
分
所
有
者
又
は

申
立
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

所
有
者
不
明
専
有
部
分
管
理
命
令
の
対
象
と
な
る

建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
第
八

建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
第
川

鋼
判
所
書
記
官
は
、
所
有
者
不
明
専
有
部

き
事
項
）

な

一
五



；
所
有
者
不
明
専
有
部

象
と
な
る
べ
き
共
用
部
分
若
し
く
は
管
理
不
全
共
用
部

分
管
理
命
令
の
対
象
と
さ
れ
た
共
用
部
分
」
と
、
同
条

第
二
項
第
一
一
号
中
「
共
有
持
分
を
有
す
る
者
」
と
あ
る

項
第
二
号
中
「
所
有
者
不
明
専
有
部
分
管
理
命
令
の
対

条
の
，
規
定
は
、
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
第

一
章
第
七
節
の
規
定
に
よ
る
非
訟
事
件
の
手
続
に
つ
い

第
二
十
一
条
第
一
項
中
当
所
有
者
不
明
専
有
部
分
管
理

命
令
の
対
象
と
な
る
．
へ
き
専
有
部
分
（
共
有
持
分
を
対

象
と
し
て
所
有
者
不
明
専
有
部
分
管
理
命
令
が
申
し
立

て
ら
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
ば
、
共
有
物
で
あ
る
専
有
部

分
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
所
有
者
不
明
専
有

部
分
若
し
く
は
共
有
持
分
一
と
あ
る
の
は
「
管
理
不
全

専
有
部
分
管
理
命
令
の
対
象
と
な
る
べ
き
専
有
部
分
若

象
と
な
る
べ
き
専
有
部
分
若
し
く
は
共
有
持
分
又
は
所

鑑
と
相
違
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
旨
を
も
記
載
し
て
、

こ
れ
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
第
一
章
第
七
節

の
規
定
に
よ
る
非
訟
事
件
の
手
続
へ
の
準
用
）

た
専
有
部
分
又
は
管

し
く
は
管
理
不
全
専
有
部
分
管
理
命
令
の
対
象
と
さ
れ

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
条
第
一

当
該
請
求

第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
及
耐
割
則

管

不
全
共
用
部
分
管
理
命
令
の

に
係
る
前
項
の

所
有
者
」

と

と
さ
れ
た
専
有

一
八

七

一
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

備
考

表
中
の

［
］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
一
一
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記

部
分
管
理
命
令
の
対
象
と
さ
れ
た
専
有
部
分
（
共
有
持

詞
‐
事
項
証
明
書
又
は
管

令
の
対
象
と
な
る
べ
き
専
有
部
分
若
し
く
は
管
理
不
全

専
有
部
分
管
理
命
令
の
対
象
と
さ
れ
た
専
有
部
分
の
登

対
象
と
な
る
・
へ
き
共
用
部
分
若
し
く
は
管
理
不
全
共
用

廓
脚
閣
圓
哩
命
令
の
対
象
と
さ
れ
た
共
用
部
分
の
所
有
者

が
有
す
る
専
有
部
分
」
と
、
第
二
十
二
条
中
「
所
有
者

分
を
対
象
と
し
て
所
有
者
不
明
専
有
部
分
管
理
命
令
が

分
管
理
命
令
の
申
立
人
」
と
、
同
条
第
一
号
及
胡
調
当
一

管
理
不
全
専
有
部
分
管
理
命
令
又
は
管
理
不
‐
全
對
副
鯏
訓

部
分
）
」
と
あ
る
の
は
「
管
理
不
全
専
有
部
分
管
理
命

ｌ
「
両
‐
旬
者
不
明
専
有
部
分
管
理
命
令
の
対
象
と
さ
れ
た

分
管
理
命
令
の
対
象
と
な
る
？
へ
き
専
有
部
分
又
は
管
理

号
中
「
所
有
者
不
明
専
有
部
分
管
理
命
令
の
対
象
と
な

発
せ
ら
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
共
有
物
で
あ
る
専
有

専
有
部
分
又
は
共
有
持
分
」
と
あ
る
の
は
「
管
理
不
全

専
有
部
分
管
理
命
令
の
対
象
と
さ
れ
た
専
有
部
分
又
は

不
明
専
有
部
分
管
理
命
令
の
申
立
人
一

は
管
理
不
全
共
用
部
分
管
理
人
」
と
、

同
条
第
二
項
中

分
」
と
、
第
二
十
五
条
中
「
所
有
者
不
明
専
有
部
分
管

理
人
」
と
あ
る
の
は
「
管
理
不
全
専
有
部
分
管
理
人
又

る
べ
き
専
有
部
分
」
と
あ
る
の
は
「
管
理
不
全
専
有
部

用
部
分
管
理
命
令
の

と
な
る
べ
き
共
用
部

と
あ
る
の
は

「

た
共
用
部
分

’
九

二
○



（
マ
ン
シ
ョ
ン
の
達
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
権
利
の
変
換
又
は
分
配
金
の
取
得
等
と
強
制
執
行
等
と
の
調

整
に
閲
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
権
利
の
変
換
又
は
分
配
金
の
取
得
等
と
強
制
執
行
等
と

の
調
整
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
四
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
・

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
・

マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
権
利
の
変
換
等
と
強
制
執
行
等
と
の
調
整
に
関
す
る
規
則

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
一
一
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）

は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

（
権
利
変
換
手
続
が
強
制
競
売
等
の
手
続
に
先
行
す
る

場
合
に
お
け
る
施
行
者
へ
の
通
知
等
）

第
一
条

マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法

割
‐
（
平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
権
利
変
換
手
続
開
始

の
登
記
が
さ
れ
た
同
項
各
号
に
掲
げ
る
権
利
（
第
三
条

第
一
項
に
お
い
て
「
区
分
所
有
権
等
」
と
い
う
。
）

に

つ
き
強
制
競
売
又
は
担
保
権
の
実
行
と
し
て
の
競
売

（

そ
の
例
に
よ
る
競
売
を
含
む
。
第
五
条
及
び
第
六
条
に

お
い
て

「
競
売
」
と
い
う
。
）

（
以
下
「
強
制
競
売
等

」
と
い
う
。
）
の
開
始
決
定
に
基
づ
く
登
記
が
さ
れ
た

場
合
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
速
や
か
に
、

強
制
競
売
等
の
開
始
決
定
が
さ
れ
た
旨
を
当
該
剴
刈
刊
刻

で
あ
る
。

改
正
後

口（
権
利
変
換
手
続
が
強
制
競
売
等
の
手
続
に
先
行
す
る

場
合
に
お
け
る
施
行
者
へ
の
通
知
等
）

第
一
条

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る

濁
剖
『
（
平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
八
号
．
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
権
利
変
換
手
続
開

の
所
有
権
そ
の
他
の
権
利
（
第
三
条
第
一
項
に
お
い
て

「
区
分
所
有
権
等
』
と
い
う
。
）
に
つ
き
強
制
競
売
又

は
担
保
権
の
実
行
と
し
て
の
競
売
（
そ
の
例
に
よ
る
競

売
を
含
む
。
荊
制
詞
詞
に
お
い
て
「
競
売
」
と
い
う
。
）

（
以
下
「
強
制
競
売
等
」
と
い
う
。
）

の
開
始
決
定
に

基
づ
く
登
記
が
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
書

若
し
く
は
敷
地
利
用
権
又
は
隣
接
施
行
敷
地
に
つ
い
て

始
の
登
記
が
さ
れ
た

改
正
前

施
行
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
権

二二

二

［
２

略
］

（
分
配
金
の
取
得
等
へ
の
準
用
）

第
五
条

前
各
条
の
規
定
は
、
売
却
等
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区

旬
潮
副
創
調
に
つ
い
て
法
第
百
四
十
条
第
一
項
の
分
配
金

取
得
手
続
開
始
の
登
記
が
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
分
配

の
施
行
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
等
売
却

細
到
旦
と
、
同
条
第
二
項
及
び
第
一
一
条
第
一
一
項
中
「
権

利
変
換
手
続
」
と
あ
る
の
は
「
分
配
金
取
得
手
続
」
と

、
同
条
及
び
第
三
条
中
「
施
行
者
」
と
あ
る
の
は
「
マ

ン
シ
ョ
ン
等
売
却
鋼
旬
司
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第

七
十
八
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
五
十
二
条

及
び
第
百
五
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
八

条
第
一
項
」
と
、

「
補
償
金
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百

五
十
一
条
に
規
定
す
る
分
配
金
又
は
法
第
百
五
十
三
条

に
規
定
す
る
補
償
金
」
と
、
前
条
中
「
法
第
七
十
八
条

ヨ
ン
再
生
事
業
の
施
行
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
民
事
執
行
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第

四
号
）
第
四
十
七
条
第
一
項
（
同
項
を
準
用
し
、
又
は

そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
開
始

決
定
に
基
づ
い
て
登
記
が
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

金
の
取
得
等
と
強
制
執
行
、
仮
差
押
え
の
執
行
又
は
競

売
と
の
調
整
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
一
条
第
一
項
中
「
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
事
業

分
所
有
権
及
び
敷
地
利
用
権
又
は
売
却
敷
地
の
敷
地
共

記
官
は
、
速
や
か
に
、
強
制
競
売
等
の
開
始
決
定
が
さ

れ
た
旨
を
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
事
業
の
施
行
者
に
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

民
事
執
行
法

（

昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
号
）
第
四
十
七
条
第
一
項
（

同
項
を
準
用
し
、
又
は
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。

）
の
規
定
に
よ
る
開
始
決
定
に
基
づ
い
て
登
記
が
さ
れ

た
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

［
２

同
上
］

（
分
配
金
の
取
得
等
へ
の
準
用
）

第
五
条

前
各
条
の
規
定
は
、
売
却
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分

所
有
権
及
び
別
刷
『
利
用
権
に
つ
い
て
法
第
百
四
十
条
第

一
項
の
分
配
金
取
得
手
続
開
始
の
登
記
が
さ
れ
た
場
合

に
お
け
る
分
配
金
の
取
得
等
と
強
制
執
行
、
仮
差
押
え

の
執
行
又
は
競
売
と
の
調
整
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
条
第
一
項
中
「
当
該
マ
ン
シ

ョ
ン
建
替
事
業
の
施
行
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
咳
マ
ン

シ
ョ
ン
敷
地
売
却
組
合
」
と
、
同
条
第
二
項
及
び
第
二

条
第
二
項
中
「
権
利
変
換
手
続
」
と
あ
る
の
は
「
分
配

金
取
得
手
続
」
と
、
同
条
及
び
第
三
条
中
「
施
行
者
」

と
あ
る
の
は
「
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
調
輔
到
細
釧
司
』
と
、
同

条
第
一
一
項
中
「
法
第
七
十
八
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は

「
法
第
百
五
十
二
条
及
び
第
百
五
十
四
条
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
七
十
八
条
第
一
項
」
と
、

「
補
償
金
』
と

あ
る
の
は
「
法
第
百
五
十
一
条
に
規
定
す
る
分
配
金
又

は
法
第
百
五
十
三
条
に
規
定
す
る
補
償
金
一
と
、
前
条

中
「
法
第
七
十
八
条
第
一
項
、
第
四
項
又
は
第
五
項
の

二

四

二

三



；

行
者
」
と
あ
る
の
は

「
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
組
合
」
と
、

同
条
第
二
項
中
「
法
第
七
十
八
条
第
一
項
」
と
あ
る
の

幽
‐
剖
法
第
百
六
十
三
条
の
四
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
七
十
八
条
第
一
項
」
と
、

「
補
償
金
」
と
あ
る
の

は
「
法
第
百
六
十
三
条
の
四
十
四
に
規
定
す
る
補
償
金

」
と
、
第
四
条
中
「
法
第
七
十
八
条
第
一
項
、
第
四
項

、
仮
差
押
え
の
執
行
又
は
鯏
割
判
剴
刎
‐
詞
整
に
つ
い
て
準

（
補
償
金
の
支
払
等
へ
の
準
用
）

法
第
百
六
十
三
条
の
四
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
事
業
の
施
行
者
」
と
あ
る
の
は

「
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
組
合
」
と
、
同
条
第
二
項
及

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
条
第
一
割
刺
川
斗

第
一
項
、
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
補
償
金

」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
五
十
二
条
及
び
第
百
五
十
四

条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
八
条
第
一
項
、
第
四

項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
法
第
百
五
十
一
条
に
規

定
す
る
分
配
金
又
は
法
第
百
五
十
三
条
に
規
定
す
る
補

償
金
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

び
第
二
条
第
二
項
中
「
権
利
変
換
手
続
」
と
あ
る
の
は

七
十
八
条
第
一
項
、
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ

又
は
第
五
項
の
‐
規
定
に
よ
る
補
償
金
」
と
あ
る
の
ぱ
「

ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
権
に
つ
い
て
怯
第
百
六
十
三
条

の
三
十
三
第
一
項
の
補
償
金
支
払
手
続
開
始
の
劃
‐
詞
洞

さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
補
償
金
の
支
払
等
と
蜘
剖
刺
執
目
甸

「
補
償
金
支
払
手
続
」
と
、
同
条
及
び
第
三
条
中

司
咽

第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
除
却
マ

一
新
設
｝

規
定
に
よ
る
補
償
金
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
五
十
二

条
及
び
第
百
五
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十

八
条
第
一
項
、
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
法

第
百
五
十
一
条
に
規
定
す
る
分
配
金
又
は
法
第
百
五
十

三
条
に
規
定
す
る
補
償
金
」
と
説
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

二

五六

附
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
（
次
条
及
び
附
則
第
四
条
に
お
い
て
「
施
行
日
』
と
い
う
。
）

か
ら
施
行
す
る

（
共
有
に
関
す
る
非
訟
事
件
及
び
土
地
等
の
管
理
に
関
す
る
非
訟
事
件
に
関
す
る
手
続
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
調
整
規
定

第
一
一
条

施
行
日
が
民
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
条

及
び
附
則
第
四
条
に
お
い
て
「
民
訴
法
等
一
部
改
疋
法
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
で
あ
る
場
合
に
は
、
民
訴
法
等
一
部
改
正

法
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
共
有
、
管
理
等
に
関
す
る
非
訟
事
件
に
関
す
る
手

続
規
則
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
記
名
（
当
該
申
立
書

が
そ
の
提
州
に
よ
り
非
訟
事
件
の
手
続
の
開
始
、
続
行
、
停
止
又
は
完
結
を
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
記
名

押
印
）
」

と
あ
る
の
は
、

「
記
名
押
印
」
と
す
る
。

（
民
事
訴
訟
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

民
事
訴
訟
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
六
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
・

附
則
第
六
十
一
一
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
共
有
に
関
す
る
非
訟
事
件
及
び
土
地
等
の
管
理
に
関
す
る
非
訟
事
件
に
関

す
る
手
続
規
則
」
を
「
共
有
、
管
理
等
に
関
す
る
非
訟
事
件
に
関
す
る
手
続
規
則
」
に
改
め
る
。

（
民
事
訴
訟
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
調
整
規
定
）

第
四
条

民
訴
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
が
施
行
日
前
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
．

備
考

表
中
の

［
］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
一
一
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記

で
あ
る
。

る
法
第
百
六
十
三
条
の
四
十
四
に
規
定
す
る
補
償
金
〕

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

最
高

裁
判

所
長

官
今

崎
幸

彦 二

七

’
’
八
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会
社
非
訟
事
件
等
手
続
規
則
（
平
成
十
八
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
一
号
）

（
僧
託
法
の
規
定
に
よ
る
非
訟
事
件
及
び
公
益
信
託
に
関

す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
非
訟
事
件
の
手
続
へ
の
準
用
）

第
四
十
四
条

第
一
章
及
び
第
二
章
の
規
定
は
、
そ
の
性
質

に
反
し
な
い
限
り
、
信
託
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
八

号
）
の
規
定
に
よ
る
非
詮
事
件
及
び
公
益
信
託
に
関
す
る

法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
非
訟

刺
叫
川
の
手
続
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
第
二
条
第
一
項
第
一
一
号
中
「
会
社
（
法
第
八
百
六
十
八

条
第
四
項
に
規
定
す
る
裁
判
の
申
立
て
に
係
る
事
件
に
あ

っ
て
は
、
社
債
を
発
行
し
た
会
社
。
以
下
こ
の
章
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
商
号
及
び
本
店
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者

の
氏
名
」
と
あ
る
の
は
「
限
定
責
任
信
託
の
名
称
及
び
事

務
処
理
地
並
び
に
受
託
者
の
氏
名
又
は
名
称
」
と
、
第
三

条
第
一
項
中
「
申
立
書
」
と
あ
る
の
は
「
申
立
書
（
限
定

責
任
信
託
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
と
、
「
次
に
掲
げ

る
書
類
」
と
あ
る
の
は
「
申
立
て
に
係
る
限
定
責
任
信
託

の
登
記
に
係
る
登
記
事
項
証
明
書
」
と
、
同
条
第
二
項
中

「
前
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
」
と
、
「
同
号
に

掲
げ
る
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
に
規
定
す
る
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
．

２
～
５

［
略
］

会
社
非
訟
事
件
等
手
続
規
則
新
旧
対
照
条
文

新

第
四
十
四
条

第
一
章
及
び
第
二
章
の
規
定
は
、
そ
の
性
質

に
反
し
な
い
限
り
、
信
託
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
八

号
）
の
規
定
に
よ
る
銅
副
型
引
用
の
手
続
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
第
一
項
第
二
号
中

「

会
社
（
法
第
八
百
六
十
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
裁
判
の

２
～
５

［
同
上
室

申
立
て
に
係
る
事
件
に
あ
っ
て
は
、
社
債
を
発
行
し
た
会

社
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
商
号
及
び
本
店

の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
」
と
あ
る
の
は
「
限
定

責
任
信
託
の
名
称
及
び
事
務
処
理
地
並
び
に
受
託
者
の
氏

名
又
は
名
称
」
と
、
第
三
条
第
一
項
中
「
申
立
書
」

と
あ

る
の
は
「
申
立
書
（
限
定
責
任
信
託
に
係
る
も
の
に
限
る

。
）
」
と
、
「
次
に
掲
げ
る
書
類
」
と
あ
る
の
は
「
申
立

て
に
係
る
限
定
責
任
信
託
の
登
記
に
係
る
登
記
事
項
証
明

書
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は

「
前
項
」
と
、

「
同
号
に
掲
げ
る
」
と
あ
る
の
は

「
同
項

に
規
定
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
信
託
法
の
規
定
に
よ
る
淵
刮
劉
詞
門
の
手
続
へ
の
準
用
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
止
部
分
）

|日

1

３



裁判所時報第18 別添378号

◎
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
七
号

刑
事
訴
訟
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

最
高

裁
判

所

刑
事
訴
訟
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
刑
事
訴
訟
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

刑
事
腓
訟
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
．

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付

し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）

は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄

に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い

な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も

の
は
、
こ
れ
を
加
え
る

目
次第
一
編

総
則
（
第
一
条
）

［
第
一
章
～
第
八
章

略
］

第
九
章

押
収
、
捜
索
等
（
第
九
十
三
条
’
第
百
条

）

［
第
十
章
～
第
十
六
章

略
］

［
第
二
編
～
第
六
編

略
］

第
七
編

裁
判
の
執
行
（
第
一
一
百
九
十
四
条
の
一
一
ｌ
矧

二
百
九
十
五
条
の
十
二
）

改
正
後

目
次第
一
編

〔
同
上
］

［
第
一
章
～
第
八
章

同
上
］

第
九
章

押
収
及
び
捜
索
（
第
九
十
三
条
’
第
百
条

［
第
十
章
～
第
十
六
章

同
上
］

［
第
二
編
～
第
六
編

同
上
〕

第
七
編

裁
判
の
執
行
（
第
二
百
九
十
四
条
の
二
ｌ
潮
‐

二
百
九
十
五
条
の
十
一
）

改
正
前

三

［
第
八
編

略
］

附
則（
証
人
等
の
尋
問
調
書
）

第
三
十
八
条

［
略
］

２
調
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

□
略
］

状
況
を
記
録
媒
体
に
記
録
し
た
こ
と
並
び
に
そ
の
記

録
媒
体
の
種
類
及
び
数
最

［
九
・
十

略
］

３
稠
書
（
法
第
百
五
十
七
条
の
六
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
証
人
の
尋
問
及
び
供
述
並
び
に
そ
の
状
況
を
記
録
し

た
記
録
媒
体
を
除
く
。
次
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
は
、
裁
判
所
盛
記
官
を
し
て
こ
れ
を
供
述
者
に

読
み
聞
か
さ
せ
、
又
は
供
述
者
に
閲
覧
さ
せ
て
、

そ
の

記
載
が
相
違
な
い
か
ど
う
か
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

［
４
～
６

略
］

７
法
第
百
五
十
七
条
の
六
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
記
録

媒
体
が
そ
の
一
部
と
さ
れ
た
調
書
に
つ
い
て
は
、

そ
の

有
無
及
び
こ
れ
ら
の
者
が
宣
誓
を
ｕ
Ｊ
劉
洲
副
引
呵
と
き

は
、
そ
の
事
由

［
三
～
七

略
］

八
法
第
百
五
十
七
条
の
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
証

人
の
同
意
を
得
て
そ
の
尋
問
及
び
供
述
並
び
に
そ
の

二 戸

証
人
、
鑑
定
人
、
通
駅
人
又
は
翻
訳
人
の
宣
誓
の

「
第
八
編

同
上
］

附
則（
証
人
等
の
尋
問
調
書
）

第
三
十
八
条

［
同
上
］

２
［
同
上
］

状
況
を
記
録
媒
体
に
記
録
し
た
こ
と
並
び
に
そ
の
記

録
媒
体
の
栖
類
及
び
数
量

。
〔
九
・
十

同
上
］

３
調
書
（
法
第
百
五
十
七
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
証
人
の
尋
問
及
び
供
述
並
び
に
そ
の
状
況
を
記
録
し

た
記
録
媒
体
を
除
く
。
次
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同

じ
・
）
は
、
裁
判
所
書
記
官
を
し
て
こ
れ
を
供
述
者
に

読
み
聞
か
さ
せ
、
又
は
供
述
者
に
閲
覧
さ
せ
て
、
そ
の

記
載
が
相
違
な
い
か
ど
う
か
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

｜
「
４
～
６

同
上
］

７
法
第
百
五
十
七
条
の
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
記
録

媒
体
が
そ
の
一
部
と
さ
れ
た
調
書
に
つ
い
て
は
、
そ
の

〔
三
～
七

同
上
］

八
法
第
百
五
十
七
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
証

人
の
同
意
を
得
て
そ
の
尋
問
及
び
供
述
並
び
に
そ
の

［
’

同
上
］

’一
詔
Ⅲ
Ｎ
が
宣
誓
を
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
事
由

三肥



（
検
証
、
押
収
等

第
四
十
一
条

検
証

刻
剖
国
司
圃
醐
記
録
提
供
命
令

（
法
第
百
二
条
の
一
一
第
一

項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
を
い
う
。
以
下

司
制
別
）
（
同
項
第
一
号
口
回
割
珂
刷
る
方
法
に
よ
る
提

供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
．
）

に
よ
る
国
劇
詞
馴
飼
倒
「
劃

由
昌
刻
刻
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
園
劃
哨
醐
記
録
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
提
供
に
つ
い
て
は
、
調
書
を
作

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
２

略
一

３
押
収
（
圃
函
瑚
珂
記
録
提
供
命
令
（
法
第
百
二
条
の
二

載
し
た
目
録
を
作
り
、

こ
れ
を
調
書
に
添
付
し
な
け
れ

閃
‐
な
ら
な
い
。

（
差
押
状
等
の
執
行
調
書
、
捜
索
調
書
）

第
四
十
三
条

君
銅
汕
州
若
し
く
は
捜
索
状
の
執
行
又
は
勾

引
状
若
し
く
は
勾
留
状
を
執
行
す
る
場
合
に
お
け
る
被

告
人
若
し
く
は
被
疑
者
の
捜
索
に
つ
い
て
は
、
執
行
又

は
捜
索
を
す
る
者
が
、
自
ら
調
書
を
作
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

、
押
収
物
の
品
目
又

第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず

旨
を
調
書
上
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
電
磁
的
記
録
を
提
供
さ
せ

る
こ
と
を
除
く
．
）
を
し
た
と
き
、
又
は
廼
磁
酬
到
調
鰯
‐

提
供
命
令
に
よ
り
電
磁
的
記
録
を
提
供
さ
せ
た
と
き
は

翔
呵
剰
笥
の
調
書
）

差
持
状
を
発
し
な
い
で
す
る
拝
収

は
当
該
電
磁
的
記
録
の
標
目
を
記

（
検
証
、

第
四
十
一
条

第
四
十
三
条

「
２

同
上
］

３
翔
‐
咽
‐
を
し
た
と
き
幽

を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

君
捌
状
を
発
し
な
い
で
す
る
銅
卿
山

旨
を
調
書
上
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
恥

を
作
り
、
こ
れ
を
調
書
に
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
、

捜
索
状
の
執
行
又
は
勾
引
状
若
し
く
は
勾
留
状
を
執
行

す
る
場
合
に
お
け
る
被
告
人
若
し
く
は
被
疑
者
の
捜
索

に
つ
い
て
は
、
執
行
又
は
捜
索
を
す
る
者
が
、
自
ら
調

書
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
差
押
状
等
の
執
行
調
書
、
捜
索
調
魯
）

翔
同
州
の
鯛
書
）

検
証
又
は
差
押
状
若
し
ノ

当
翔
状
、
記
録
命
令
付
差
押
州
型

そ
の
品
目
を
記
載
し
た
目
録

に
つ
い
て
は
、
調
書

、
は
記
録
命
令
付

目別

若
し
く
は

［
２
．

３
略
］

（
公
判
調
嘗
の
記
載
要
件
・
法
第
四
十
八
条
）

第
四
十
四
条

公
判
調
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
｜
～
二
十

略
］

誓
の
有
無
及
び
こ
れ
ら
の
者
に
宣
誓
を
さ
せ
な
か
っ

た
剖
斗
引
圃
ｊ
ｌ
そ
の
事
由

［
二
十
二
～
二
十
七

略
］

二
十
八

法
第
百
五
十
七
条
の
六
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
証
人
の
同
意
を
得
て
そ
の
尋
問
及
び
供
述
並
び
に

そ
の
状
況
を
記
録
媒
体
に
記
録
し
た
こ
と
並
び
に
そ

の
記
録
媒
体
の
種
類
及
び
数
量

二

十

［
二
十
九
～
三
十
一

略
］

三
十
二

公
判
廷
に
封
剖
引
到
検
証
１
制
州
例
測
桐
剃
到
閲
制

［
三
十
三
～
四
十
七

略
］

四
十
八

決
定
及
び
命
令
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
．

［
イ
ー
ヘ

略
］

卜
証
人
の
尋
問
及
び
供
述
並
び
に
そ
の
状
況
を
記

録
媒
体
に
記
録
す
る
旨
の
決
定

（
法
第
百
五
十
七

条
の
六
第
四
項
）

「
チ

略
］

ロ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限

記
録
提
供
命
令
（
法
第
百
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号

る
。
）
に
よ
る
電
磁
的
記
録
の
提
供

鉦
人
、
鑑
定
人
、
通
駅
人
又
は
翻
訳
人
の
宣

［
２
．
３

同
上
］

（
公
判
調
書
の
記
載
要
件
・
法
第
四
十
八
条
）

第
四
十
四
条

［
同
上
］

三
十
二

公
判
廷
に
お
い
て
し
た

［
二
十
二
～
二
十
七

同
上
〕

二
十
八

法
第
百
五
十
七
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
証
人
の
同
意
を
得
て
そ
の
尋
問
及
び
供
述
並
び
に

そ
の
状
況
を
記
録
媒
体
に
記
録
し
た
こ
と
並
び
に
そ

の
記
録
媒
体
の
種
類
及
び
数
量

［
一
～
二
十

同
上
］

・

二
十
一

詞
哨
川
に
宣
誓
を
さ
せ
な
か
っ
た
訓
司
司
矧
剰
叫
そ

の
事
由

［
三
十
三
～
四
十
七

同
上
］

四
十
八

［
同
上
］

．
一
十
九
～
三
十

一

同
上
］

Ｆ
イ
ー

へ
同
上
］

卜
証
人
の
尋
問
及
び
供
述
並
び
に
そ
の
状
況
を
記

録
媒
体
に
記
録
す
る
旨
の
決
定
（
法
第
百
五
十
七

条
の
六
第
三
項
）

［
チ

同
上
］

検
証
聞
制
割
銅
捌
咽

七八



［
四
十
九
～
五
十

一

略
］

［
２

略
］

（
公
判
調
書
未
整
理
の
場
合
の
録
音
体
の
再
生
等
）

第
五
十
二
条
の
十
九

公
判
調
書
が
次
回
の
公
判
期
日
ま

で
に
整
理
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
検
察

官
、
被
告
人
又
は
弁
護
人
の
請
求
に
よ
り
、
次
回
の
公

判
期
日
に
お
い
て
又
は
そ
の
期
日
ま
で
に
、
前
回
の
公

判
期
日
に
お
け
る
証
人
、
鑑
定
人
、
通
訳
人
又
は
翻
訳

人
の
尋
問
及
び
供
述
、
被
告
人
に
対
す
る
質
問
及
び
供

述
並
び
に
訴
訟
関
係
人
の
申
立
て
又
は
陳
述
を
録
音
し

た
録
音
体
又
は
法
第
百
五
十
七
条
の
六
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
証
人
の
尋
問
及
び
供
述
並
び
に
そ
の
状
況
を
記

録
し
た
記
録
媒
体
に
つ
い
て
、
再
生
す
る
機
会
を
与
え

（
押
収
、

第
九
十
三
条

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
２
．
３

略
］

第
九
章

翔
刺
、
捜
索
等

（
押
収
、
劉
詞
劉
司
に
つ
い
て
の
秘
密
、
名
誉
の
保
持
）

供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
．
）
を
含
む
引
剖
Ｊ
１
撹
昌
調
別

耐
‐
画
観
劇
副
詞
録
提
供
命
令
（
同
号
国
別
Ｈ
掴
‐
刷
る
方
法
に

よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）

（
当
該
園
鯛
詞
酬

記
録
提
供
命
令
に
よ
り
閣
鰯
詞
到
記
録
を
提
供
さ
せ
る
こ

と
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
秘
密
を
保
ち
、
洲
乱
１
１

処
分
を
受
け
る
者
の
名
誉
を
害
し
な
い
よ
う
に
注
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提

押
収
（
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
法
第
百

「
四
十
九
～
五
十
一

同
上
一

［
２

同
上
］

（
公
判
調
書
未
整
理
の
場
合
の
録
音
体
の
再
生
等
）

第
五
十
二
条
の
十
九

公
判
調
書
が
次
回
の
公
判
期
日
ま

で
に
整
理
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
検
察

官
、
被
告
人
又
は
弁
護
人
の
請
求
に
よ
り
、
次
回
の
公

判
期
日
に
お
い
て
又
は
そ
の
期
日
ま
で
に
、
前
回
の
公

判
期
日
に
お
け
る
証
人
、
鑑
定
人
、
通
訳
人
又
は
翻
訳

人
の
尋
問
及
び
供
述
、
被
告
人
に
対
す
る
質
問
及
び
供

述
並
び
に
所
訟
関
係
人
の
申
立
て
又
は
陳
述
を
録
音
し

た
録
音
体
又
は
法
第
百
五
十
七
条
の
六
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
証
人
の
尋
問
及
び
供
述
並
び
に
そ
の
状
況
を
記

録
し
た
記
録
媒
体
に
つ
い
て
、
再
生
す
る
機
会
を
与
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
２
．
３

同
上
］

第
九
章

押
‐
Ⅷ
及
画
樹
釧
調

（
押
収
、
劉
剰
に
つ
い
て
の
秘
密
、
名
誉
の
保
持
）

第
九
十
三
条

押
収
到
制
副
劉
詞
に
つ
い
て
は
、
秘
密
を
保

ち
、
且
つ
処
分
を
受
け
る
者
の
名
誉
を
害
し
な
い
よ
う

に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○ 九

（
捌
刷
掛
翻
剖
笥
の
処
腫
）

第
九
十
八
条

［
略
〕

２
睡
悶
願
咽
囲
題
録
さ
れ
た
電
闘
酬
割
飼
矧
副
門
酎
観
「
磁
飼
割
調

録
提
供
命
令
（
法
第
百
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
口
に

（
差
押
状
等
の
配
載
事
項
・
法
第
百
七
条
）

第
九
十
四
条

到
周
刷
州
又
は
捜
索
状
に
は
、
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
当
細
別
利
又
は
捜
索
を
す
べ
き
事
由

を
も
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
差
押
状
等
執
行
後
の
処
置
）

第
九
十
七
条

君
制
刷
珂
又
は
捜
索
状
の
執
行
を
し
た
者
は

、
速
や
か
に
執
行
に
関
す
る
書
類
及
び
差
し
押
さ
え
た

物
を
令
状
を
発
し
た
裁
判
所
に
差
し
出
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
検
察
官
の
指
揮
に
よ
り
執
行
を
し
た
場
合
に

は
、
検
察
官
を
経
由
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
堆
用
規
定
）

第
九
十
五
条

当
細
卿
倒
又
は
捜
索
状
に
つ
い
て
は
、
第
七

十
二
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
捜
索
証
明
書
、
押
収
品
目
録
の
作
成
者
・
法
第
百
十

九
条
等
）

第
九
十
六
条

法
第
百
十
九
条
又
は
第
百
二
十
条
第
一
項

の
証
明
書
又
は
目
録
は
、
捜
索
列
剖
剴
園
翔
釧
剰
が
令
状
の

執
行
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、

そ
の
執
行
を
し

た
者
が
こ
れ
を
作
っ
て
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
《

第
九
十
五
条

第
九
十
四
条

状
に
つ
い
て
は
、
第
七
十
二
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
捜
索
証
明
書
、
押
収
品
目
録
の
作
成
者
・
法
第
百
十

九
条
等
）

第
九
十
六
条

法
第
百
十
九
条
又
は
第
百
三
十
条
の
証
明

第
九
十
七
条

状
の
執
行
を
し
た
者
は
、
速
や
か
に
執
行
に
関
す
る
書

類
及
び
差
し
押
さ
え
た
物
を
令
状
を
発
し
た
裁
判
所
に

差
し
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
検
察
官
の
指
揮
に
よ

り
執
行
を
し
た
場
合
に
は
、
検
察
官
を
経
由
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
翔
刷
淵
珂
の
処
腫
）

第
九
十
八
条

〔
同
上
］

〔
新
設
］

状
に
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
君
綱
引
制
ｌ

記
録
命
令
付
差
押
訓
え
又
は
捜
索
を
す
べ
き
事
由
を
も
記

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
規
定
）

押
釧
刺
が
令
状
の
執
行
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
場
合
に
は

そ
の
執
行
を
し
た
者
が
こ
れ
を
作
っ
て
交
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
．

（
差
押
状
等
執
行
後
の
処
置
）

書
又
は
目
録
は
、
捜
索
１
判
ヨ
翔
え
又
は
記
録
命
令
付
差

（
差
押
状
等
の
記
載
事
項
・
法
第
百
七
条
）

劃
冨
掴
州
刑
瑚
ｌ
制
当
翻
劉
叩
型
利
付
差
細
刈
幽
梱

差
押
状
、
記
録
命
令
付
差
押
状

語
！

州
剖
詞
押
‐
状
又
は
捜
索

＝

又
は
捜
索

又
は
捜
索



（
押
収
、
捜
索
の
立
会
い
）

第
百
条

ヨ
周
蜘
凶
を
発
し
な
い
で
押
収
を
す
る
と
き
は

裁
判
所
書
記
官
を
立
ち
会
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

第
九
十
九
条

［
略
］

［
削
る
］

（
決
定
の
告
知
・
法
第
百
五
十
七
条
の
一
一
等
）

第
百
七
条
の
一
一

法
第
百
五
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第

百
五
十
七
条
の
三
第
一
項
の
請
求
に
対
す
る
決
定
、
法

第
百
五
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
を
採
る

旨
の
決
定
、
法
第
百
五
十
七
条
の
五
に
規
定
す
る
措
置

を
採
る
旨
の
決
定
、
法
第
百
五
十
七
条
の
六
第
一
項
及

び
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
証
人
尋
問
を
行
う

旨
の
決
定
並
び
に
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
証
人
の

２
君
倒
糾
刑
又
は
捜
索
状
を
執
行
す
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ

れ
他
の
検
察
事
務
官
、
司
法
警
察
職
員
又
は
裁
判
所
書

記
官
を
立
ち
会
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ヨ
制
卿
珂
の
執
行
調
書
の
記
載
）

に
よ
り
提
供
さ
せ
た
愈
磁
的
記
録
に
つ
い
て
は
、
消
去

改
変
又
は

え
い
を
防
ぐ
た
め
、

相
当
の
処
置
を
し

（
差
押
状
、
記
録
命
令
付
差
押
状
の
執
行
調
書
の
記
載

第
九
十
九
条

［
同
上
］

２
記
録
命
令
付
差
押
状
の
執
行
を
し
た
者
が
第
九
十
六

条
又
は
前
条
の
処
分
を
し
た
と
き
も
、
前
項
と
同
様
と

す
る
。

（
押
収

第
百
条

す
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
他
の
検
察
事
務
官
、
司
法
警

察
職
員
又
は
裁
判
所
書
・
記
官
を
立
ち
会
わ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
決
定
の
告
知
・
法
第
百
五
十
七
条
の
二
等
）

第
百
七
条
の
二

法
第
百
五
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第

百
五
十
七
条
の
三
第
一
項
の
請
求
に
対
す
る
決
定
、
法

第
百
五
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
を
採
る

旨
の
決
定
、
法
第
百
五
十
七
条
の
五
に
規
定
す
る
措
置

を
採
る
旨
の
決
定
、
法
第
百
五
十
七
条
の
六
第
一
項
及

び
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
証
人
尋
問
を
行
う

旨
の
決
定
並
び
に
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
証
人
の

ら

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
押
収
を
す
る
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
を
立
ち
会
わ

差
押
状
、
記
録
命
令
付
差
押
状

差
持
状
又
は
記
録
命
公

捜
索
の
立
会
い
）

”
付
差
押
状
を
発
し
な
い

又
は
捜
索
状
を
執
行

四

（
尋
問
上
の
注
意
、
在
廷
証
人
）

第
百
十
三
条

［
略
］

２
証
人
が
、
法
第
百
五
十
七
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す

る
同
一
構
内
に
い
る
と
き
、
又
は
伺
条
第
二
項
に
規
定

す
る
同
一
構
内
以
外
に
あ
る
場
所
で
あ
っ
て
適
当
と
認

め
る
も
の
に
い
る
と
き
は
、
召
喚
を
し
な
い
場
合
で
も

、
こ
れ
を
尋
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
宣
誓
の
方
式
・
法
第
百
五
十
四
条
）

。
法
第
百
五
十
七
条
の
六
）

剰
刮
祁
司
剥
釧
訓
引

調
‐
判
所
は
、
法
第
百
五
十
七
閑
開
国
閏
陶

二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
っ
て
尋
問
す
劉
劉
剣
司
刊
釦

第
百
十
八
条

宣
誓
は

尋
問
及
び
供
述
並
び
に
そ
の
状
況
を
記
録
媒
体
に
記
録

す
る
旨
の
決
定
は
、
公
判
期
日
前
に
す
る
場
合
に
お
い

て
も
、
こ
れ
を
送
達
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

［
２

略
］

る
場
所
が
当
該
方
法
に
よ
っ
て
尋
問
す
る
た
め
に
適
当

（
映
像
等
の
送
受
信
に
よ
る
通
話
の
方
法
に
よ
る
尋
問

合
に
限
る
．
）
は
、
尋
問
前
に
、
証
人
の
陳
述
の
内
容

な
い
こ
と
を
誓
う
旨
を
述
べ
る
方
式
（
当
該
事
項
を
述

実
を
述
・
へ
何
事
も
隠
さ
ず
、
ま
た
、
何
事
も
付
け
加
剥

に
不
当
な
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
者

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
在
席
す
る
場
所
で
な
い
こ
と
そ
の
他
証
人
の
在
席
す

く
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、

裁
羽
所
宥

証
人
が
、
良
心
に
従
っ
て
、
真

場
所
に
在
席
す
る
場

（
宣
誓
の
方
式
・
法
第
百
五
十
四
条
）

第
百
十
八
条

宣
誓
は
、
司
詞
司
笥
に
よ
り
こ
れ
を
し
な
け

測
剤
間
な
ら
な
い
。

（
尋
問
上
の
注
意
、
在
廷
証
人
）

第
百
十
三
条

［
同
上
］

２
証
人
が
裁
判
所
の
構
内
（
第
百
七
条
の
三
に
規
定
す

剖
旬
他
の
裁
判
所
の
構
内
を
含
む
。
）

に
い
る
と
き
は
、

召
喚
を
し
な
い
場
合
で
も
、
こ
れ
を
尋
問
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

尋
問
及
び
供
述
並
び
に
そ
の
状
況
を
記
録
媒
体
に
記
録

す
る
旨
の
決
定
は
、
公
判
期
日
前
に
す
る
場
合
に
お
い

て
も
、
こ
れ
を
送
達
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

［
２

同
上
］

（
映
像
等
の
送
受
信
に
よ
る
通
話
の
方
法
に
よ
る
尋
問

．
法
第
百
五
十
七
条
の
六
）

第
百
七
条
の
三

法
第
百
五
十
七
条
の
六
第
一
一
項
の
同
一

構
内
以
外
に
あ
る
場
所
で
あ
っ
て
裁
判
所
の
規
則
で
定

め
る
も
の
は
、
同
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
尋
問
に

必
要
な
装
置
の
設
置
さ
れ
た
他
の
裁
判
所
の
構
内
に
あ

る
場
所
と
す
る
．

五

’
一
ハ



２
宣
誓
は
、
起
立
し
て
厳
粛
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

（
宣
誓
・
法

第
百
一
一
十
八
条

２
宣
誓
は
、

（
鑑
定
の
た
め
の
閲
覧
等
）

第
百
三
十
四
条

［
略
］

２
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
百
五
十
七
条
の

二
削
る
。

な
ら
な
い

［
削
る
］

園
‐
な
ら
な
い
。

［
削
る
］

が
当
該
書
面
腫
署
名
す
る
方
式
）

す
る
こ
と
を
誓
う
旨
を
述
べ
る
方
式
（
当
該
事
項
を
述

べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
裁
判
所
書

記
官
が
当
骸
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
朗
読
し
、
鑑
定

記
官
が
当
該
事
項
を
記
載
し
た
密
面
を
朗
読
し
、

証
人

人
が
当
該
書
面
に
署
名
す
る
方
式
）

I

法
第
百
六
十
六
条
）

条
［
略
］

鑑
定
人
が
、
良
心
に
従
っ
て
誠
実
に
鑑
定

に
よ
り
し
な
け
れ
ば

を
朗
読
し
、
鑑
定

に
よ
り
ｕ
‐
刺
剖
判
刈

２
宣
誓
書
に
は
、
良
心
に
従
っ
て
、
真
実
を
述
べ
何
事

も
隠
さ
ず
、
又
何
事
も
附
け
加
え
な
い
こ
と
を
誓
う
旨

を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
裁
判
長
は
、
証
人
に
宣
誓
書
を
朗
読
さ
せ
、
且
つ
こ

れ
に
署
名
押
印
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
証
人
が
宣

誓
書
を
朗
読
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
裁
判
長

は
、
裁
判
所
書
記
官
に
こ
れ
を
朗
読
さ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

４
宣
誓
は
、
起
立
し
て
厳
粛
に
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
宣
誓
・
法
第
百
六
十
六
条
）

第
百
二
十
八
条

【
同
上
一

２
宣
誓
は

司
ヨ
ヨ
罰
に
よ
り
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３
宣
誓
書
に
は
、
良
心
に
従
っ
て
誠
実
に
鑑
定
を
す
る

こ
と
を
誓
う
旨
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
鑑
定
の
た
め
の
閲
覧
等
）

第
百
三
十
四
条

［
同
上
］

２
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
百
五
十
七
条
の

七

’
八

対
‐
矧
刮
剴
到
に
規
定
す
る
記
録
媒
体
は
、
謄
写
す
る
こ
と

、
が
で
き
な
い
。

［
３

略
〕

、
（
処
分
を
す
べ
き
裁
判
官
・
法
第
百
七
十
九
条
）

第
百
三
十
七
条

証
拠
保
全
の
請
求
は
、
次
に
掲
げ
る
地

を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
又
は
簡
易
裁
判
所
の
裁
判
官

に
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

酬
副
創
者
の
剰
詞
田
叫
判

［
三
～
五

略
〕

［
２

略
］

（
差
押
え
等
の
令
状
請
求
書
の
記
載
要
件
・
法
第
二
百

十
八
条
）

第
百
五
十
五
条

差
押
え
、
捜
索
、
電
磁
的
記
録
提
供
命

制
又
は
検
証
の
た
め
の
令
状
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

－

差
し
押
さ
え
る
．
へ
き
物
、
捜
索
す
べ
き
場
所
、
身

体
若
し
く
は
物
、
提
供
さ
せ
る
べ
き
電
磁
的
記
録
、

二’
一

押
収

割
１
割
場
所
、
身
体
若
し
く
は
物

［
二
～
六

略
］

命
ず
る
も
の
に
限
る
．
）
に
よ
り
閣
圃
酬
到
詞
録
を
提

供
さ
せ
る
こ
と
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
押
収
す

今
へ
き
物
の
所
在
地

提
供
さ
せ
る
．
へ
き
者
及
び
提
供
の
方
法

’
’
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を

電
剖
瑚
町
詞
録
提
供
命
令
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
受

（
電
磁
的
記
録
提
供
命
令

（
法
第
百
二
条
の

入
は
樹
詞
射
刈

対
‐
痢
呵
割
到
に
規
定
す
る
記
録
媒
体
は
、
謄
写
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

［
３

同
上
］

（
処
分
を
す
べ
き
裁
判
官
・
法
第
百
七
十
九
条
）

第
百
三
十
七
条

［
同
上
］

を
記
録
さ
せ
又
は
印
刷
さ
せ
る
べ
き
者
の
現
在
地

「
三
～
五

同
上
〕

「
２

同
上
］

ｒ

（
差
押
え
等
の
令
状
請
求
書
の
記
載
要
件
・
法
第
二
百

十
八
条
）

第
百
五
十
五
条

差
押
え
、
記
録
命
令
付
差
押
え
、
捜
索

又
は
検
証
の
た
め
の
令
状
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

’二
記
録
命
令
付
差
押
え
に
つ
い
て
は
、

電
磁
的
記
録

一
九

一

押
収
（
詞
剖
函
耐
令
付
差
栩
え
を
除
く
．
）
に
つ
い

て
は
、
押
収
す
ぺ
き
物
の
所
在
地

一

差
し
押
さ
え
る
べ
き
物
、
記
録
さ
せ
若
し
く
は
印

は
検
証
す
べ
き
場
所
、
身
体
若
し
く
は
物

［
二
～
六

同
上
］

別
１
劃
‐
過
る
べ
き
電
磁
的
記
録
及
び
こ
れ
を
記
録
さ
せ

若
し
く
は
印
刷
さ
せ
る
べ
き
者
又
は
捜
索
し
若
し
く

二
○



二
百
十
九
条
）

第
百
五
十
七
条
の
三

２
身
体
検
査
令
状
の
請
求
書
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る

事
項
の
ほ
か
、
法
第
二
百
十
八
条
第
八
項
に
規
定
す
る

事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
３

略
〕

剛
制
團
瑚
詞
録
提
供
命
令
の
令
状
に
は
、
正
当
な
理
由
が

命
令
に
違
反
し
た
と
き
は
、
法
第
一
一
百
一
一
十
二
条
の
二

な
く
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
電
磁
的
記
録
提
供

十’ き
ば
、
そ
の
旨
、
事
由
及
び
同
項
の
規
定
に
よ
り
漏

ら
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
命
ず
べ
き
期
間

刈
潰
‐
痢
。
百
一
一
十
一
一
条
第
八
項
の
許
可
を
謂
求
す
る

と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
立
ち
入
る
べ
き
住
居
、
酬
詞
「

、
建
造
物
又
は
燗
引
綱

八’
七

日
出
前
、
Ｒ
没
後
に
差
押
え
、
捜
索
又
は
検
証
を

す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
旨
及
び
事
由

（
電
砺
酌

由’

す
る
住
居
、
邸
宅
、
建
造
物
又
は
船
舶
に
お
い
て
、

Ｒ
出
前
、
日
没
後
に
、
国
別
哨
瑚
胆
録
提
供
命
令
を
す

る
場
合
に
お
け
る
法
第
二
百
二
十
二
条
第
一
項
に
お

提
示
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
旨
及
び
事

い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
条
の
規
定
に
よ
る
令
状
の

前
号
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、

同
号
に
規
定

法
第
二
百
十
八
条
第
三
項
の
許
可
を
請
求
す
る
と

法
第
二
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
る

載
要
件
・
法
第

２
身
体
検
査
令
状
の
請
求
書
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る

事
項
の
ほ
か
、
法
第
一
一
百
十
八
条
第
五
項
に
規
定
す
る

事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
３

同
上
］

一
新
設
一

七
日
出
前
刻
剖
叫
日
没
後
に
差
押
え
Ⅷ
ｌ
記
録
命
令
付
差

掴
馴
制
ｌ
捜
索
又
は
検
証
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は

、

そ
の
旨
及
び
事
由

〔
新
設
］

一
新
殿
室

一
新
設
酉

二

二

二

よ
り
刑
罰
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
旨
を
も
肥
載
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
副
ｌ

（
呼
称
の
定
め
等
・
法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
等
）

第
百
七
十
六
条
の
二

［
略
〕

［
２
．
３

略
］

４
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、

第
一
項
に
規
定

す
る
個
人
特
定
事
項
に
係
る
名
称
が
氏
名
で
あ
り
、
そ

の
氏
名
に
係
る
者
が
当
該
事
件
の
訴
訟
に
関
す
る
書
類

の
規
定
に
よ
り
刑
罰
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
旨
を

も
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
法
第
一
一
百
十
八
条
第
三
項
の
許
可
を
す
る
と
き
は
、

正
当
な
理
由
が
な
く
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違

反
し
た
と
き
は
、
法
第
二
百
二
十
二
条
の
こ
の
規
定
に

に
署
名
す
べ
き
と
き
は
、
署
名
に
代
え
て
同
項
の
規
定

に
よ
り
定
め
ら
れ
た
呼
称
を
自
書
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
こ
の
場
合
に
お
け
る
第
三
十
八
条
第
六
項
、
第
五
十

一
一
条
の
五
第
一
一
項
第
四
号
及
び
第
三
項
、
第
五
十
二
条

の
十
五
第
二
項
第
四
号
及
び
第
三
項
、
第
六
十
条
並
び

に
第
百
十
八
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

第
三
十
八
条
第
六
項
、
第
五
十
二
条
の
五
第
三
項
到
制
『

第
五
十
二
条
の
十
五
第
三
項
中
「
署
名
押
印
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
署
名
押
印
さ
せ
、
又

は
第
百
七
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら

れ
た
呼
称
を
自
害
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、

第

五
十
二
条
の
五
第
二
項
第
四
号
及
び
第
五
十
二
条
の
十

五
第
二
項
第
四
号
中
「
署
名
押
印
さ
せ
る
一
と
あ
る
の

（
呼
称
の
定
め
等
・
法
第
一
一
百
七
十
一
条
の
二
等
）

第
百
七
十
六
条
の
二

［
同
上
］

［
２
．
３

同
上
］

４
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
に
規
定

す
る
個
人
特
定
事
項
に
係
る
名
称
が
氏
名
で
あ
り
、

そ

の
氏
名
に
係
る
者
が
当
該
事
件
の
訴
訟
に
関
す
る
書
類

に
署
名
す
．
へ
き
と
き
は
、
署
名
に
代
え
て
同
項
の
規
定

に
よ
り
定
め
ら
れ
た
呼
称
を
自
害
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
こ
の
場
合
に
お
け
る
第
三
十
八
条
第
六
項
、
第
五
十

二
条
の
五
第
二
項
第
四
号
及
び
第
三
項
、
第
五
十
二
条

の
十
五
第
二
項
第
四
号
及
び
第
三
項
、
第
六
十
条
並
び

に
第
百
十
八
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

第
三
十
八
条
第
六
項
、
第
五
十
一
一
条
の
五
第
三
項
１
１
鋼

五
十
二
条
の
十
五
第
三
項
及
び
第
百
十
八
条
第
三
項
中

「
署
名
押
印
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
と
あ
る
の
は

「
署
名
押
印
さ
せ
、
又
は
第
百
七
十
六
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
呼
称
を
自
書
さ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
一
と
、
第
五
十
二
条
の
五
第
二
項
第
四
号

及
び
第
五
十
二
条
の
十
五
第
一
一
項
第
四
号
中
「
署
名
押

二
唖 二

三



（
呼
弥
の
定
め
等
・
法
第
二
百
九
十
九
条
の
四
等
）

第
百
七
十
八
条
の
十

［
略
］

［
２
．
３

略
］

４
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、

第
一
項
の
規
定

は
「
署
名
押
印
さ
せ
、
又
は
第
百
七
十
六
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
呼
称
を
自
書
さ
せ
る
」

と
、
第
六
十
条
中
「
を
記
載
し
て
署
名
押
印
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
を
記
載
し
て
、
署
名
押

印
し
、
又
は
第
百
七
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
定
め
ら
れ
た
呼
称
を
自
書
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
、
第
百
十
八
条
第
一
項
中
「
署
名
す
る
」
と
あ
る
の

固
‐
Ｊ
署
名
し
、
又
は
第
百
七
十
六
条
の
二
第
一
項
の
剥

定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
呼
称
を
自
書
す
る
」
と
す
る
。

に
よ
る
氏
名
に
代
わ
る
呼
称
の
定
め
が
あ
り
、
そ
の
氏

名
に
係
る
者
が
当
該
事
件
の
訴
訟
に
関
す
る
書
類
に
署

名
す
。
へ
き
と
き
は
、
署
名
に
代
え
て
同
項
の
規
定
に
よ

り
定
め
ら
れ
た
呼
称
を
自
書
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
場
合
に
お
け
る
第
三
十
八
条
第
六
項
、
第
五
十
二
条

の
五
第
一
一
項
第
四
号
及
び
第
三
項
、
第
五
十
二
条
の
十

五
第
二
項
第
四
号
及
び
第
三
項
、
第
六
十
条
並
び
に
識
，

百
十
八
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三

十
八
条
第
六
項
、
第
五
十
二
条
の
五
第
三
項
到
制
副
剰
到

十
二
条
の
十
五
第
三
項
中
「
署
名
押
印
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
署
名
押
印
さ
せ
、
又
は
第

百
七
十
八
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

呼
称
を
自
書
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
と
、
第
五
十

（
呼
称
の
定
め
等
・
法
第
二
百
九
十
九
条
の
四
等
）

第
百
七
十
八
条
の
十

［
同
上
］

「
２
．
３

同
上
一

４
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
規
定

印
さ
せ
る
」
と
あ
る
の
は
「
署
名
押
印
さ
せ
、

又
は
第

百
七
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

呼
称
を
自
書
さ
せ
る
」
と
、
第
六
十
条
中
「
を
記
載
し

て
署
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
あ
る
の
は

「

を
記
載
し
て
、
署
名
押
印
し
、
又
は
第
百
七
十
六
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
呼
称
を
自
書
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
と
詞
剖
到
．

に
よ
る
氏
名
に
代
わ
る
呼
称
の
定
め
が
あ
り
、

そ
の
氏

名
に
係
る
者
が
当
該
事
件
の
訴
訟
に
関
す
る
書
類
に
署

名
す
。
へ
き
と
き
は
、
署
名
に
代
え
て
同
項
の
規
定
に
よ

り
定
め
ら
れ
た
呼
称
を
自
書
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ

の
場
合
に
お
け
る
第
三
十
八
条
第
六
項
、
第
五
十
二
条

の
五
第
二
項
第
四
号
及
び
第
三
項
、
第
五
十
二
条
の
十

五
第
二
項
第
四
号
及
び
第
三
項
、
第
六
十
条
並
び
に
荊

百
十
八
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三

十
八
条
第
六
項
、
第
五
十
二
条
の
五
第
三
項
１
１
痢
封
判
荊

二
条
の
十
五
第
三
項
及
び
第
百
十
八
条
第
三
項
中
「
署

名
押
印
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
署

名
押
印
さ
せ
、
又
は
第
百
七
十
八
条
の
十
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
呼
称
を
自
書
さ
せ
な
け
れ
ば
な

二

石

’
一
一
〈

（
還
付
等
に
関
す
る
規
定
の
活
用
）

第
百
七
十
八
条
の
十
七

検
察
官
は
、
公
訴
の
提
起
後
は

定
の
活
用
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
判
前
整
理
手
続
調
書
の
記
載
要
件
・
法
第
三
百
十

六
条
の
十
二
）

第
二
百
十
七
条
の
十
五

公
判
前
整
理
手
続
調
書
に
は
、

、
そ
の
事
件
に
関
し
押
収
し
て
い
る
物
又
は
電
磁
的
記

録
提
供
命
令
（
法
第
百
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
口
に

掴
‐
明
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）

に
よ
り
移
転
さ
せ
た
電
磁
的
調
討
函
に
つ
い
て
、
被
告
人

及
び
弁
護
人
が
訴
訟
の
準
備
を
す
る
に
当
た
り
な
る
べ

く
そ
の
物
又
は
電
磁
的
記
録
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
す
る
た
め
、
法
第
二
百
二
十
二
条
第
一
項
の

二
条
の
五
第
二
項
第
四
号
及
び
第
五
十
一
一
条
の
十
五
第

一
一
項
第
四
号
中
「
署
名
押
印
さ
せ
る
」
と
あ
る
の
は
「

署
名
押
印
さ
せ
、
又
は
第
百
七
十
八
条
の
十
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
呼
称
を
自
書
さ
せ
る
」
と

第
六
十
条
中
「
を
記
載
し
て
署
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
を
記
載
し
て
、
署
名
押
印
し

、
又
は
第
百
七
十
八
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定

め
ら
れ
た
呼
称
を
自
書
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〕
と
Ⅷ
Ｉ

規
定

署
名
し
、
又
は
第
百
七
十
八
条
の
十
第
一
項
の
剥
劃
倒
回

第
百
十
八
条
第
一
項
中
「
署
名
す
る
」
と
あ
る
の
は
「

よ
り
定
め
ら
れ
た
呼
称
を
自
書
す
る
一
と
す
る

ｂ
第
三
項
ま
で
及
び
第
百
二
十
三
条
の
二
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
洲

の
規

（
還
付
等
に
関
す
る
規
定
の
活
用
）

第
百
七
十
八
条
の
十
七

検
察
官
は
、
公
訴
の
提
起
後
は

（
公
判
前
整
理
手
続
調
書
の
記
載
要
件
・
法
第
三
百
十

六
条
の
十
一
一
）

第
二
百
十
七
条
の
十
五

［
同
上
］

ら
な
い
」
と
、
第
五
十
二
条
の
五
第
二
項
第
四
号
及
び

第
五
十
二
条
の
十
五
第
二
項
第
四
号
中
「
署
名
押
印
さ

せ
る
」
と
あ
る
の
は
「
署
名
押
印
さ
せ
、
又
は
第
百
七

十
八
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
呼
称

を
自
書
さ
せ
る
」
と
、
第
六
十
条
中
「
を
記
載
し
て
署

名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
を
記

載
し
て
、
署
名
押
印
し
、

又
は
第
百
七
十
八
条
の
十
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
呼
称
を
自
書
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
詞
副
『
。

準
用
さ
れ
る
法
第
百
二
十
三
条
（
押
収
物
の
還
付
等
）

、
そ
の
事
件
に
関
し
押
収
し
て
い
る
物
に
つ
い
て
、

被

告
人
及
び
弁
護
人
が
所
訟
の
準
備
を
す
る
に
当
た
り
な

る
べ
く
そ
の
物
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す

る
た
め
、
法
第
二
百
二
十
一
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

の
規
定
の
活
用
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

二
七

二
八



及
び
そ
の
事
由

州
～
。
判
１
可

［
略
］

［
２

略
］

（
準
用
規
定
）

第
二
百
十
七
条
の
二
十
九

期
日
間
整
理
手
続
に
つ
い
て

は
、
前
款
（
第
二
百
十
七
条
の
十
九
を
除
く
。
）

の
規

定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規

九’八’ 七’

定
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
公
判
前
整
理
手
続
期
日

」
と
あ
る
の
は
「
期
日
間
整
理
手
続
期
日
」
と
、

「
公

判
前
整
理
手
続
調
書
」
と
あ
る
の
は
「
期
日
間
整
理
手

続
調
書
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
第
二
百
十
七
条
の
二

か
ら
第
二
百
十
七
条
の
四
ま
で
の
見
出
し
中

「
第
三
百

十
六
条
の
一
ご
と
あ
る
の
は
「
第
三
百
十
六
条
の
一
一
十

八
」
と
、
第
二
百
十
七
条
の
三
及
び
第
二
百
十
七
条
の

四
中
「
第
三
百
十
六
条
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は

「

第
三
百
十
六
条
の
二
十
八
第
一
項
」
と
、
第
二
百
十
七

条
の
五
か
ら
第
二
百
十
七
条
の
十
一
一
ま
で
の
見
出
し
、

第
二
百
十
七
条
の
十
四
（
見
出
し
を
含
む
。
）
、

第
二

百
十
七
条
の
十
五
か
ら
第
二
百
十
七
条
の
十
八
ま
で
の

見
出
し
、
第
二
百
十
七
条
の
二
十
第
一
項
、
第
二
百
十

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

［
一
～
六

略
］

せ
な
か
っ
た
と
き
は
、

そ
の
事
由

通
訳
人
が
宣
誓
、
通
訳
又
は
供
述
を
拒
ん
だ
こ
と

通
訳
人
の
宣
誓
の
有
無
及
び
通
訳
人
に
宣
誓
を
さ

J■■

略
一

川
～
判
剖
州

［
同
上
］

［
２

同
上
］

（
準
用
規
定
）

第
二
百
十
七
条
の
二
十
九

期
日
間
整
理
手
続
に
つ
い
て

は
、
前
款
（
第
二
百
十
七
条
の
十
九
を
除
く
。
）

の
規

定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

こ
れ
ら
の
規

定
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
公
判
前
整
理
手
続
期
日

」
と
あ
る
の
は
「
期
日
間
整
理
手
続
期
日
」
と
、

「
公

判
前
整
理
手
続
調
書
」
と
あ
る
の
は
「
期
日
間
整
理
手

続
調
書
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
第
二
百
十
七
条
の
一
一

か
ら
第
二
百
十
七
条
の
四
ま
で
の
見
出
し
中
「
第
三
百

十
六
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
百
十
六
条
の
二
十

八
」
と
、
第
二
百
十
七
条
の
三
及
び
第
二
百
十
七
条
の

四
中
「
第
三
百
十
六
条
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「

第
三
百
十
六
条
の
一
一
十
八
第
一
項
一
と
、
第
一
一
百
十
七

条
の
五
か
ら
第
二
百
十
七
条
の
十
二
ま
で
の
見
出
し
、

第
二
百
十
七
条
の
十
四
（
見
出
し
を
含
む
。
）
、

第
二

百
十
七
条
の
十
五
か
ら
第
二
百
十
七
条
の
十
八
ま
で
の

見
出
し
、
第
一
一
百
十
七
条
の
二
十
第
一
項
、
第
二
百
十

七
〔
同
上
］

［
新
設
］

［
｜
～
六

同
上
］

［
新
設
〕

三

○

二
九

七
条
の
二
十
一
の
見
出
し
、
第
二
百
十
七
条
の
二
十
二

（
見
出
し
を
含
む
。
）
、

第
二
百
十
七
条
の
一
一
十
三
の

見
出
し
、
第
二
百
十
七
条
の
二
十
四
（
見
出
し
を
含
む

。
）
、
第
二
百
十
七
条
の
二
十
五
の
見
出
し
、
第
二
百

十
七
条
の
一
一
十
六
（
見
出
し
を
含
む
。
）
、
第
二
百
十

七
条
の
二
十
七
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
並
び
に
前

条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
法
」
と
あ
る
の
は
「
法

第
三
百
十
六
条
の
二
十
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
」
と
、
第
二
百
十
七
条
の
十
五
第
一
項
第
十
九
号
中

「
第
三
百
十
六
条
の
二
十
三
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「

第
三
百
十
六
条
の
二
十
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
三
百
十
六
条
の
一
一
十
三
第
三
項
」
と
、
同
‐
囿
到
到
斗

Ｈ
割
引
刊
中
「
第
百
五
十
七
条
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の

は
「
第
百
五
十
七
条
の
二
第
一
項
又
は
第
百
五
十
七
条

の
三
第
一
項
」
と
、
「
第
三
百
十
六
条
の
五
第
九
号
」

と
あ
る
の
は
「
第
三
百
十
六
条
の
一
一
十
八
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
三
百
十
六
条
の
五
第
九
号
」
と
、

第
二
百
十
七
条
の
十
七
中
「
第
一
回
公
判
期
日
」
と
あ

る
の
は
「
期
日
間
整
理
手
続
終
了
後
の
最
初
の
公
判
期

日
」
と
、
第
二
百
十
七
条
の
二
十
の
見
出
し
中
「
第
三

百
十
六
条
の
十
三
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
百
十
六
条
の

二
十
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
百
十
六
条

の
十
三
』
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
百
十
六
条
の
十

七
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
百
十
六
条
の
一
一
十
八

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
百
十
六
条
の
十
七

第
一
項
」
と
、
第
二
百
十
七
条
の
二
十
五
中
「
第
三
百

七
条
の
二
十
一
の
見
出
し
、
第
二
百
十
七
条
の
二
十
二

（
見
出
し
を
含
む
。
）
、
第
二
百
十
七
条
の
二
十
三
の

見
出
し
、
第
二
百
十
七
条
の
二
十
四
（
見
出
し
を
含
む

。
）
、
第
二
百
十
七
条
の
二
十
五
の
見
出
し
、
第
一
一
百

十
七
条
の
二
十
六
（
見
出
し
を
含
む
。
）
、
第
二
百
十

七
条
の
二
十
七
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
並
び
に
前

条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
法
」
と
あ
る
の
は
「
法

第
三
百
十
六
条
の
二
十
八
第
一
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
」
と
、
第
二
百
十
七
条
の
十
五
第
一
項
第
十
七
号
中

「
第
三
百
十
六
条
の
二
十
三
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「

第
三
百
十
六
条
の
二
十
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
三
百
十
六
条
の
二
十
三
第
三
項
」
と
、
同
矧
息
羽
打

川
副
引
矧
中
「
第
百
五
十
七
条
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の

は
「
第
百
五
十
七
条
の
一
一
第
一
項
又
は
第
百
五
十
七
条

の
三
第
一
項
」
と
、

「
第
三
百
十
六
条
の
五
第
九
号
」

と
あ
る
の
は
「
第
三
百
十
六
条
の
二
十
八
第
一
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
三
百
十
六
条
の
五
第
九
号
」
と
、

第
二
百
十
七
条
の
十
七
中
「
第
一
回
公
判
期
日
」
と
あ

る
の
は
「
期
日
間
整
理
手
続
終
了
後
の
最
初
の
公
判
期

日
」
と
、
第
二
百
十
七
条
の
二
十
の
見
出
し
中
「
第
三

百
十
六
条
の
十
三
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
百
十
六
条
の

二
十
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
百
十
六
条

の
十
三
一
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
百
十
六
条
の
十

七
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
百
十
六
条
の
二
十
八

Ｆ

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
百
十
六
条
の
十
七

第
一
項
」
と
、
第
二
百
十
七
条
の
二
十
五
中
「
第
三
百

三三



十
六
条
の
一
一
十
三
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
百
十

六
条
の
二
十
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
百

十
六
条
の
二
十
三
第
一
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

づ〔》。（
差
押
え
等
の
令
状
請
求
書
の
記
載
要
件
・
法
第
五
百

九
条
）

第
二
百
九
十
五
条
の
六

法
第
五
百
九
条
の
規
定
に
よ
る

九1

た
め
の
令
状
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・

一

差
し
押
さ
え
る
◆
へ
き
物
、
捜
索
す
べ
き
場
所
、
身

体
若
し
く
は
物
、
提
供
さ
せ
る
ぺ
剖
調
到
磁
酬
到
銅
矧
１
１

差
押
え

十’ 剖
到
『
場
所
、
身
体
若
し
く
は
物

［
二
～
七

略
］

八
日
出
前
、
日
没
後
に
差
押
え
、
捜
索
又
は
検
証
を

す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
事
由

提
供
さ
せ
る

日
出
前
、
日
没
後
に
、
劇
‐
闘
醐
割
山
録
提
供
命
令
を
す

求
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
立
ち
入
る
べ
き
住
居

準
用
す
る
法
第
二
百
二
十
二
条
第
八
項
の
許
可
を
請

す
る
住
居
、
邸
宅
、
建
造
物
又
は
船
舶
に
お
い
て
、

る
場
合
に
お
け
る
法
第
五
百
十
三
条
第
一
項
又
は
第

削
号
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
副
倒
制
詞
召
画

邸
宅
、
建
造
物
又
は
船
燗

法
第
五
百
十
三
条
第
一
項
又
は
第
六
項
に
お
い
て

轄
堂
系
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
又
は
検
証
の

き
者
及
び
提
供
の
方
法
又
は

；

十
六
条
の
二
十
三
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
一
一
百
十

六
条
の
二
十
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
百

十
六
条
の
二
十
三
第
一
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。（
差
押
え
等
の
令
状
請
求
書
の
記
載
要
件
・
法
第
五
百

九
条
）
・

第
二
百
九
十
五
条
の
六

法
第
五
百
九
条
の
規
定
に
よ
る

差
押
え
、
詔
劃
酎
制
令
付
差
押
え
、
捜
索
又
は
検
証
の
た

め
の
令
状
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

’
差
し
押
さ
え
る
べ
き
物
、
記
録
さ
せ
若
し
く
は
印

刷
さ
せ
る
べ
き
電
剖
鞘
珂
詞
録
及
び
こ
れ
を
記
録
さ
せ

若
し
く
は
印
刷
さ
せ
る
．
へ
き
者
又
は
捜
索
し
若
し
く

は
検
証
す
．
へ
き
場
所
、
身
体
若
し
く
は
物

［
二
～
七

同
上
］

八
日
出
前
刻
剖
叫
日
没
後
に
差
押
え
Ⅷ
ｌ
調
録
命
令
付
差

押
え
、
捜
索
又
は
検
証
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は

、
そ
の
旨
及
び
事
由

［
新
散
］

［
新
設
］

＝

＝＝

二

冨三

四

第
二
百
九
十
五
条
の
十

五
条
）

第
二
百
九
十
五
条
の
十

一

〔
略
］

（
準
用
規
定
等
）

第
二
百
九
十
五
条
の
＋
｜
’

［
略
］

２
第
四
十
一
条
、
第
四
十
三
条
及
び
第
一
編
第
九
章
の

規
定
（
第
百
条
第
一
項
の
規
定
を
除
く
．
）
は
裁
判
所

又
は
裁
判
官
が
法
第
五
百
十
一
条
及
び
第
五
百
十
二
条

の
規
定
に
よ
っ
て
す
る
押
収
又
は
捜
索
に
つ
い
て
、
第

百
一
条
の
規
定
は
裁
判
所
又
は
裁
判
官
が
法
第
五
百
十

一
条
の
規
定
に
よ
っ
て
す
る
検
証
に
つ
い
て
、
第
四
十

一
条
、
第
九
十
三
条
、
第
九
十
八
条
及
び
第
百
条
第
一

項
の
規
定
は
裁
判
所
又
は
裁
判
官
が
法
第
五
百
十
一
条

旨
及
び
事
由

［
２
．
３

略
］

‐
司
咽
磁
的
記
録
提
供
命
令
の
令
状
の
記
載
要
件
・
法
第

五
百
十
条
）

理
由
が
な
く
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
電
刺
駒
叫
記
録
提
供

命
令
に
違
反
し
た
と
き
は
、
法
第
五
百
十
三
条
の
こ
の

割
当
国
伺
よ
り
刑
罰
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
旨
を
も

記
Ｊ
胡
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
よ
る
国
醗
脳
副
吾
闇
竪
提
供
命
令
の
令
状
に
は
魁
ｌ
正
当
な

の
二
の
規
定
に
よ
っ
て
す
る
電
磁
的
記
録
提
供
命
令

（

（
鑑
定
処
分
許
可
請
求
書
の
記
載
要
件
・
法
第
五
百
十

詞
間
刺
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
条
の
規
定
に
ょ

る
令
状
の
提
示
を
す
る
必
要
が
あ
る
し
｜
き
は
、

そ
の

法
‐
第
五
百
九
条
第
一
項
の
規
定

五
条
）

第
二
百
九
十
五
条
の
十

［
同
上
］

（
準
用
規
定
等
）

第
二
百
九
十
五
条
の
十
一

［
同
上
］

２
第
四
十
三
条
及
び
第
一
編
第
九
章
の
規
定
（
第
百
条

第
一
項
の
規
定
を
除
く
。
）
は
裁
判
所
又
は
裁
判
官
が

法
第
五
百
十
一
条
及
び
第
五
百
十
二
条
の
規
定
に
よ
っ

て
す
る
押
収
又
は
捜
索
に
つ
い
て
、
第
百
一
条
の
規
定

は
裁
判
所
又
は
裁
判
官
が
法
第
五
百
十
一
条
の
規
定
に

よ
っ
て
す
る
検
証
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
・

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
三
条
第
一
項
中
「
被
告

人
若
し
く
は
被
疑
者
」
と
あ
る
の
は
、

「
裁
判
の
執
行

を
受
け
る
者
一
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

戸
２
．
３

同
上
］

［
新
設
］

（
鑑
定
処
分
許
可
請
求
書
の
記
載
要
件
・
法
第
五
百
十

三
五
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（
少
年
審
判
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

少
年
審
判
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
．

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
七

（
押
収
、
捜
索
、
検
証
、
圏
詞
呵
劉
田
司
・
法
第
六
条
の

五
）

第
九
条
の
一
一

刑
事
訴
訟
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
最
高
裁

判
所
規
則
第
三
十
二
号
）
中
、
司
法
替
察
職
員
の
行
う

捌
収
（
刑
事
訴
訟
法
第
百
二
条
の
二
第
一
項
に
規
謁
飼
引

備
考

表
中
の

［
］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記

画

で
あ
る
。

二
３
．
４

略
宮

令
（
同
号
口
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も

副
Ｈ
Ｈ
隅
刻
別
Ｊ
１
、
検
証
及
び
鑑
定
の
嘱
託
に
関
す
る
規

。
）
、
捜
索
、
同
項
に
規
定
す
る
翻
制
割
呵
詞
録
提
供
命

当
闘
園
詞
鞘
醐
記
録
提
供
命
令
に
よ
り
電
磁
的
記
録
を
提

供
さ
せ
る
こ
と
を
含
む
。
）

に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
三
条
第
一
項

中
「
被
告
人
若
し
く
は
被
疑
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
裁

判
の
執
行
を
受
け
る
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）

を
含
む

改
正
後

｜
号
イ
に
掲
げ
る

第
九
条
の
二

刑
事
訴
訟
規
則
（
昭
和
一
一
十
三
年
最
高
裁

判
所
規
則
第
三
十
二
号
）
中
、
司
法
警
察
職
員
の
行
う

翔
刺
１
釧
男
調
、
検
証
及
び
鑑
定
の
嘱
託
に
関
す
る
規
定

（
同
規
則
第
百
五
十
八
条
の
二
か
ら
第
百
五
十
八
条
の

八
ま
で
を
除
く
。
）
は
、
法
第
六
条
の
五
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
押
収
、
捜
索
、
検
証
及
び
鑑
定
の
嘱
託
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

二
３
．
４

同
上
］

（
押
収
、
捜
索
、
検
証
、
鋼
対
鳳
割
四
・
法
第
六
条
の
五

改
正
前

三
八

（
少
年
の
保
護
事
件
に
係
る
補
償
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

少
年
の
保
護
事
件
に
係
る
補
償
に
関
す
る
規
則
（
平
成
四
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

検
証
及
び
鑑
定
の
嘱
託
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
証
人
尋
問
等
・
法
第
十
四
条
等
）

第
十
九
条

刑
事
訴
訟
規
則
中
、
裁
判
所
の
行
う
証
人
尋

問
、
鑑
定
、
通
訳
、
翻
訳
、
検
証
、
栩
州
判
利
刑
事
訴
訟

供
命
令
（
同
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供

を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
‐
）

を
含
む
。
）
、
捜
索
及
び

同
項
に
規
定
す
る
鬮
剖
鞘
町
詞
録
提
供
命
令
（
同
号
口
に

掴
‐
制
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）

に
関
す
る
規
定
は
、
保
護
事
件
の
性
質
に
反
し
な
い
限

り
、
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
証
人
尋
問
、

鑑
定
、
通
訳
及
び
翻
訳
並
び
に
法
第
十
五
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
検
証
、
押
収
、
捜
索
及
び
閣
刺
国
呵
詞
回
留
瑚

関
型
珊
司
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

法
第
百
二
条
の
二
第
一
項
に
詞
路
届
麓
図
画
園
』
局
蘭
團
開
閏
聞
盤

の
八
ま
で
を

規
定
に
よ
る

定
（
同
規
則
第
百
五
十
八
条
の
二
か
ら
第
百
五
十
八
条

の
八
ま
で
を
除
く
。
）
は
、
法
第
六
条
の
五
第
一
項
の

（
調
査
）

押
収
、
捜
索
、
闇
‐
閏
的
記
録
提
供
命
令

改
正
後

（
証
人
尋
問
等
・
法
第
十
四
条
等
）

第
十
九
条

刑
事
訴
訟
規
則
中
、
裁
判
所
の
行
う
証
人
尋

問
、
鑑
定
、
通
訳
、
翻
訳
、
検
証
、
翔
収
及
び
捜
索
に

関
す
る
規
定
は
、
保
護
事
件
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り

、

法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
証
人
尋
問
、
鑑

定
、
通
訳
及
び
翻
訳
並
び
に
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
検
証
、
押
収
副
制
劉
当
荊
に
つ
い
て
準
用
す
る

（
調
査
）

改
正
前

聖
（

三
九



（
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措
置
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
最

第
七
条

「
略
］

２
少
年
審
判
規
則
第
十
二
条
、
第
十
九
条
（
検
証
、
州
‐

収
（
刑
事
訴
訟
法
第
百
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

倒
閣
瑚
醐
記
録
提
供
命
令
（
同
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
方

法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
．
）
を
含
む
。

）
、
捜
索
及
び
同
項
に
規
定
す
る
図
翻
飼
馴
記
録
提
供
命

令
（
同
号
口
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も

の
に
限
る
。
）
に
係
る
部
分
を
除
く
．
）
及
び
第
十
九

条
の
二
の
規
定
は
、
法
第
七
条
の
調
査
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

高
裁
判
所
規
則
第
十
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分

（
［

］
で
注
記
し
た
項
番
号
を
含
む

。
）
に
一
一
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も

の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応

す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
．

備
考

表
中
の

［
］

；
劇

改
正
後

記
載
は
注
記
で
あ
る

第
七
条

「
同
上
］

２
少
年
審
判
規
則
第
十
二
条
、
第
十
九
条
（
検
証
、
州
‐

耐
薗
鴎
睡
閲
麗
幽
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
第
十
九
条

の
一
一
の
規
定
は
、
法
第
七
条
の
調
査
に
つ
い
て
準
用
す

》（》⑥（
証
人
等
の
宣
誓
）

第
三
十
一
条

証
人
の
宣
誓
は
、
尋
問
の
前
に
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
特
別
の
事
由
が
あ
る
と
き

は
、
尋
問
の
後
に
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

改
正
前

一
胆
二四

二

（
鑑
定
人
の
宣
誓
）

’

第
三
十
二
条

［
１
］

ぱ
な
ら
な
い
．

た
だ
し
、
鑑
定
人
が
こ
れ
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
裁
判
長
は
、
鑑
定
人
に
宣
誓

書
（
良
心
に
従
っ
て
誠
実
に
鑑
定
す
る
こ
と
を
誓
う
旨

を
記
載
し
た
書
面
を
い
う
。
第
三
項
及
び
第
五
項
に
お

こ
と 鑑
定
人
に
対
し
、
良
心
に
従
っ
て
誠
実
に
躍
定
す
る

を
誓
う
旨
を
述
・
へ
さ
せ
る
方
式
に
よ
り
し
な
け
れ

鑑
定
人
の
宣
誓
は
、
鋼
‐
判
團
剰
列

３
裁
判
長
は
、
証
人
に
宣
誓
書
を
朗
読
さ
せ
、
か
つ
、

こ
れ
に
署
名
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
証
人
が
宣
誓

書
を
朗
読
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
裁
判
長
は

、

裁
判
所
書
記
官
に
こ
れ
を
朗
読
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

４
裁
判
長
は
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
前
段
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
前
段
に
規
定
す
る
署
名
に

代
え
て
、
宣
誓
書
に
宣
誓
の
趣
旨
を
理
解
し
た
旨
の
記

載
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
前
二
項
の
宣
誓
書
に
は
、
良
心
に
従
っ
て
真
実
を
述

・へ、
何
事
も
隠
さ
ず
、
ま
た
、
何
事
も
付
け
加
え
な
い

２
宣
誓
は
、
起
立
し
て
厳
粛
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

こ
と
を
誓
う
旨
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
裁
判
長
は
、
宣
誓
の
前
に
、
宣
誓
の
趣
旨
を
説
明
し

、

か
つ
、
偽
証
の
罰
を
告
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
前
各
項
の
規
定
は
、
当
事
者
本
人
の
尋
問
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

（
鑑
定
人
の
宣
誓
）

第
三
十
二
条

［
１
］

鑑
定
人
の
宣
誓
書
に
は
、
良
心

に
従
っ
て
誠
実
に
鑑
定
を
す
る
こ
と
を
誓
う
旨
を
記
載

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い

四

三

肥
一
匹



整
規
定
）

第
五
条

』

第
五
条

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
が
民
事
訴
訟
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
六

年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
四
号
）
の
施
行
の
日
前
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措
置
に
関
す
る
規

則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付

し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も

の
は
、

こ
れ
を
加
え
る
。

５
［
略
］

４
鋼
判
長
は
、
宣
誓
の
前
に
、
宣
誓
の
趣
旨
を
湖
刎
到
り

３
裁
判
長
は
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
第
一
項
た
だ

２
宣
誓
は
、
起
立
し
て
厳
粛
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

備
考

表
中
の

［
］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記

で
あ
る
。

（
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
調

Ｍ
１
洲
っ
、
虚
偽
鑑
定
の
罰
を
告
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

を
朗
読
さ
せ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

．’

し
た
旨
の
記
載
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
‐

す
る
署
名
に
代
え
て
、
宣
誓
書
に
宣
誓
の
趣
旨
を
理
解

し
害
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

同
項
た
だ
し
書
に
規
定

い
て
同
じ
。
）
に
署
名
さ
せ
、
裁
判
所
書
記
官
に
こ
れ

３
［
同
上
］

１２
前
条
第
一
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
六
項
の
規
定

は
、
鑑
定
人
に
宣
誓
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
殖
用
す
る

［
新
設
宮

［
新
設
臣

四
一
五

塑
六

目
孜

［
第
一
章
～
第
五
章

略
］

第
六
章

刑
事
訴
訟
手
続
に
伴
う
犯
罪
被
害
者
等
の
損

害
賠
償
請
求
に
係
る
裁
判
手
続
の
特
例

［
第
一
節

略
］

第
二
節

審
理
及
び
裁
判
等
（
第
二
十
四
条
Ｉ
荊
ゴ
コ

刊
Ｊ
Ｊ
調
）

第
三
節

異
議
等
（
第
三
十
二
条
’
第
三
十
六
条
）

第
四
節

補
則
（
第
三
十
七
条
’
第
四
十
条
）

第
七
章

雑
則
（
第
四
十
一
条
）

附
則（
民
事
訴
訟
規
則
の
準
用
）

第
十
九
条

法
第
六
章
に
規
定
す
る
民
事
上
の
争
い
に
つ

い
て
の
刑
事
訴
訟
手
続
に
お
け
る
和
解
に
関
す
る
手
続

に
つ
い
て
は
、
民
事
訴
訟
規
則
（
平
成
八
年
最
高
裁
判

所
規
則
第
五
号
）
第
一
編
第
三
章
第
一
節
（
選
定
当
事

者
及
び
特
別
代
理
人
の
規
定
を
除
く
。
）
及
び
第
四
節

並
び
に
第
七
章
（
第
五
十
二
条
の
十
第
一
項
第
一
一
号
及

び
第
二
項
並
び
に
第
五
十
二
条
の
十
二
第
二
項
を
除
く

。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

規
則
第
五
十
二
条
の
十
二
第
一
項
中
「
こ
の
規
則
の
規

定
（
第
五
十
二
条
の
十
（
秘
匿
事
項
届
出
書
面
の
記
載

事
項
等
）
第
一
項
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

改
正
後

附
則（
民
事
訴
訟
規
則
の
準
用
）

第
十
九
条

法
第
六
章
に
規
定
す
る
民
事
上
の
争
い
に
つ

い
て
の
刑
事
訴
訟
手
続
に
お
け
る
和
解
に
関
す
る
手
続

に
つ
い
て
は
、
民
事
訴
訟
規
則
（
平
成
八
年
最
高
裁
判

所
規
則
第
五
号
）
第
一
編
第
三
章
第
一
節
（
選
定
当
事

者
及
び
特
別
代
理
人
の
規
定
を
除
く
。
）

及
び
第
四
節

並
び
に
第
七
章
（
第
五
十
一
一
条
の
十
第
一
項
第
一
一
号
及

び
第
二
項
並
び
に
第
五
十
二
条
の
十
二
第
二
項
を
除
く

。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
．
、
同

規
則
第
五
十
二
条
の
十
二
第
一
項
中
「
こ
の
規
則
の
規

定
（
第
五
十
二
条
の
十
（
秘
匿
事
項
届
出
書
面
の
記
載

事
項
等
）
第
一
項
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
・
）

目
次

［
第
一
章
～
第
五
章

同
上
］

第
六
章

［
同
上
］

［
第
一
節

同
上
］

第
二
節

審
理
及
び
裁
判
等
（
第
二
十
四
条
Ｉ
荊
剖
斗

制
制
創
調
）

第
三
節

異
議
等
（
第
三
十
条
’
第
三
十
四
条
）

第
四
節

補
則
（
第
三
十
五
条
’
第
三
十
八
条
）

第
七
章

雑
則
（
第
三
十
九
条
）

改
正
前

四

八

些
七



む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
長
の
定
め
る

期
間
内
に
提
出
す
れ
ば
足
り
る
。

［
２
～
４

略
］

（
証
人
等
の
宣
誓
）

第
二
十
七
条

証
人
の
宣
誓
は
、
尋
問
の
前
に
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
別
の
事
由
が
あ
る
と
き

は
、
尋
問
の
後
に
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
宣
誓
は
、
起
立
し
て
厳
粛
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

［
２

略
］

（
主
張
書
面
の
提
出
の
方
法
等
）

第
二
十
六
条

当
事
者
は
、
そ
の
主
張
を
記
載
し
た
書
面

（
荊
ゴ
コ
刈
詞
に
お
い
て
「
主
張
書
面
一
と
い
う
。
）
の

提
出
を
す
る
に
は
、

こ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
写
し
一
通

（
相
手
方
の
数
が
一
一
以
上
で
あ
る
と
き
は
《

そ
の
数
の

、

通
数
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や

３
第
一
項
の
宣
誓
は
、
裁
判
長
が
、
証
人
に
対
し
、
良

」
と
あ
る
の
は
、

「
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保

護
を
図
る
た
め
の
刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措
置
に
関
す

る
規
則
第
四
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
刑
割
訓

調
刮
剴
列
則
第
六
十
条
の
規
定
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

何
事
も
付
け
加
え
な
い
こ
と
を
誓
う
旨
を
述
べ
さ
せ
る

湖
‐
弍
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
証
人

心
に
従
っ
て
真
実
を
述
べ
、

何
事
も
隠
さ
ず
、

ま
た

第
六
十
条
の
規
定
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

［
２

同
上
］

（
主
張
書
面
の
提
出
の
方
法
等
）

第
二
十
六
条

当
事
者
は
、
そ
の
主
張
を
記
載
し
た
書
面

（
第
二
十
八
条
に
お
い
て
『
主
張
書
面
」
と
い
う
。
）

の
提
出
を
す
る
に
は
、
こ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
写
し
一

通
（
相
手
方
の
数
が
二
以
上
で
あ
る
と
き
は
、

そ
の
数

の
通
数
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
た
だ
し
、

や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
長
の
定
め

る
期
間
内
に
提
出
す
れ
ば
足
り
る
．

［
２
～
４

同
上
］

一
新
設
｝

則
（
昭
和
二
十
三
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
三
十
二
号
）

」
と
あ
る
の
は
、
「
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保

咀護
を
図
ろ
た
め
の
刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措
置
に
関
す

第
三
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
刑
創
刊
謝
訓
剴
詞

る
規
則
（
平
成
十
二
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
三
号
）

肥
一
九

五
○

何
事
も
隠
さ
ず
、
ま
た
、
何
事
も
付
け
加
え
な
い
こ
と

を
誓
う
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
署
名
さ
せ
、
裁
判
所
書
記
官
に
こ
れ
を
朗

読
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

判
‐
鋼
‐
判
長
は
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
た
だ
し

|

’

61 る
署
名
に
代
え
て
、
宣
誓
書
に
宣
誓
の
趣
旨
を
理
鯛
し

た
旨
の
詞
戟
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
“
Ｉ

５
劃
判
刊
畏
は
、
宣
誓
の
前
に
、
宣
誓
の
趣
旨
を
湖
刺
『
ｕ

、
か
つ
、
偽
証
の
罰
を
告
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
八
条

鑑
定
人
の
宣
誓
は
、
裁
判
長
が
、
鑑
定
人

21 書
の
規
定
に
洲
‐
洲
わ
ら
ず
、
同
項
た
だ
し
書
に
規
罫
判
詞

理
人
の
尋
問
に
つ
い
て
準
用
す
る

に
従
っ
て
誠
実
に
鑑
定
す
る
こ
と
を
誓
う
旨
を
記
載
し

1

賠
償
命
令
事
件
に
お
い
て
当
事
者
を
代
表
す
る
法
定
代

は
、
証
人
に
宣
誓
書
（
良
心
に
従
っ
て
真
実
を
述
べ

が
こ
れ
を
述
・
へ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
裁
判
長

う
旨
を
述
・
へ
さ
せ
る
方
式
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

さ
せ
、
裁
判
所
書
記
官
に
こ
れ
を
朗
読
さ
せ
な
け
れ
ば

た
書
面
を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
恩
）

に
署
名

な
い
と
き
は
、
裁
判
長
は
、
鑑
定
人
に
宣
誓
省
（
良
心

に
対
し
、
良
心
に
従
っ
て
誠
実
に
鑑
定
す
る
こ
と
を
誓

い
・
た
だ
し
、
鑑
定
人
が
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き

（
鑑
定
人
の
宣
誓
）

前
各
項
の
規
定
は
、
当
事
者
本
人
の
副
割
引
劇
胡
制
創
司

前
条
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
鑑

』
新
設
一

五

五
二



３
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
民
事
訴
訟
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

五
三

附
則
第
四
十
八
条
の
う
ち
、
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措
置
に
関
す
る

規
則
の
目
次
の
改
正
規
定
、
同
規
則
第
十
九
条
を
改
め
、
同
条
を
同
規
則
第
二
十
条
と
す
る
改
正
規
定
、
同
規
則
第
二
十
六

条
を
改
め
、
同
条
を
同
規
則
第
二
十
九
条
と
す
る
改
正
規
定
、
同
規
則
第
二
十
九
条
の
次
に
三
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う

ち
第
三
十
一
条
及
び
第
三
十
二
条
に
係
る
部
分
、
同
規
則
第
二
十
七
条
を
改
め
、
同
条
を
同
規
則
第
三
十
三
条
と
す
る
改
正

規
定
、
同
規
則
第
二
十
八
条
を
改
め
、
同
条
を
同
規
則
第
三
十
六
条
と
す
る
改
正
規
定
、
同
規
則
第
一
一
十
九
条
を
改
め
、

同

条
を
同
規
則
第
三
十
七
条
と
す
る
改
正
規
定
、
同
規
則
第
三
十
条
を
改
め
、
同
条
を
同
規
則
第
三
十
八
条
と
す
る
改
正
規
定

、
同
規
則
第
三
十
一
条
を
改
め
、
同
条
を
同
規
則
第
三
十
九
条
と
す
る
改
正
規
定
、

同
規
則
第
三
十
二
条
を
改
め
、

同
条
を

同
規
則
第
四
十
条
と
す
る
改
正
規
定
、
同
規
則
第
三
十
三
条
を
改
め
、
伺
条
を
同
規
則
第
四
十
一
条
と
す
る
改
正
規
定
、
同

規
則
第
三
十
四
条
を
改
め
、
同
条
を
同
規
則
第
四
十
一
一
条
と
す
る
改
正
規
定
、
同
規
則
第
三
十
五
条
を
改
め
、
同
条
を
同
規

則
第
四
十
九
条
と
す
る
改
正
規
定
、
同
規
則
第
三
十
六
条
を
同
規
則
第
五
十
三
条
と
す
る
改
正
規
定
、
同
規
則
第
三
十
七
条

を
改
め
、
同
条
を
同
規
則
第
五
十
四
条
と
す
る
改
正
規
定
、
同
規
則
第
三
十
八
条
を
同
規
則
第
五
十
五
条
と
す
る
改
正
規
定

並
び
に
同
規
則
第
三
十
九
条
を
同
規
則
第
五
十
六
条
と
す
る
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

定
人
に
宣
誓
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
中
「
前
項
た
だ
し
書
」

と
あ
る
の
は
、
「
次
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
と
閥
剖
剖
笥

え
る
も
の
と
す
る
．

３
鑑
定
人
の
宣
誓
は
、
宣
誓
書
を
裁
判
所
に
提
出
す
る

湖
‐
詞
に
よ
っ
て
も
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
．
こ
の
場
合

に
お
け
る
鋼
‐
判
長
に
よ
る
宣
誓
の
趣
旨
の
説
明
及
び
虚

倒
‐
燭
詞
の
罰
の
告
知
は
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
記
割
詞
引
呵

書
面
を
鑑
定
人
に
送
付
す
る
方
法
に
よ
っ
て
行
う
“
’

第
二
十
九
条
～
第
四
十
一
条

［
略
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記

で
あ
る
。

函珂Ｊ‐「判ⅢⅢ口副詞咽くＪ封珂剖訓「判川剖佃剖型『
［
同
上
］

五
四

第
三
節

異
蟻
等
（
第
三
十
八
条
’
第
四
十
二
条
）

第
四
節

補
則
（
第
四
十
三
条
ｌ
第
五
卜
五
条
）

第
七
章

雑
則
（
第
五
十
六
条
）

附
則（
民
事
訴
陛
規
則
の
準
用
）

剰
刊
司
刊
剥
法
第
六
章
に
規
定
す
る
民
事
上
の
争
い
に
つ

い
て
の
刑
事
訴
訟
手
続
に
お
け
る
和
解
に
関
す
る
手
続

に
つ
い
て
は
、
国
劇
「
調
訟
規
則
第
一
編
第
三
章
第
一
節

（
第
十
四
条
第
一
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
十
五
条
第

白
次

［
第
一
章
～
第
四
章

略
］

第
五
章

民
事
上
の
争
い
に
つ
い
て
の
刑
事
訴
訟
手
続

に
お
け
る
和
解
（
第
十
三
条
’
第
二
十
一
条

第
六
章

刑
事
訴
訟
手
続
に
伴
う
犯
罪
被
害
者
等
の
損

害
賠
償
請
求
に
係
る
裁
判
手
続
の
特
例

第
一
節

損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
等
（
割
ゴ
判
判
引

条
’
第
二
十
四
条
）

第
二
節

審
理
及
び
裁
判
等
（
第
二
十
五
条
ｌ
第
三

Ｈ
Ｈ
副
詞
）

二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
十
六
条
、
第
十
七
条
後
段

第
八
章
（
第
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
第
一
一
号
及
び
第

ぴ
第
四
節
（
第
二
判
ゴ
コ
調
調
ヨ
項
を
除
く
ｑ
Ｊ
ｌ
並
び
に

姻
制
副
Ｈ
調
‐
Ｈ
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項

改
正
後

を
除
く
。
）

及

第
三
節

異
議
等
（
第
三
十
二
条
’
第
三
十
六
条
）

第
四
節

補
則
（
第
三
十
七
条
’
第
四
十
条
）

第
七
章

雑
則
（
第
四
十
一
条
）

附
則（
民
事
訴
訟
規
則
の
準
用
）

第
十
九
条

法
第
六
章
に
規
定
す
る
民
事
上
の
争
い
に
つ

い
て
の
刑
事
既
訟
手
続
に
お
け
る
和
解
に
閲
す
る
手
続

目
次

［
第
一
章
～
第
四
章

同
上
］

第
五
章

民
事
上
の
争
い
に
つ
い
て
の
刑
事
訴
訟
手
続

に
お
け
る
和
解
（
第
十
三
条
’
第
一
一
十
条
）

所
規
則
第
五
号
）
第
一
編
第
三
章
第
一
節
（
函
詞
制
司
羽
‐

者
及
び
特
別
代
理
人
の
規
定
を
除
く
。
）

及
び
第
四
節

並
び
に
第
七
章
（
第
五
十
二
条
の
十
第
一
項
第
二
号
及

び
第
二
項
淵
「
胡
に
第
五
十
二
条
の
十
一
一
第
二
項
‐
を
除
く

。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
．
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

第
六
章

［
同
上
］

に
つ
い
て
は

第
一
節

損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
等
（
痢
引
．
Ⅱ
引

条
’
第
二
十
三
条
）

第
二
節

審
理
及
び
裁
判
等
（
第
二
十
四
条
ｌ
第
三

判
Ｊ
Ｊ
調
）

民
事
所
訟
規
訓
刊
到
明
成
八
年
最
高
銅
剣
門

改
正
前

五

六

五
五



31と
が
で
き
る
：

４
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟
規
則
第
五
十

付
随
す
る
措
瞳
に
関
す
る
規
則
第
五
十
六
条
第
‐
一
‐
項
に

お
い
て
翠
用
す
る
刑
事
訴
訟
規
則
第
六
十
条
の
規
定
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
和
解
記
録
の
正
本
、
謄
本
又
は
抄
本
に
つ
い
て
は
、

民
事
訴
訟
規
則
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
を
準

用
す
る
。

｜
｜
項
、
第
五
十
二
条
の
二
十
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で

一
項
中
「
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
に
よ
り
」
と
あ
る
の

胃
■
扁
日
画
で
一
と
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
鰯
‐
磁
鯏
割
由

十
二
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
五
十
二
条
の
一
一
十

コ
「
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

刺
‐
中
「
こ
の
規
則
の
規
定
（
第
五
十
二
条
の
十
九
（
秘

匿
事
項
届
出
書
面
の
記
載
事
項
等
）
第
一
項
を
除
く
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
剖
刻
刈
渕
剴
倒
「
犯
罪
被
害

者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
ろ
た
め
の
刑
事
手
続
に

録
が
私
人
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
も
の
」

と
あ
る
の
は

一

が
私
文
書
」
と
、
同
規
則
第
五
十
二
条
の
二
十
一
第
一

い
て
、
同
規
則

騰
写
は
、
そ
の
提
出
さ
れ
た
も
の
に
よ
っ
て
さ
せ
る
こ

二
条
の
一
一
十
第
三
項
、
第
五
項
本
文
又
は
第
六
項
の
剃

定
に
よ
り
文
書
か
ら
秘
匿
事
項
記
載
部
分
を
除
い
た
も

の
が
提
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
文
書
の
閲
覧
又
は

第
五
十
二
条
の
二
十
一
第
二
項
、
第
五
十
二
条
の
一
一

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
踊
副
剴
列
則
第
五
十

第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
十
三
条
第

２
和
解
記
録
の
正
本
、
謄
本
又
は
抄
本
に
つ
い
て
は

民
事
訴
訟
規
則
第
三
十
三
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

一
新
設
］

一
新
設
］

規
則
第
五
十
二
条
の
十
二
第
一
項
中
「
こ
の
規
則
の
規

定
（
第
五
十
二
条
の
十
（
秘
匿
事
項
届
出
書
面
の
記
載

事
項
等
）
第
一
項
を
除
く
．
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

」
と
あ
る
の
は
、
「
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保

護
を
図
る
た
め
の
刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措
置
に
関
す

る
規
則
第
四
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
刑
事

訴
訟
規
則
第
六
十
条
の
規
定
一
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

五
七五

八

第
二
十
九
条

当
事
者
は
、
そ
の
主
張
を
記
載
し
た
書
面

（
第
四
項
及
び
第
三
十
六
条
に
お
い
て
「
主
張
書
面
」

と
い
う
。
）

の
提
出
を
す
る
に
は
、

こ
れ
と
同
時
に
、

そ
の
写
し
一
通
（
相
手
方
の
数
が
二
以
上
で
あ
る
と
き

は
、
そ
の
数
の
通
数
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

・
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、

裁

判
長
の
定
め
る
期
間
内
に
提
出
す
れ
ば
足
り
る
。

［
２

略
］

３
当
事
者
は
、
法
第
四
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民

事
斫
訟
法
第
二
百
三
十
一
条
の
二
第
一
項
の
申
出
劃
剖
判

る
陸
は
、
こ
れ
と
同
時
に
、
当
該
申
出
に
係
る
図
翻
国
醐

出
害
面
の
閲
覧
又
は
騰
写
は
、
そ
の
提
出
さ
れ
た
も
の

消
し
又
は
同
条
第
二
項
の
許
可
の
裁
判
に
係
る
部
分
以

州
制
引
釧
分
（
秘
匿
事
項
又
は
秘
匿
事
項
を
推
知
す
る
こ

と
が
で
き
る
事
項
が
詞
‐
朝
さ
れ
た
部
分
に
限
る
。
）
を

除
い
た
も
の
が
提
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、
秘
匿
事
項
届

用
す
る
民
事
所
訟
法
第
百
三
十
三
条
の
四
第
一
項
の
取

三
十
三
条
第
一
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
書
面

（

以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
秘
匿
事
項
届
出
書
面
」

と
い

う
．
）
か
ら
法
第
二
十
一
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟
法
第
百

二
条
の
二
十
二
第
一
‐
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
二
十
一

に
よ
っ
て
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
恩

記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
匁
覚

に
よ
っ
て
は
認
幟
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら

（
主
張
書
面
の
提
出
の
方
法
等
）

第
二
十
六
条

当
事
者
は
、
そ
の
主
張
を
記
載
し
た
書
面

（
潮
ゴ
司
祠
剤
‐
に
お
い
て
「
主
張
書
面
」
と
い
う
。
）
の

提
出
を
す
る
に
は
、
こ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
写
し
一
通

（
相
手
方
の
数
が
二
以
上
で
あ
る
と
き
は
、

そ
の
数
の

通
数
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
や

む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
長
の
定
め
る

期
間
内
に
提
出
す
れ
ば
足
り
る
。

〔
２

同
上
］

［
新
設
］

（
主
張
書
面
の
提
出
の
方
法
等
）

五
九

六
、



の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
記
録
し
た
記
録
媒
体
二
個

（

相
手
方
の
数
が
二
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
数
に
一

を
加
え
た
数
）
を
提
出
す
る
と
と
も
に
、
電
磁
的
記
録

回
引
調
銅
さ
れ
た
憐
報
の
内
容
か
ら
明
ら
か
な
場
合
を
除

劃
剤
ｌ
剰
翻
詞
到
詞
録
の
標
目
、
作
闘
酌
圓
魎
扉
園
皿
扉
閣
堅
旨
を

酬
訓
司
洲
に
し
た
証
剖
型
説
明
書
二
通
（
相
手
方
の
数
が
二

以
上
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
数
に
一
を
加
え
た
通
数
）

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

は
、
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
計
‐

４
主
張
書
面
の
提
出
又
は
第
二
項
若
し
く
は
前
項
の
申

５
裁
判
所
書
記
官
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
写
し
並

。
）
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

出
を
す
る
当
事
者
は
、
主
張
書
面
の
写
し
又
は
相
手
方

利
剖
旬
詞
銅
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
泗
劃
「

電
磁
的
記
録
に
係
る
証
遡
‐
制
明
書
に
つ
い
て
直
送
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
損
害
賠
償
命
令
事
件
に

係
る
刑
事
被
告
事
件
に
お
い
て
、
刑
事
訴
訟
法
第
二
百

七
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
起
訴
状
棚
劇
団
『

（
同
項
に
規
定
す
る
起
訴
状
抄
本
等
を
い
う
。
）

の
提

出
が
あ
っ
た
場
合
又
は
同
法
第
三
百
十
二
条
の
二
第
二

項
制
『
規
定
に
よ
る
訴
因
変
更
等
請
求
書
面
抄
本
等
（
同

項
に
規
定
‐
す
る
訴
因
変
更
等
請
求
書
面
抄
本
等
を
い
』
《

前
項
の
圃
鯛
飼
酬
調
制
司
匂
記
録
し
た
記
録
媒
体
及
び
そ
の

に
送
付
す
べ
き
第
二
項
の
文
書
の
写
し
及
び
そ
の
文
書

に
係
る
証
拠
説
明
書
若
し
く
は
相
手
方
に
送
付
す
べ
き

３
裁
判
所
書
記
官
は
、
前
二
項
の
写
し
及
び
前
項
の
証

「
新
設
一

一
八
一

｛
ハ
’
一

７
第
五
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
送
付
す
る
翻
討
剴
判

は
記
録
媒
体
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
四
条
の
規
定
を
準

用
す
る
。

61二
削
る
｝

劃
ヨ
呵
又
は
当
該
証
拠
説
明
書
中
に
当
該
決
定
に
係
る
個

体
に
つ
い
て
は
そ
の
う
ち
の
一
個
を
除
く
。
）

を
相
手

方
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
痢
呵
「

十
六
条
第
一
項
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当

書
に
つ
い
て
は
そ
の
う
ち

第｜う

3J

た
書
面
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
出
力
書
面
」
と
い

人
特
定
事
項
が

あ
る
と
き
は
、

該

さ
れ
て
い
る
事
項
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
成
し

び
に
第
三
項
の
記
録
媒
体
又
は
当
該
調
討
輌
蝿
体
に
詞
矧

し
く
は
当
該
出
力
書
面
又
は
当
該
証
拠
説
明
書
に
代
え

て
、
当
該
個
人
特
定
事
項
に
代
え
て
同
条
第
一
一
項
に
お

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟
法
第
百
三
十
三

条
第
五
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
事
項
を
詞
割
判
り

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

が
さ 前
項
の
規
定
は
、
第
四
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
直
送

写
し
若
し
く
は
当
該
記
録
媒
体
若
し
く
は
当
該
出
力

又
は
記
録
し
た
書
面
又
は
記
録
媒
体

れ
た
場
合
に
は
、

適
用
し
な
恥

並
び
に
第
二
項
及
び
第
三
項
の
証
拠
説
明
書

（

の
写
し
並
び
に
同
項
及
び
第
三
項
の
証
拠
説
明

詞
聞
輌
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た

ヨ
骸
写
し
若
し
く
は
当
該
記
録
媒
体
若

を
相
手
方
に
送

部
分
が

’

４
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
送
付
す
る
割
引
剛
に
（

い
て
は
、
第
二
十
三
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
二
十
七
条

証
人
の
宣
誓
は
、
尋
問
の
前
に
さ
せ
な
け

六
四

二
新
設
宮

拠
説
明
書
（
司
剖
判
の
写
し
及
び
証
拠
説
明
書
に
つ
い
て

は
、
そ
の
う
ち
の
一
通
を
除
く
。
）
を
相
手
方
に
送
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
四
十
二
条
第

引
封
到
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
割
刈
Ⅵ
又

は
当
該
証
拠
説
明
書
中
に
当
該
決
定
に
係
る
個
人
特
定

事
項
が
記
載
さ
れ
た
部
分
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
割
刈
叫

又
は
当
該
証
拠
説
明
書
に
代
え
て
、
当
該
個
人
特
定
事

項
に
代
え
て
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

す
る
民
事
訴
訟
法
第
百
三
十
三
条
第
五
項
前
段
の
規
定

に
よ
り
定
め
た
事
項
を
詞
‐
輯
し
た
書
面
を
相
手
方
に
送

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
証
人
等
の
宣
誓
）

一ハ’一一



ｊ
：

（
鑑
定
人
の
宣
誓
）

第
二
Ｔ
Ｔ
二
墨
へ
鑑
定
人
の
宣
誓
は
、
裁
判
長
が
、
鑑
定
人

読
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１

４
裁
判
長
は
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、

前
項
た
だ
し

書
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す

る
署
名
に
代
え
て
、
宣
誓
書
に
宣
誓
の
趣
旨
を
理
解
し

た
旨
の
記
載
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
裁
判
長
は
、
宣
誓
の
前
に
、
宣
誓
の
趣
旨
を
説
明
し

、
か
つ
、
偽
証
の
罰
を
告
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
前
各
項
の
規
定
は
、
当
事
者
本
人
の
尋
問
及
び
損
害

賠
償
命
令
事
件
に
お
い
て
当
事
者
を
代
表
す
る
法
定
代

理
人
の
尋
問
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

［
新
設
］

（
鑑
定
人
の
宣
誓
）

第
二
十
八
条

鑑
定
人
の
宣
誓
は
、
裁
判
長
が
、
鑑
定
人

れ
ぱ
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
特
別
の
事
由
が
あ
る
と
き

は
、
尋
問
の
後
に
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
宣
誓
は
、
起
立
し
て
厳
粛
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３
第
一
項
の
宣
誓
は
、
裁
判
長
が
、
証
人
に
対
し
、
良

心
に
従
っ
て
真
実
を
述
べ
、
何
事
も
隠
さ
ず
、
ま
た
、

何
事
も
付
け
加
え
な
い
こ
と
を
誓
う
旨
を
述
べ
さ
せ
る

方
式
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
証
人

が
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、

裁
判
長

は
、
証
人
に
宣
誓
書
（
良
心
に
従
っ
て
真
実
を
述
・
へ
、

何
事
も
隠
さ
ず
、
ま
た
、
何
事
も
付
け
加
え
な
い
こ
と

を
誓
う
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
署
名
さ
せ
、
裁
判
所
書
記
官
に
こ
れ
を
朗

六

五

』
、
』
、

一
ロ
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ー
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５

［
略
］

（
証
人
等
の
陳
述
等
の
調
書
記
載
の
省
略
等
）

剰
引
司
可
ヨ
副
『
損
害
賠
償
命
令
事
件
に
関
す
る
手
続
に
お

け
る
口
頭
弁
輪
又
は
審
尋
の
調
書
に
つ
い
て
は
、
裁
判

長
の
許
可
を
得
て
、
証
人
、
鑑
定
人
、
参
考
人
若
し
く

は
当
事
者
本
人
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
証
人
等

41 31

I

に
対
し
、
良
心
に
従
っ
て
誠
実
に
鑑
定
す
る
こ
と
を
誓

う
旨
を
述
ぺ
さ
せ
る
方
式
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
鑑
定
人
が
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
き
は
、
裁
判
長
は
、
鑑
定
人
に
宣
誓
書
（
良
心

に
従
っ
て
誠
実
に
鑑
定
す
る
こ
と
を
誓
う
旨
を
記
載
し

た
書
面
を
い
う
。
第
三
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
署
名
さ
せ
、
裁
判
所
書
記
官
に
こ
れ
を
朗
証
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

字
■
■
■

ｕ
国
司
刺
割
当
倒
口
洲
か
わ
ら
ず
、
同
項
た
だ
し
書
に
規
定

す
る
署
名
に
代
え
て
、
宣
誓
書
に
宣
誓
の
趣
旨
を
理
解

し
た
旨
の
記
載
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
‐

裁
判
長
は
、
宣
誓
の
前
に
、
宣
誓
の
趣
旨
を
説
明

宣
誓
は
、
起
立
し
て
厳
粛
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

裁
判
長
は
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
第
一
項
た
だ

か
つ
、
虚
偽
鑑
定
の
罰
を
告
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

し

に
対
し
、
良
心
に
従
っ
て
誠
実
に
鑑
定
す
る
こ
と
を
誓

う
旨
を
述
・
へ
さ
せ
る
方
式
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
鑑
定
人
が
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
き
は
、
‐
裁
判
長
は
、
鑑
定
人
に
宣
誓
書
（
良
心

に
従
っ
て
誠
実
に
鑑
定
す
る
こ
と
を
誓
う
旨
を
記
載
し

た
書
面
を
い
う
。
詞
到
司
到
に
お
い
て
同
じ
・
）
に
署
名

さ
せ
、
裁
判
所
書
記
官
に
こ
れ
を
朗
諦
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２
前
条
第
一
一
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
鑑

定
人
に
宣
誓
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
中
「
前
項
た
だ
し
書
一

と
あ
る
の
は
、

「
次
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

３
［
同
上
］

（
証
人
等
の
陳
述
等
の
調
書
記
載
の
省
略
等
）

第
一
一
十
九
条

損
害
賠
償
命
令
事
件
に
関
す
る
手
続
に
お

け
る
口
頭
弁
論
又
は
審
尋
の
調
書
に
つ
い
て
は
、
裁
判

長
の
許
可
を
得
て
、
証
人
、
鑑
定
人
、
参
考
人
若
し
く

は
当
事
者
本
人
（
詞
固
眉
お
い
て
「
証
人
等
」
と
い
う

［
新
設
］

一
新
設
］
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七

六
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（
異
識
の
申
立
て
の
方
式
等
・
法
第
三
十
八
条
）

第
三
十
八
条

法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
異
蟻
の
申
立
て

は
、
書
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
２

略
］

３
法
第
四
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟
法
第

百
六
十
一
条
第
二
項
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
第
一

項
の
書
面
は
、
準
備
害
面
を
兼
ね
る
も
の
と
す
る
。

（
異
議
の
申
立
て
を
す
る
権
利
の
放
棄
及
び
異
議
の
申

立
て
の
取
下
げ
・
法
第
三
十
八
条
）

第
三
十
九
条

［
略
］

［
２
．
３

略
］

（
法
第
三
十
九
条
第
一
項
等
の
規
定
に
よ
る
指
定
等
）

第
ｍ
Ｔ
Ｔ
条
法
第
三
十
九
条
第
一
項
（
法
第
四
十
三
条
第

」
と
い
う
。
）
の
陳
述
又
は
検
証
の
結
果
の
記
載
を
省

略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
事

者
は
、
裁
判
長
が
許
可
を
す
る
際
に
、
意
見
を
述
一
へ
る

こ
と
が
で
き
る
。

［
２

略
］

（
決
定
に
お
け
る
申
立
書
等
の
引
用
・
法
第
三
十
七
条

第
三
十
六
条

法
第
三
十
七
条
第
一
項
第
二
副
‐
及
び
第
三

号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
に
は
、
申
立
書
そ
の
他

の
主
張
書
面
を
引
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
．

（
決
定
害
の
送
達
・
法
第
三
十
七
条
）

第
三
十
七
条

法
第
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
決

定
書
の
送
達
は
、

そ
の
正
本
に
よ
っ
て
す
る
。

［
２

同
上
］

（
決
定
に
お
け
る
申
立
書
等
の
引
用
・
法
第
三
十
三
条

潮
引
司
刊
剥
．
法
第
三
十
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
に
は
、
申
立
書
そ
の
他
の

主
張
書
面
を
引
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
決
定
番
の
送
達
・
法
第
三
十
三
条
）

第
三
十
一
条

法
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
決

定
書
の
送
達
は
、
そ
の
正
本
に
よ
っ
て
す
る
。

（
異
議
の
申
立
て
の
方
式
等
・
法
第
三
十
四
条
）

第
三
十
二
条

法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
異
議
の
申
立
て

は
、
書
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
２

同
上
］

３
法
第
四
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
訴
陛
法
第

百
六
十
一
条
第
二
項
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
第
一

項
の
書
面
は
、
準
備
書
面
を
兼
ね
る
も
の
と
す
る
。

（
異
議
の
申
立
て
を
す
る
権
利
の
放
棄
及
び
異
議
の
申

立
て
の
取
下
げ
・
法
第
三
十
四
条
）

第
三
十
三
条

［
同
上
］

「
２
．
３

同
上
］

（
法
第
三
十
五
条
第
一
項
等
の
規
定
に
よ
る
指
定
等
）

第
三
十
四
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
（
法
第
三
十
九
条

。
）
の
陳
述
又
は
検
証
の
結
果
の
記
載
を
省
略
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
事
者
は
、

裁

判
長
が
許
可
を
す
る
際
に
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で

き
る

六
九

七
○

凹
封
別
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
指
定
及
び
そ
の
変
更
は
、
損
害
賠
償
命
令
の
申
立

て
に
つ
い
て
の
裁
判
に
対
す
る
適
法
な
異
議
の
申
立
て

又
は
法
第
四
十
三
条
第
一
剰
若
し
く
は
第
一
一
項
の
決
定

の
時
ま
で
に
書
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
２
．
３

略
〕

（
特
例
に
よ
る
書
証
の
申
出
の
方
式
・
法
第
四
十
一
条

第
四
十
一
条

法
第
四
十
一
条
（
法
第
四
十
三
条
第
四
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
書
証
の
申
出
は
、
法
荊
呵
利
呵
鍋
‐

荊
引
。
判
（
法
第
四
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
り
送
付
さ
れ
た
記
録
中

の
書
証
と
す
。
へ
き
文
書
ご
と
に
、
文
書
の
標
目
、
作
成

者
そ
の
他
文
書
の
特
定
の
た
め
に
必
要
な
事
項
を
記
載

し
た
書
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
２

略
］

（
書
証
の
写
し
の
提
出
を
要
す
る
場
合
・
法
第
四
十
一

鋼‐）

第
四
十
二
条

法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
書
証
の
申

出
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
相
手
方
に
損
害
賠
償
命
令

事
件
の
当
事
者
で
な
い
者
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
申
出

を
す
る
時
ま
で
に
、
書
証
と
す
べ
き
文
書
の
写
し
一
通

（
当
該
文
書
を
送
付
す
？
へ
き
損
害
賠
償
命
令
事
件
の
当

事
者
で
な
い
相
手
方
の
数
が
二
以
上
で
あ
る
と
き
は
、

そ
の
数
の
通
数
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

荊
呵
剴
到
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
指
定
及
び
そ
の
変
更
は
、
損
害
賠
償
命
令
の
申

立
て
に
つ
い
て
の
裁
判
に
対
す
る
適
法
な
異
雛
の
申
立

て
又
は
法
第
三
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
決

定
の
時
ま
で
に
書
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
２
．
３

同
上
］

（
特
例
に
よ
る
書
証
の
申
出
の
方
式
・
法
第
三
十
七
条

）

第
三
十
五
条

法
第
三
十
七
条
（
法
第
三
十
九
条
第
四
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
書
証
の
申
出
は
、
法
荊
ゴ
コ
到
州

剰
罰
コ
コ
判
（
法
第
三
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
送
付
さ
れ
た
記
録

中
の
書
証
と
す
べ
き
文
害
ご
と
に
、
文
書
の
標
目
、
作

成
者
そ
の
他
文
香
の
特
定
の
た
め
に
必
要
な
事
項
を
記

載
し
た
書
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
２

同
上
］

（
書
証
の
写
し
の
提
出
を
要
す
る
場
合
・
法
荊
ゴ
コ
川
口

斜
）

第
三
十
六
条

法
第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
害
証
の
申

出
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
相
手
方
に
損
害
賠
償
命
令

事
件
の
当
事
者
で
な
い
者
が
あ
る
と
き
は
、
当
咳
申
出

を
す
る
時
ま
で
に
、
書
証
と
す
？
へ
き
文
香
の
写
し
一
通

（
当
該
文
書
を
送
付
す
べ
き
損
害
賠
償
命
令
事
件
の
当

事
者
で
な
い
相
手
方
の
数
が
二
以
上
で
あ
る
と
き
は
、

そ
の
数
の
通
数
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

七
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「
２

略
］

（
損
害
賠
償
命
令
事
件
の
記
録
の
正
本
等
の
捌
剥
副
司

法
第
四
十
四
劃
へ
等
）

第
四
十
九
条

［
略
］

２
第
五
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟
規
訓
副
詞

三
十
四
条
第
三
項
本
文
、
第
五
項
本
文
若
し
く
は
第
七

項
又
は
第
五
十
二
条
の
二
十
第
三
項
、
第
五
項
本
文
若

し
く
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
文
書
そ
の
個
刎
銅
劇
罰
洲

ら
秘
密
調
銅
剰
酬
矧
又
は
秘
匿
事
項
閉
厩
脳
鄙
脚
幽
囿
除
い
た

も
の
が
提
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
文
書
そ
呵
制
弓
呵

物
件
の
閲
覧
、
謄
写
又
は
複
製
は
、
そ
の
提
出
さ
れ
た

も
の
に
よ
っ
て
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
．

３
第
五
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟
規
訓
副
詞

五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
四

十
五
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟
法

第
百
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
書

面
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
秘
匿
事
項
届
出
書
面
」

も
の
に
よ
つ
て
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

て
準
用
す
る
民
事
訴
訟
法
第
百
三
十
三
条
の
四
第
一
項

の
取
消
し
又
は
同
条
第
二
項
の
許
画
閲
閣
脚
跡
幽
陽
膣
ろ
釧

分
以
外
の
部
分
（
秘
匿
事
項
又
は
秘
匿
事
項
を
推
知
す

る
こ
と
が
で
き
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
部
分
に
限
る
。

）
を
除
い
た
も
の
が
提
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、
秘
匿
事

項
届
出
寄
面
の
閲
覧
又
は
謄
写
は
、
そ
の
提
出
さ
れ
た

と
い
う
。
）
か
ら
法
第
四
十
五
条
に
お
い
て
醜
み
替
え

（
民
事
訴
訟
規
則
の
準
用
）

「
２

同
上
］

（
損
害
賠
償
命
令
事
件
の
記
録
の
正
本
等
の
欄
判
到
・
法

潮
呵
利
呵
須
等
）

第
二
〒
十
七
毎
宋

〔
同
上
］

［
新
設
］

「
新
設
］

（
民
事
訴
訟
規
則
の
準
用
）

七
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４
、
前
条
及
び
民
事
訴
訟
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
附
則
第
四
十
八
条
の
規
定
が
同
一
の
日
に
施
行
さ
れ
る
と
き
は
、

こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措
置
に
関

す
る
規
則
の
規
定
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
っ
て
ま
ず
改
正
さ
れ
、
次
い
で
前
条
の
規
定
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
審
判
の
手
続
等
に
関

す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
審
判
の
手
続
等

に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
・

七
六

第
五
十
三
条

［
略
］

‐

（
検
察
官
に
対
す
る
調
査
嘱
託
・
法
第
四
卜
六
条
）

第
五
十
四
条

法
第
四
十
六
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替

え
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟
法
第
百
三
十
三
条
の
四
第
四

項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

の
規
定
に
よ
り

、

法
第
四
十
六
条
第
一
項
又
は
同
条
第
四
項
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟
法
第
百
三
十
三
条
の

二
第
二
項
の
決
定
に
係
る
個
人
特
定
事
項
に
係
る
者
の

意
見
を
聴
く
に
当
た
っ
て
、
そ
の
者
の
連
絡
先
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
そ
の
他
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に

つ
い
て
は
、
第
二
十
一
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
規
則
の
準
用
）

第
五
十
五
条

「
略
］

（
刑
事
訴
詮
規
則
の
準
用
等
）

矧
利
司
呵
却
訓
利

［
略
］

備
考

表
中
の

［
］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
一
一
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記

で
み
の
ス
〕
。

第
三
十
八
条

［
同
上
］

（
検
察
官
に
対
す
る
調
査
嘱
託
・
法
第
四
十
二
条
）

第
三
十
九
条

法
第
四
十
二
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替

え
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟
法
第
百
三
十
三
条
の
四
第
四

項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

の
規
定
に
よ
り

、

法
第
四
十
二
条
第
一
項
又
は
同
条
第
四
項
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟
法
第
百
三
十
三
条
の

二
第
二
項
の
決
定
に
係
る
個
人
特
定
事
項
に
係
る
者
の

意
見
を
聴
く
に
当
た
っ
て
、
そ
の
者
の
連
絡
先
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
そ
の
他
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に

つ
い
て
は
、
荊
引
刊
呵
調
‐
の
規
定
を
準
用
す
る
．

（
民
事
斫
訟
費
用
等
に
関
す
る
規
則
の
準
用
）

第
ｍ
〒
十
条

［
同
上
］

（
刑
事
所
訟
規
則
の
準
用
等
）

詞
荊
判
佃
何
Ｊ
１
劃
『

［
同
上
］

七
五



（
事
実
の
取
調
べ
の
申
出
．
法
第
二
十
四
条
）

第
二
十
四
条

検
察
官
、
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る

指
定
入
院
医
療
機
関
の
管
理
者
若
し
く
は
保
護
観
察
所

の
長
又
は
対
象
者
、
保
護
者
若
し
く
は
付
添
人
は
、
裁

判
所
又
は
裁
判
官
に
対
し
、
証
人
尋
問
、
鑑
定
、
検
証

、
翔
吋
叫
斗
刑
事
訴
訟
法
第
百
二
条
の
二
第
一
項
に
規
崗
閏

囲
閏
国
巳
踊
剛
幽
記
録
提
供
命
令
（
同
項
第
一
号
イ
に
掲
げ

る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）

を
含

む
。
）
、
捜
索
、
同
法
第
百
二
条
の
二
第
一
項
口
割
当
画

計
剖
到
閣
剖
淵
剛
詞
録
提
供
命
令
（
同
号
口
に
掲
げ
る
方
潤
‐

翻
訳
並
び
に
官
公
署
、
医
療
施
設
そ
の
他
の
公
私
の
団

体
に
対
し
て
必
要
な
事
項
の
報
告
、
資
料
の
提
出
そ
の

他
の
協
力
を
求
め
る
処
分
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。（
鑑
定
人
の
宣
誓
の
方
式
・
法
第
二
十
四
条
等
）

第
二
十
五
条

宣
誓
は
、
鑑
定
人
が
、
良
心
に
従
っ
て
誠

実
に
圏
試
剃
訓
旬
こ
と
を
誓
う
旨
を
述
・
へ
る
方
式
（
当
該

閃
‐
な
ら
な
い
．

２
鑑
定
人
の
宣
誓
は
、
前
項
の
制
封
劃
に
よ
る
ほ
か
、
良

人
が
当
該
書
面
に
署
名
す
る
方
式
）
に
よ
り
し
な
け
れ

事
項
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
裁
判
所
書

記
官
が
当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
朗
読
し
、
鑑
定

に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）

改
正
後

通
訳
及
び

（
鑑
定
人
の
宣
誓
の
方
式
・
法
第
一
一
十
四
条
等
）

第
二
十
五
条

鑑
定
人
の
宣
誓
書
に
は
、
良
心
に
従
っ
て

誠
実
に
鐙
定
を
す
る
こ
と
を
誓
う
旨
を
詞
‐
輯
ｕ
て
、
鑑

（
事
実
の
取
調
べ
の
申
出
，
法
第
二
十
四
条
）

第
二
十
四
条

検
察
官
、
指
定
入
院
医
療
機
酬
日
の
管
理
者

若
し
く
は
保
護
観
察
所
の
長
又
は
対
象
者
、
保
護
者
若

し
く
は
付
添
人
は
、
裁
判
所
又
は
裁
判
官
に
対
し
、

証

人
尋
問
、
鑑
定
、
検
証
、
翔
‐
例
１
剖
男
調
、
通
訳
及
び
翻

訳
並
び
に
官
公
署
、
医
療
施
設
そ
の
他
の
公
私
の
団
体

に
対
し
て
必
要
な
事
項
の
報
告
、
資
料
の
提
出
そ
の
他

の
協
力
を
求
め
る
処
分
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

２
鑑
定
人
の
宣
誓
は
、
前
項
の
宣
誓
書
を
朗
読
す
る
方

七
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定
人
が
署
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

改
正
前

七
七

（
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付

し
た
規
定

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
．
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ

し
た
書
面
に
鑑
定
人
が
署
名
し
て
裁
判
所
に
提
出
す
る

方
式
に
よ
っ
て
も
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
書
面
を
提
出
す
る
方
式

に
よ
っ
て
宣
誓
を
さ
せ
る
に
当
た
っ
て
は
、
虚
偽
の
鑑

定
を
し
た
と
き
は
刑
罰
が
科
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
旨
を

記
載
し
た
書
面
を
鑑
定
人
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。（
証
人
尋
問
等
・
法
第
二
十
四
条
）

第
二
十
七
条

刑
事
訴
訟
規
則
中
裁
判
所
の
行
う
証
人
尋

に
限
る
。
）
を
含
む
。
）
、
同
項
に
規
定
す
る
到
剖
哨
剛

記
録
提
供
命
令
（
同
号
口
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供

を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
、
捜
索
、
通
訳
及
び
翻
訳

に
関
す
る
規
定
は
、
処
遇
事
件
の
性
質
に
反
し
な
い
限

り
、
法
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
証
人
尋
問

、
鑑
定
、
検
証
、
押
収
１
割
割
閏
醐
記
録
提
供
命
令
、
捜

索
、
通
訳
及
び
翻
訳
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

問
、
艦
定
、
検
証

第
一
号
イ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
画
剖
画
的
記
録
提
供
命
令
（
同
項

心
に
従
っ
て
誠
実
に
鑑
定
す
る
こ
と
を
種
う
旨
を
記
載

翔
収
（
刑
事
訴
訟
法
第
百
二
条
の

（
証
人
尋
問
等
・
法
第
二
十
四
条
）

第
二
十
七
条

刑
事
訴
訟
規
則
中
裁
判
所
の
行
う
証
人
尋

問
、
鑑
定
、
検
証
、
翔
制
判
、
捜
索
、
通
訳
及
び
翻
訳
に

関
す
る
規
定
は
、
処
遇
事
件
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り

、
法
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
証
人
尋
問
、

３
前
項
の
規
定
に
よ
り
司
劉
副
司
を
提
出
す
る
方
式
に
よ

っ
て
宣
誓
を
さ
せ
る
に
当
た
っ
て
は
、
虚
偽
の
錘
定
を

し
た
と
き
は
刑
罰
が
科
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
旨
を
記
載

し
た
書
面
を
鑑
定
人
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

幻
‐
に
よ
る
ほ
か
、
当
該
宣
誓
書
を
裁
判
所
に
提
出
す
る

方
式
に
よ
っ
て
も
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

鑑
定
、
検
証
、
押
収
、
捜
索
、
通
訳
及
び
翻
訳
に
つ
恥

て
準
用
す
る
。

七
九八

○



る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
仏

の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

（
裁
判
員
等
選
任
手
続
調
書
の
記
載
要
件
）

（
裁
判
員
等
選
任
手
続
調
書
の
記
載
要
件
）

第
一
一
十
六
条

裁
判
員
等
選
任
手
続
調
書
に
は
、
次
に
褐

第
一
一
十
六
条

［
同
上
］

げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
十
三

略
］

［
一
～
十
三

同
上
］

十
ｍ
一
通
訳
人
の
宣
誓
の
有
無
及
び
通
訳
人
に
宣
誓
を

［
新
設
］

さ
せ
な
か
っ
た
と
き
は
、

そ
の
理
由

十
一
立

「
略
］

十
四

［
同
上
］

十
六

通
訳
人
が
宣
誓
、
通
訳
又
は
供
述
を
拒
ん
だ
こ

［
新
設
］

と
及
び
そ
の
理
由

十
七

［
略
］

十
八

［
略
］

十
九

［
略
〕

［
２

略
］

（
証
人
等
の
尋
問
調
書
）

第
四
十
四
条

刑
事
訴
訟
規
則
第
三
十
八
条
の
調
書
に
は

、

立
ち
会
っ
た
裁
判
員
及
び
補
充
裁
判
員
の
氏
名
の
記

載
に
代
え
て
、
こ
れ
ら
の
者
の
第
一
一
十
六
条
第
一
項
第

Ｈ
川
創
司
の
符
号
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

「
２
～
４

略
］

（
公
判
調
書
）

第
四
十
六
条

公
判
調
書
に
は
、
刑
事
訴
訟
規
則
第
四
十

改
正
後

十
五

［
同
上
］

十
六

［
同
上
］

十
七

［
同
上
］

［
２

同
上
］

（
証
人
等
の
尋
問
調
書
）

第
四
十
四
条

刑
事
訴
訟
規
則
第
三
十
八
条
の
調
書
に
は

、

立
ち
会
っ
た
裁
判
員
及
び
補
充
裁
判
員
の
氏
名
の
記

載
に
代
え
て
、
こ
れ
ら
の
者
の
第
二
十
六
条
第
一
項
第

Ｈ
制
引
司
の
符
号
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
．

［
２
～
４

同
上
］

（
公
判
調
書
）

第
四
十
六
条

［
同
上
］

改
正
前

八
一

八
二

（
民
事
訴
訟
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

民
事
訴
訟
規
則
（
平
成
八
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
・

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

四
条
（
第
一
項
第
二
十
八
号
を
除
く
．
）

に
規
定
す
る

事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

’

立
ち
会
っ
た
裁
判
員
及
び
補
充
裁
判
員
の
第
一
一
十

六
条
第
一
項
第
十
八
号
の
符
号

［
二
～
七

略
］

［
２

略
］

（
鑑
定
手
続
実
施
決
定
が
あ
っ
た
場
合
の
公
判
前
整
理

手
続
調
書
）

第
四
十
七
条

鑑
定
手
続
実
施
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
は

、
公
判
前
整
理
手
続
調
書
に
は
刑
事
訴
訟
規
則
第
二
百

十
七
条
の
十
五
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、

次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

備
考

表
中
の

［
］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記

で
あ
る
。

己
略
］

｜’
鑑
定
人
の
宣
誓
の
有
無
及
び
鑑
定
人
に
宣
誓
を
さ

せ
な
か
っ
た
と
き
は
、

そ
の
理
由

三
〔
略
］

四
鑑
定
人
が
宣
誓
、
鑑
定
又
は
供
述
を
拒
ん
だ
こ
と

及
び
そ
の
理
由

一

立
ち
会
っ
た
裁
判
員
及
び
補
充
裁
判
員
の
痢
引
「
制

六
条
第
一
項
第
十
六
号
の
符
号

［
二
～
七

同
上
］

「
２

同
上
］

，
（
鑑
定
手
続
実
施
決
定
が
あ
っ
た
場
合
の
公
判
前
整
理

手
続
調
書
）

第
四
十
七
条

［
同
上
］

二
〔
同
上
］

［
新
設
］

［
一

同
上
］

「
新
設
］

八
三八

四



第
九
条

し
な
い

ｚ
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
民
事
訴
訟
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

（
過
料
の
裁
判
の
執
行
に
関
す
る
調
査
・
法
第
百
八
十

九
条
）

第
百
五
条
の
五

刑
事
訴
訟
規
則
（
昭
和
一
一
十
三
年
最
高

裁
判
所
規
則
第
三
十
二
号
）
第
百
五
十
八
条
（
処
罰
等

の
請
求
）
、
第
二
百
九
十
五
条
の
六
か
ら
荊
引
．
副
刈
叫
川

到
剰
刎
Ｊ
１
「
ま
で
（
差
押
え
等
の
令
状
請
求
書
の
記
載

要
件
、
資
料
の
提
供
等
、
身
体
検
査
令
状
の
記
載
要
件

、
令
状
の
返
還
に
関
す
る
記
載
１
詞
罰
哨
珂
詞
録
提
供
命

令
の
令
状
の
詞
輌
要
件
及
び
鑑
定
処
分
許
可
請
求
書
の

（
民
事
訴
訟
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
調
整
規
定
）

一
条
施
行
日
が
民
事
訴
訟
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
施
行
の
日
前
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
条
の
規
定
は
、
適
用

躯

を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
る
過
料
の
裁
判
の
執
行
に
関

す
る
調
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

取
調
等
の
請
求
）
第
一
項
及
び
第
三
百
条
（
令
状
の
有

効
期
間
）
の
規
定
は
、
法
第
百
八
十
九
条
（
過
料
の
裁

判
の
執
行
）
第
三
項
（
法
及
び
他
の
法
令
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

す
る
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一

号
）
第
七
編
第
二
章
（
第
五
百
十
一
条
、
第
五
百
十
一

条
の
二
及
び
第
五
百
十
三
条
第
七
項
か
ら
第
十
項
ま
で

第
二
百
九
十
九
条
（
裁
判
官
に
対
す
る

第
二
百
九
十
五
条
の
十
二
（
瑠
副
制
到
画

￥雲向 改
正
後

（
過
料
の
裁
判
の
執
行
に
関
す
る
調
査
・
法
第
百
八
十

九
条
）

第
百
五
条
の
五

刑
事
訴
訟
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
最
高

裁
判
所
規
則
第
三
十
二
号
）
第
百
五
十
八
条
（
処
罰
等

の
請
求
）
、
第
二
百
九
十
五
条
の
六
か
ら
痢
引
．
司
刈
Ⅲ
何

劃
割
創
刊
打
ま
で
（
差
押
え
等
の
令
状
請
求
書
の
記
載
要

件
、
資
料
の
提
供
等
、
身
体
検
査
令
状
の
記
載
要
件
、

令
状
の
返
還
に
関
す
る
記
載
及
び
鑑
定
処
分
許
可
請
求

謝
制
刺
詞
載
要
件
）

定
に
よ
る
過
料
の
裁
判
の
執
行
に
関
す
る
調
査
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

規
定
等
）
第
一
項
、
第
二
百
九
十
九
条
（
裁
判
官
に
対

す
る
取
調
等
の
請
求
）
第
一
項
及
び
第
三
百
条
（
令
状

の
有
効
期
間
）
の
規
定
は
、
法
第
百
八
十
九
条
（
過
料

の
裁
判
の
執
行
）
第
三
項
（
法
及
び
他
の
法
令
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三

十
一
号
）
第
七
編
第
二
章
（
第
五
百
十
一
条
測
制
副
剰
到

百
十
三
条
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で

第
二
百
九
十
五
条
の
十
一
（
準
用

改
正
前

を
除
く
。
）

の
規

八
六 八

五

３
前
条
及
び
民
事
訴
訟
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
第
一
条
の
規
定
が
同
一
の
日
に
施
行
さ
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の

（
過
料
の
裁
判
の
執
行
に
関
す
る
調
査
・
法
第
百
八
十

九
条
）

第
百
五
条
の
二

刑
事
訴
訟
規
則
（
昭
和
一
一
十
三
年
最
高

裁
判
所
規
則
第
三
十
二
号
）
第
百
五
十
八
条
（
処
罰
等

の
請
求
）
、
第
二
百
九
十
五
条
の
六
か
ら
荊
引
．
司
刈
刈
打

到
則
剰
刎
Ｊ
１
可
ま
で
（
差
押
え
等
の
令
状
請
求
書
の
記
載

要
件
、
資
料
の
提
供
等
、
身
体
検
査
令
状
の
記
載
要
件

、

令
状
の
返
還
に
関
す
る
記
載
、
電
磁
的
記
録
提
供
命

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

条
の
二
及
び
第
五
百
十
三
条
第
七
項
か
ら
第
十
項
ま
で

割
引
副
詞
引
討
割
、
第
二
百
九
十
九
条
（
裁
判
官
に
対
す
る

取
調
等
の
請
求
）
第
一
項
及
び
第
三
百
条
（
令
状
の
有

効
期
間
）
の
規
定
は
、
法
第
百
八
十
九
条
（
過
料
の
裁

判
の
執
行
）
第
三
項
（
法
及
び
他
の
法
令
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

す
る
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一

号
）
第
七
編
第
二
章
（
第
五
百
十
一
条
、
第
五
百
十
一

令
の
令
状
の
記
載
要
件
及
び
鑑
定
処
分
許
可
請
求
書
の

…
）

を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
る
過
料
の
裁
判
の
執
行
に
関

す
る
調
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
百
九
十
五
条
の
十
二

（
準
用
規
定

改
正
後

（
過
料
の
裁
判
の
執
行
に
関
す
る
調
査
・
法
第
百
八
十

九
条
）

第
百
五
条
の
二

刑
事
訴
訟
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
最
高

裁
判
所
規
則
第
三
十
二
号
）
第
百
五
十
八
条
（
処
嗣
等

の
請
求
）
、
第
二
百
九
十
五
条
の
六
か
ら
荊
引
．
司
刈
川
制

劃
劉
創
刊
刊
ま
で
（
差
押
え
等
の
令
状
請
求
書
の
記
載
要

件
、
資
料
の
提
供
等
、
身
体
検
査
令
状
の
記
載
要
件
、

令
状
の
返
還
に
関
す
る
記
載
及
び
鑑
定
処
分
許
可
請
求

書
の
記
載
要
件
）
、
第
一
一
百
九
十
五
条
の
十
一
（
準
用

剰
定
等
）
第
一
項
、
第
二
百
九
卜
九
条
（
裁
判
官
に
対

す
る
取
調
等
の
請
求
）
第
一
項
及
び
第
三
百
条
（
令
状

の
有
効
期
間
）
の
規
定
は
、
法
第
百
八
十
九
条
（
過
料

の
裁
判
の
執
行
）
第
三
項
（
法
及
び
他
の
法
令
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三

十
一
号
）
第
七
編
第
一
一
章
（
第
五
百
十
一
条
到
制
剃
劉
判

定
に
よ
る
過
料
の
裁
判
の
執
行
に
関
す
る
調
査
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

百
十
三
条
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で

改
正
前

Ｉ
Ｉ

Ｊ
ノ

を
除
く
。
）

の
規

八
七



第
十
条

非
訟
事
件
手
続
規
則
（
平
成
二
十
【

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
』

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

附
則

こ
の
規
則
は

第
三
十
九
号
）

規
定
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
民
事
訴
訟
規
則
の
規
定
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
っ
て
ま
ず
改
正
さ
れ
、
次
い
で
前
条
の
規
定
に
よ

（
過
料
の
裁
判
の
執
行
に
関
す
る
調
査
・
法
第
百
一
一
十

一
条
）

第
七
十
三
条

刑
事
訴
訟
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
最
高
裁

判
所
規
則
第
三
十
二
号
）
第
百
五
十
八
条
、
第
二
百
九

っ
て
改
正
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
非
訟
事
件
手
続
規
則
の
一
部
改
正
）

‐
条
非
訟
事
件
手
続
規
則
（
平
成
二
十
四
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
七
号
）

十
五
条
の
六
か
ら
第
一
一
百
九
十
五
条
の
十
一
ま
で
、
謂
詞

｜
項
及
び
第
三
百
条
の
規
定
は
、
法
第
百
二
十
一
条
第

三
項
（
法
第
五
十
三
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
刑
事

訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
七

編
第
一
一
章
（
第
五
百
十
一
条
、
第
五
百
十
一
条
の
二
及

）
の
規
定
に
よ
る
過
料
の
裁
判
の
執
行
に
関
す
る
調
査

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

ひ
第
五
百
十
三
条
第
七
頂
か
ら
第
十
願
ま
で

二
百
九
十
五
条
の
十
二
第
一
項

附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る

情
報
通
信
技
術
の
進
展
等
に
対
応
す
る
た
め
の
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

改
正
後

第
二
百
九
十
九
条
第

を
除
く

（
過
料
の
裁
判
の
執
行
に
関
す
る
調
査
・
法
第
百
二
十

一
条
）

第
七
十
三
条

刑
事
訴
訟
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
最
高
裁

判
所
規
則
第
三
十
二
号
）
第
百
五
十
八
条
、
第
一
一
百
九

十
五
条
の
六
か
ら
第
二
百
九
十
五
条
の
十
ま
で
、
詞
到
斗

百
九
十
五
条
の
十
一
第
一
項
、
第
二
百
九
十
九
条
第
一

項
及
び
第
三
百
条
の
規
定
は
、
法
第
百
二
十
一
条
第
三

項
（
法
第
五
十
三
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
刑
事
訴

訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
七
編

第
二
章
（
第
五
百
十
一
条
及
び
第
五
百
十
三
条
第
六
項

洲
凶
忍
詞
八
項
ま
で
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
る
過
料
の

裁
判
の
執
行
に
関
す
る
調
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

改
正
前

八
九

九
○

最
高

裁
判

所
長

官
今

崎
幸

彦九
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（
趣
旨
）

第
一
条

押
収
物
及
び
保
管
電
磁
的
記
録
並
び
に
少
年
保
護

事
件
及
び
医
療
観
察
事
件
の
証
拠
物
の
受
入
れ
、
保
管
、

仮
出
し
及
び
処
分
に
関
す
る
事
務
（
以
下
「
押
収
物
等
に

関
す
る
事
務
」
と
い
う
。
）

の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、

他

の
法
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
程
に
お
い
て
「
押
収
物
一
と
は
、
刑
事
事

件
、
少
年
保
護
事
件
又
は
医
療
観
察
事
件
に
つ
い
て
裁
判

所
若
し
く
は
裁
判
官
が
差
し
押
え
若
し
く
は
領
置
し
た
物

、
裁
判
所
若
し
く
は
裁
判
官
の
提
出
命
令
に
よ
り
提
出
さ

” ：

第
六
章

保
管
電
磁

第
一
章
～
第
五
章

目
孜

押
収
物
等
取
扱
規
程
（
昭
和
一
一
一
十
五
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
二
号
）

第
二
十
四
条
の
二

れ
た
物

押
収
物
等
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
新
旧
対
照
条
文

又
は
裁
判
所
若
し
く
は
裁
判
官
の
電
磁
的
記
録
提

へ

略

～ へ

略 略
シ －

；
〆 ～

略

第
一
一
十
四
条
の
三
）

新

す
る
事
務
取
扱
の
特
例

一

";

（
趣
旨
）

第
一
条

押
収
物
並
び
に
少
年
保
護
事
件
及
び
医
療
観
察
事

件
の
証
拠
物
の
受
入
れ
、
保
管
、
仮
出
し
及
び
処
分
に
関

す
る
事
務
（
以
下
「
押
収
物
等
に
関
す
る
事
務
」
と
い
う

。
）
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
他
の
法
令
に
定
め
る
も
の

の
ほ
か
、
こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
程
に
お
い
て
「
押
収
物
」
と
は
、
刑
事
事

件
、
少
年
保
護
事
件
又
は
医
療
観
察
事
件
に
つ
い
て
裁
判

所
若
し
く
は
裁
判
官
が
差
し
押
え
若
し
く
は
領
置
し
た
物

刻
訓
閏
裁
判
所
若
し
く
は
裁
判
官
の
提
出
命
令
に
よ
り
提
出

さ
れ
た
物
を
い
う
。

目
次

第
一
章
～
第
五
章

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

旧 （
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

’－2－

３
．
４

（
略
）

（
押
収
物
総
目
録
の
作
成
等
）

第
五
条

係
書
記
官
は
、
差
押
え
、
領
置
、
提
出
命
令
刻
叫
閂

電
磁
的
記
録
提
供
命
令
に
よ
る
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、

押
収
物
の
品
目
及
び
数
量
を
確
認
し
た
且
‐
、
品
目
ご
と
に

符
号
を
表
示
し
、
別
に
定
め
る
押
収
物
総
目
録
（
以
下

「

総
目
録
」
と
い
う
。
）
を
添
え
て
押
収
物
主
任
官
に
送
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
（
略
）

（
交
付
）

第
十
六
条
の
二

前
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
は

、
押
収
物
（
刑
事
訴
訟
法
第
百
二
十
三
条
第
三
項
荊
斗
釧
司

又
は
第
二
号
の
記
録
媒
体
に
限
る
。
）
を
交
付
す
る
裁
判

が
あ
っ
た
場
合
（
性
的
姿
態
撮
影
等
処
罰
法
第
十
三
条
第

三
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
場
合
を
含
む
．
）

に
つ
い
て
準

用
す
る
。

２
こ
の
規
程
に
お
い
て
「
保
管
電
磁
的
記
録
」
と
は
、
刑

裁
判
所
若
し
く
は
裁
判
官
の
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
刑

せ
た
記
録
媒
体
を
い
う
。

事
訴
訟
法
第
百
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
口
に
掲
げ
る
方

事
事
件
、
少
年
保
護
事
件
又
は
医
療
観
察
事
件
に
つ
い
て

さ
せ
た
電
磁
的
記
録
を
い
う

法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
．
）

に
よ
り
提
供

供
命
令
（
刑
事
訴
訟
法
‐
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十

に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）

に
よ
り
提
出
さ

｜
号
）
第
百
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
方
法

２
．
３

（
同
上
）

（
押
収
物
総
目
録
等
の
作
成
等
）

第
五
条

係
書
記
官
は
、
差
押
え
則
ｌ
記
録
命
令
付
差
掃
釧
剰
、

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
（
同
上
）

（
交
付
）

第
十
六
条
の
二

前
条
第
一

、
押
収
物
（
刑
事
訴
訟
法

（
新
設
）

Ｈ
Ｊ
釧
司
’
第
百
一
一
十
三
条
第
三
項
の
記
録
媒
体
に
限
る
．

）
を
交
付
す
る
裁
判
が
あ
っ
た
場
合
（
性
的
姿
態
撮
影
等

処
罰
法
第
十
三
条
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
場
合
を
含

む
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

領
置
又
は
提
出
命
令
に
よ
る
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
押

収
物
の
品
目
及
び
数
量
を
確
認
し
た
う
え
、
品
目
ご
と
に

符
号
を
表
示
し
、
別
に
定
め
る
押
収
物
総
目
録
（
以
下

「

総
目
録
」
と
い
う
。
）
を
添
え
て
押
収
物
主
任
官
に
送
付

前
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
は

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三

Ｉ
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（
国
庫
帰
属
）

第
二
十
三
条

押
収
物
主
任
官
は
、
押
収
物
が
没
収
以
外
の

事
由
に
よ
り
国
庫
に
帰
属
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
、

保
管
金
そ
の
他
の
通
貨
及
び
歳
入
納
付
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
証
券
に
つ
い
て
は
歳
入
徴
収
官
に
、
そ
の
他
の
物
に

つ
い
て
は
物
品
管
理
官
（
分
任
物
品
管
理
官
を
含
む
。

以

下
同
じ
。
）
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
押
収
物
保
管
票
又

は
保
管
票
に
そ
の
旨
を
記
入
し
、

こ
れ
を
保
管
物
主
任
官

又
は
歳
入
歳
出
外
現
金
出
納
官
吏
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
所
有
者
そ
の
他
の
者
が
保
管
す
る
押

収
物
に
つ
い
て
は
、
歳
入
徴
収
官
又
は
物
品
管
理
官
に
通

知
し
た
且
‐
、
こ
れ
を
保
管
物
主
任
官
に
引
き
継
が
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
複
写
）

第
十
六
条
の
三

刑
事
訴
訟
法
第
百
二
十
三
条
第
三
項
潮
１
１

号
又
は
第
二
号
の
記
録
媒
体
に
移
転
さ
れ
た
亀
磁
的
記
録

の
複
写
を
許
す
裁
判
が
あ
っ
た
場
合
（
性
的
姿
態
撮
影
等

処
罰
法
第
十
三
条
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
場
合
を
含

む
。
）
に
は
、
押
収
物
主
任
官
は
、
電
磁
的
記
録
複
写
許

可
通
知
害
を
差
押
え
圃
閣
開
腫
麗
画
記
録
提
供
命
令
を
受
け

た
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
押
収
物
主
任
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録

複
写
許
可
通
知
書
を
差
押
え
又
剛
電
鬮
釧
醐
記
録
提
供
命
令

を
受
け
た
者
に
送
付
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
同

項
の
電
磁
的
記
録
を
複
写
し
た
と
き
は
、

そ
の
者
か
ら
受

領
書
を
受
け
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
庫
帰
属
）

第
二
十
三
条

押
収
物
主
任
官
は
、
押
収
物
が
没
収
以
外
の

事
由
に
よ
り
国
庫
に
帰
属
し
た
場
合
に
は
、

そ
の
旨
を
、

保
管
金
そ
の
他
の
通
貨
及
び
歳
入
納
付
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
証
券
に
つ
い
て
は
歳
入
徴
収
官
（
分
任
歳
入
徴
収
官

を
含
む
。
以
下
同
じ
・
）
に
、
そ
の
他
の
物
に
つ
い
て
は

物
品
管
理
官
（
分
任
物
品
管
理
官
を
含
む
。

以
下
同
じ
・

）

に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
押
収
物
保
管
票
又
は
保
管
票

に
そ
の
旨
を
記
入
し
、
こ
れ
を
保
管
物
主
任
官
又
は
歳
入

歳
出
外
現
金
出
納
官
吏
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
所
有
者
そ
の
他
の
者
が
保
管
す
る
押
収
物
に
つ

い
て
は
、
歳
入
徴
収
官
又
は
物
品
管
理
官
に
通
知
し
た
う

え
、
こ
れ
を
保
管
物
主
任
官
に
引
き
継
が
な
け
れ
ば
な
ら

第
十
六
条
の
三

刑
事
訴
訟
法
第
百
一
一
十
三
条
第
三
項
の
記

録
媒
体
に
移
転
さ
れ
た
愈
磁
的
記
録
の
複
写
を
許
す
裁
判

が
あ
っ
た
場
合
（
性
的
姿
態
撮
影
等
処
罰
法
第
十
三
条
第

三
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）

に
は
、
押
収

物
主
任
官
は
、
電
磁
的
記
録
複
写
許
可
通
知
客
を
差
押
え

を
受
け
た
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
押
収
物
主
任
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録

複
写
許
可
通
知
書
を
差
押
え
を
受
け
た
者
に
送
付
し
た
場

合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
同
項
の
電
磁
的
記
録
を
複
写
し

た
と
き
は
、
そ
の
者
か
ら
受
領
書
を
受
け
取
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
複
写
）

－6 ■

●

荊
判
劉
到
少
年
保
護
事
件
の
押
収
物
に
関
す
る
事
務
取
扱
の

特
例

（
還
付
等
公
告
）

第
一
一
十
七
条

（
略
）

２
前
項
の
規
定
は
、
少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百

六
十
八
号
）
第
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
刑
事

解
訟
法
第
百
二
十
三
条
第
三
項
及
び
第
百
二
十
三
条
の
二

割
刑
「
割
の
規
定
に
よ
る
交
付
又
は
複
写
に
つ
い
て
準
用
す

》（〕ロ

第
二
十
四
条
の
一
一

係
書
記
官
は

第
二
十
四
条
の
三

第
二
章
、
第
八
条
及
び
第
十
条
、
第
四

第
六
章

保
管
電
剖
画
的
記
録
に
関
す
る
事
務
取
扱
の
特
例

２
（
略
）

綱
‐
記
録
媒
体
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

訓

て
同
じ
。
）
に
移
転
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

四
条
ま
で
の
規
定
は
、
保
管
昭
碑
的
記
録
を
移
転
し
た
可

草
並
び
に
第
十
四
条
、
第
十
五
条
の
二
、
第
十
六
条
の
三

供
を
受
け
た
と
き
は
、
当
骸
保
管
電
磁
的
記
録
を
可
緬
司
廻

録
媒
体
（
田
子
計
算
機
又
は
そ
の
周
辺
機
器
に
拝
人
し

側
劃
顕
器
の
う
ち
、
可
搬
型
の
も
の
を
い
う
。
吹
条
に
お
い

又
は
接
続
し
て
情
報
を
保
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
媒
体
又

（
保
管
電
磁
的
記
録
の
受
入
れ
、
保
管
、
仮
出
し
及
び
処

（
可
搬
記
録
媒
体
へ
の
移
転
）

第
十
七
条
、
第
十
九
条
及
び
第
一
一
十
二
条
か
ら
第
二
十

閑
樹
詞
国
鬮
的
記
録
の
提

荊
到
到
呵

少
年
保
護
事
件
の
押
収
物
に
関
す
る
事
務
取
扱
の

特
例

（
還
付
等
公
告
）

Ｒ

第
二
十
七
条

（
同
上
）

２
前
項
の
規
定
は
、
少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百

六
十
八
号
）
第
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
刑
事

訴
訟
法
第
百
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
又
は

複
写
に
つ
い
て
準
用
す
る
．

な
い
。

２
（
同
上
）

（
新
設
）

（
新
股
）

（
新
設
）
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（
没
取
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
の
消
去
等
）

第
二
十
八
条
の
二

押
収
物
主
任
官
は
、
押
収
さ
れ
た
記
録

媒
体
に
記
録
さ
れ
た
亀
磁
的
記
録
又
は
保
管
電
磁
的
記
録

が
不
正
に
作
ら
れ
た
も
の
と
し
て
没
取
さ
れ
た
場
合
に
お

い
て
、
そ
の
没
取
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
消
去
し
、

又
は

当
該
電
磁
的
記
録
が
不
正
に
利
用
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る

処
分
を
す
べ
き
と
き
は
、
そ
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
・

荊
川
．
弓
医
療
観
察
事
件
の
押
収
物
等
に
関
す
る
事
務
取
扱

の
特
例

荊
制
割
朝
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
押
収
物
等
に
関
す
る

事
務
の
取
扱
い
に
係
る
特
例

荊
矧
割
引

医
療
観
察
事
件
の
押
収
物
等
に
関
す
る
事
務
取
扱

の
特
例

荊
川
創
弓

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
押
収
物
等
に
関
す
る

事
務
の
取
扱
い
に
係
る
特
例

（
没
取
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
の
消
去
等
）

第
二
十
八
条
の
二

押
収
物
主
任
官
は
、
押
収
さ
れ
た
記
録

媒
体
に
記
録
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
が
不
正
に
作
ら
れ
た
も

の
と
し
て
没
取
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
没
取
さ
れ

た
電
磁
的
記
録
を
消
去
し
、
又
は
当
該
電
磁
的
記
録
が
不

止
に
利
用
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
処
分
を
す
。
へ
き
と
き
は

、
そ
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

●
』


